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特集号発刊にあたって

　金融庁は、平成28年9月に「金融仲介機能のベンチマーク」を公表し、続いて同年10月に公

表した「平成28事務年度金融行政方針」では、このベンチマーク等を活用した金融機関の自

己点検・評価、自主的な情報開示を促しつつ、経営陣と深度ある対話を実施することとした。

「金融仲介機能のベンチマーク」は、共通ベンチマーク、選択ベンチマーク、独自のベンチ

マークの3つに区分されている。具体的な項目や内容として、共通ベンチマークについては、

(1)取引先企業の経営改善や成長力の強化で1つ、(2)取引先企業の抜本的事業再生等による生産

性の向上で3つ、(3)担保・保証依存の融資姿勢からの転換で1つと、3つの項目で合計5つのベ

ンチマークが示されている。選択ベンチマークでは、14の項目で50のベンチマークが示され

ている。

　このような金融行政方針を受けて、地域銀行では、ディスクロージャー誌、決算説明会、

ニュースリリースなどを通じてベンチマークを開示しており、信用金庫においても徐々に開示

が進められている。

　ベンチマークを活用した金融行政が進められていく中で、各信用金庫は、自ら開示したベン

チマークに積極的に取り組み、金融仲介機能の質を一層高め、顧客の課題解決への対応を強化

することが求められることになる。

　本特集号は、各信用金庫がベンチマークとして開示した各項目に取り組むにあたって、参考

資料として活用されることを想定している。

　まず、「取引先中小企業の事業性を重視した経営支援への期待」では、事業性評価・ベンチ

マークの意義やとらえ方を、その経緯や中小企業支援の利用状況などから再確認した。さら

に、従来から事業性に着目した支援を行ってきた信用金庫と支援を受けた中小企業の「稼ぐ

力」の向上事例をとりあげ、信用金庫が中小企業から選択される取組みは何かを考察した。

　「『創業･第二創業』と信用金庫」では、共通ベンチマークの項目「取引先企業の抜本的事業

再生等による生産性の向上」で取り上げられている「創業･第二創業」について、全国各地の

信金中央金庫 地域・中小企業研究所長

松崎　英一
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動きの中で、身近な存在である信用金庫がその支援等に主体的に関わっているケースを紹介し

つつ、今後の方向性などについて展望している。

　選択ベンチマークに目を向けると、その筆頭項目は、「地域へのコミットメント・地域企業

とのリレーション」であり、「取引先への平均接触頻度、面談時間」が当該項目にて示された

4指標のうちの1つとなっている。取引先企業の経営改善・成長力強化・生産性向上などに係

る対応を推し進めるため、まずは渉外担当者を中心とした職員の「活動力向上」への取組みを

省みる必要があるといった問題意識がうかがえる。「信用金庫職員の活動力向上を目指した取

組みについて」では、活動力向上のために求められる対応について、複数の信用金庫に対して

行ったヒアリングの内容などを参考に考察した。

　「事業性評価融資における信用リスク管理について」では、選択ベンチマークの項目「事業

性評価に基づく融資等、担保・保証に過度に依存しない融資」に関連して、財務内容が芳しく

ない先へ事業性評価を踏まえた無担保・無保証融資を行うにあたって、信用リスク管理の一つ

である採算管理（プライシング）に着目し、目利き力の発揮が信用コストの削減につながるこ

とを確認したうえで、融資の採算確保のためにはどのような対策が考えられるか整理した。

　「金融仲介機能の発揮に向けた外部専門家の活用について」では、選択ベンチマークの項目

「外部専門家の活用」に関連して、専門家人材の中途採用等の動きを紹介した。時間をかけて

一人ひとりの職員を育成するという従来型の人材育成手法では、環境変化のスピードに追いつ

くことが難しくなってきており、専門家人材の中途採用によって、ノウハウの蓄積が短時間で

行うことができるメリットを示している。

　最後に、「ベンチマークの活用に生かせる『小原語録』」を掲載した。小原鐵五郎氏は、70

年近くにわたり信用金庫業務一筋に取り組み、信用金庫業界の発展に大きく貢献した。同氏

は、信用金庫がどのような経営を行うべきか、などを示した「小原語録」を複数の書籍にとり

まとめている。ここでは、ベンチマークの活用にあたって役立つと思われる小原語録のうち3

つを紹介している。実際に「小原語録」を残してからかなりの年月がたっているが、現代の信

用金庫業務にも十分生かせる内容である。

　以上、本号掲載の6つの報告の要旨を紹介したが、今年度下期にも「金融仲介機能のベンチ

マーク」をテーマに特集号を発刊する予定である。本号に対するご意見等があれば、ふるって

当研究所までお寄せいただきたい。
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（キーワード）  事業性評価、本業支援、格付け、金融機関選択、知的資産経営、稼ぐ力、
人材育成

（視　点）

　事業性評価やベンチマークへの対応について、地域金融機関では限られた経営資源でしかも
厳しい経営環境下では限度がある、あるいは、現状の金融庁の方針もいずれまた変わるのでは
ないか、コストに見合う効果は見込みにくい、といったことなどから取組姿勢が今ひとつ定まっ
ていないように思われる。一方で、金融庁の方針とは別に、中小企業への継続的かつ本質的課
題について本業支援を行うことで構築された強固な信頼関係で、地域金融機関として差異化に
よる価値創出を行ってきた例もある。こうした事業性向上にかかる支援活動は、実際にどのよ
うな考え方で取り組まれ、中小企業と地域金融機関それぞれにどのような効果をもたらしたの
か。また、地域金融機関の中長期的な持続発展に重要な、中小企業から積極的に選択され続け
る存在になるという意味での効果はどうなのか、限られた事例からとはなるが確認してみたい。

（要　旨）

⃝	「事業性評価」や「ベンチマーク」への対応が金融機関の関心事のひとつとなっている。
これは、03年のリレーションシップバンキング以来の一貫した取組みの中にあるもので、
単に金融だけでなく我が国全体の成長戦略という大きな流れでのものである。

⃝	中小企業の金融機関の経営支援サービス利用は低位ながら、利用した場合の効果は高く、
事業性向上支援の金融機関と中小企業双方への効果の可能性を示唆している。

⃝	事業性評価・向上支援の事例として、熊本第一信用金庫上
かみ

通
とおり

支店の商店街や不動産関連情
報を生かす取組みと同支店とWIN-WINの関係にある建築・リフォーム業の有限会社サウ
ス総合システム、但陽信用金庫の知的資産経営支援への取組みと知的資産経営報告書を作
成して危機から見事に復活した機械設計・製造の株式会社ミタチの事例を紹介する。

⃝	一般的に、中小企業と金融機関間で事業性評価・活用への認識に差異はあるが、事業性向
上支援は価値共創や金融機関選択でプラス効果が確認され、支援の積極化を期待したい。

調 査

取引先中小企業の事業性を重視した経営支援への期待
−本業支援での真の信頼構築が大きく左右する中小企業の金融機関評価−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

藤津　勝一
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はじめに

　「事業性評価」や「ベンチマーク」への対

応が地域金融機関では関心事になっている。

これをテーマとしたある会合での地域金融機

関の発言から、関心の中心は「どのようなも

のにすれば監督当局との対話に生かせるの

か」「ベンチマークの公表はマスコミの取り

上げ方で顧客の評判に大きく影響してしまう

のではないか」などにあった。また、「監督

当局の方向性もいつまた変わるかわからな

い」という懸念も持っている。このため、周

囲の状況をみつつ、事業性評価シートは策定

したものの、その意味や流れをどう捉え、ど

うすべきなのかを主体的には決めかねてい

る、といった状況がみてとれた。

　今回の金融庁の「事業性評価」や「ベンチ

マーク」の求めは、金融機関の経営という観

点はもちろんだが、人口や中小企業数の減

少、産業構造の変化、人手確保の困難化など

の大きな経済社会の環境変化への対応とし

て、成長力を確かなものにしていくことを目

指す我が国の政策という大きな流れの中で位

置付けられている点を忘れてはなるまい。単

に金融機関のみ、当面の対応といった近視眼

的な見方でのものでないことは、地域金融機

関も認識しておくべきであろう。つまり、こ

の流れは我が国全体として、あらゆる業種、

企業規模、地域において求められ、国力の維

持発展のためには避けて通れない根本的課題

への対応であり、方向性は簡単に変わりよう

がないとみられる。

　また、市場環境が大きく変化する中で、金

融機関経営の持続発展の観点からは、「事業

性評価」や「ベンチマーク」は、本来、金融

庁ではなく中小企業を含む地域のステークホ

ルダーがどう評価するのかが最も重要であ

り、金融庁もそのことを重視している。顧客

の立場からすれば、地域金融機関が目指す姿

や特長・取組み・その実行と結果、今後の展

開を具体的に示し、より相応しい選択・判断

をしたいと望むのは当然である。

　本稿では、事業性評価やベンチマークの意

義やとらえ方を、その経緯や中小企業支援の

利用状況などから再確認した後、従前から事

業性に着目した支援を行う信用金庫と、その

支援を受けた中小企業の「稼ぐ力」の向上事

例、中小企業が金融機関を本当の意味で評価

する取組みは何かをみていきたい。

1 ．中小企業への円滑な資金提供・支
援における事業性評価重視は一貫し
た流れ

（1 ）事業性評価は2003年のリレーション

シップバンキングの機能強化以降鮮明化

　図表1は、地域金融機関において大きな

テーマである事業性評価による取引先中小企

業への融資や支援、そうしたことも含む金融

機関の取組みを客観的に評価するためのベン

チマークに至る流れをみたものである。この

流れの始まりは、バブル経済の崩壊に端を発

する金融機関の不良債権が問題化し、金融再

生プログラムで金融機関の「不良債権解消」

を通じた「産業・経済再生」という二つの目
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的が目指された2000年頃に遡る。地域金融

機関にとっては、03年3月の「リレーション

シップバンキングの機能強化に関するアク

ションプログラム」が実際の対応のスタート

といえる。

　この当時は、不良債権問題が喫緊の課題で

あったため、03年のリレーションシップバ

ンキング（以下ではリレバンとする）や、

05年3月の「地域密着型金融の機能強化の推

進に関するアクションプログラム」では、金

融機関の格付けで要注意先・要管理先などの

取引先中小企業のランクアップなどでの健全

性の回復とともに、取引先中小企業の経営改

善や成長支援のためのコンサルティング機能

の強化が求められた。

　このリレバンへの対応が始まった当初は、

取引先中小企業に寄り添った営業活動をして

きたとの自負のある信用金庫には少なからず

戸惑いがあり、そのためか、反発に近い受け

止めをするところも中にはあった。しかし、

中小企業への経営支援について、担当者の配

置や担当部署の設置、研修やOJTを通じた人

材育成などに取り組み、当初の経営改善支援

中心から、ビジネスマッチングでは地域内だ

けでなく遠隔地や大手企業なども対象とする

ケースも増加、事業承継でのM＆Aの活用活

発化、外部専門機関や大学との連携、海外進

出支援など、範囲の拡大・質の充実、組織的

図表1 　金融再生プログラム以降の円滑な中小企業金融に資する事業性評価への流れ

02年10月　金融再生プログラムでリレーションシップバンキングのあり方を検討

03年 3月　「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」（03年度〜04年度）

05年 3月　「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム」（05年度〜06年度）

07年 8月　監督指針の改正において地域密着型金融の取組みが時限ではなく恒久的な枠組みへ。

08年 9月　リーマン・ショックで金融不安が波及、世界同時不況

09年12月　「中小企業金融円滑化法」が11年3月末までの時限立法として施行（結果として二度の延長に
より13年3月末に終了）

11年 5月　「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正」で、地域密着型金融のビジネスモデル
化をより明確化

13年 9月　「平成25事務年度 金融モニタリング基本方針」で、借り手中小企業の事業内容等を適切に評
価した融資を促進する事業性評価に関するモニタリングを開始

14年 9月　「平成26事務年度 金融モニタリング基本方針」の重点施策で、事業性評価による融資・支援
への取組みの検証を提示

15年 9月　「平成27事務年度 金融行政方針」で、金融機関の事業性評価による融資・支援の実態につい
て、融資先企業へのヒアリング（1,000社程度）による実態把握と、取組みを客観的に評価出
来る多様なベンチマークの検討を明記

16年 9月　「金融仲介機能のベンチマーク」公表

16年10月　「平成28事務年度 金融行政方針」で、金融機関の現在のビジネスモデルの持続可能性検証と、
顧客本位の良質なサービスの提供を通じ金融機関自身も収益を確保する好循環、すなわち、
顧客との「共通価値の創造」が取り上げられた。

（備考	）金融庁『これまでの金融行政における取組みについて』（2015年12月21日）などより信金中央金庫	地域・中小企業研
究所作成
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対応など、現在の取組みは当初とは隔世の感

がある。信用金庫における中小企業支援に対

するイメージも、不良債権対応のような重た

いものから、成長支援といったより前向きな

ものが多くなったのも確かであろう。ビジネ

スマッチングなどが全国の信用金庫でかなり

活発に行われているのはその証左といえよ

う。特に、リーマン・ショックへの対応であっ

た中小企業金融円滑化法が二度の延長を経て

13年3月に終了して以降は、金融仲介機能を

積極化して中小企業や地域を活性化すること

がよりクローズアップされることになった。

　ただ一方で、地域金融機関では企業経営に

ついて実践的なノウハウ・知識などの豊富な

蓄積があるわけではなく、財務面など一定の

アドバイスができる程度で、本格的な支援は

なかなか難しいという声も聞かれる。また、

現在は事業性評価やベンチマークに対して強

力に推進する金融庁の姿勢が、いつ変化する

かわからないと懸念する向きもある。しか

し、リレバン以降の円滑な中小企業金融、そ

のための中小企業の経営課題解決への支援、

すなわち、地域密着型金融の質の向上という

方向性はリレバン以降15年近く一貫してお

り、すでに07年8月の金融庁の監督指針で、

この取組みが時限ではなく恒久化とされてい

ることを忘れてはなるまい。

　中小企業金融円滑化法への対応で条件変更

などを行い、未だ経営改善が十分ではない先

などの問題も残ってはいるが、不良債権問題

が喫緊の課題から平常化した現在、地域金融

機関の大きな役割である取引先中小企業の事

業を適切に評価し、融資も含めた実効性の見

込める支援を通じた活性化をより重視するの

は必然ともいえよう。求められているのは、

金融機関経営の健全性とともに、中小企業の

再生・成長支援など地域経済の活性化である

ことは、常に変わりはないのである。

　これは、金融機関本来の役割である「リス

クを取って企業に寄り添い、その成長を支援

する」という原点への回帰が強く求められて

いることを意味している。前述のとおり、リ

レバン当初の頃は、信用金庫はこれまで中小

企業の経営状況を常に把握して支援をしてき

たではないか、といった声をよく聞いた。そ

うであれば、その後の不良債権への対応など

でブランクがあったとしても、事業性評価や

ベンチマークへの対応に関しては、かつての

状況をやや精緻にし、「見える化」すること

であり、従来取り組んできたとしているある

べき姿と相違するものではあるまい。

　地域や中小企業という立場からすれば、バ

ブル崩壊やリーマン・ショックなどからは一

定程度立ち直り、十分ではないにしろ業況も

かなり改善はしている。しかし、中小企業の

事業者数は09年の420万者から14年には381

万者とわずか5年で39万者もの急速な減少が

みられ、60歳以上の経営者では半数以上が

廃業を予定するような状況ともいわれるな

ど、大きな構造的変化への対応を急ぐ必要が

ある多数の中小企業が存在する。つまり、中

小企業経営や地域活性化にとって根本的な課

題に取り組まなければならない重要な局面に

ある。ICTの活用、海外進出、徹底した地域
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密着、事業承継やこれを機会とした新展開、

中小企業同士その他との連携などの積極的な

活用等で、「稼ぐ力」を強化しなければなら

ない。企業規模や業種に関係なく、視点を変

えて構造変化を眺め、新たなビジネスチャン

スを見出し、挑戦しなくてはならない。

　このように、金融機関の経営持続力、中小

企業や地域も含めた構造問題への対応や稼ぐ

力の再生は、先行きの国力、国民生活の水準

の維持向上に不可欠な成長の壁の克服のため

の政策という大きな流れの中で取り組まれて

いるのであり、単に金融機関だけの問題では

ない。したがって、金融庁の現在の方向性が

簡単に転換するとは考えにくい。

（2 ）中小企業の金融機関の経営支援サービ

ス利用は低位

　さて、それでは実際に金融機関が提供する

経営支援サービスについて、中小企業はどの

程度利用しているのであろうか。金融機関の

役職員の多くは、16年5月に発表された、金

融庁の『企業ヒアリング・アンケート調査結

果について〜融資先企業の取引金融機関に対

する評価〜』で、中小企業が金融機関に求め

ているのは金利の低さなどではなく事業への

理解や信頼関係などであること、金融機関の

経営支援サービスが不足していることなどが

指摘されていることは目にしたことがあろ

う。そこで、ここでは中小企業庁の『中小企

業のリスクマネジメントと信用力向上に関す

る調査』（2016年3月）という別の結果から

も、支援の利用状況などを確認してみる。

　図表2は、経営支援サービス別に利用状況

をみたものである。最も利用されているのが

諸制度の情報提供で、28.2％の中小企業が利

用している。販路・仕入先拡充支援がほぼ同

率の28.0％、次に、金融機関の支援というこ

ともあってか財務・税務・法務・労働相談の

図表2　中小企業における金融機関からの経営支援サービスの利用状況

1.51.5

2.22.2

3.33.3

3.53.5

5.5

6.4

7.6

7.9

10.7

11.7

15.1

28.0

28.2

98.5

97.8

96.7

96.5

94.5

93.6

92.4

92.1

89.3

88.3

84.9

72.0

71.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

諸制度の情報提供（n＝3,741）

販路・仕入先拡充支援（n＝3,844）

財務・税務・法務・労働相談（n＝3,697）

経営計画・事業戦略等策定支援（n＝3,696）

事業承継支援（n＝3,716）

M＆A支援（n＝3,688）

人材育成支援（n＝3,682）

海外展開支援（n＝3,680）

再生支援（n＝3,671）

社内体制整備支援（n＝3,656）

製品・サービス開発支援（n＝3,674）

研究開発支援（n＝3,667）

金融機関系列の企業育成ファンドからの出資等（n＝3,654）

利用あり 利用なし

（備考	）平成27年度中小企業庁委託調査『中小企業のリスクマネジメントと信用力向上に関する調査』（2016年3月、みずほ
総合研究所株式会社）より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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15.1％が、さらに、経営計画・事業戦略策定

支援11.7％、事業承継支援10.7％と続き、こ

こまでが2ケタの利用率となっている。諸制

度の情報提供といった支援の難易度が高くな

く（もちろん、「ものづくり補助金」などで

比較的多くみられた、単なる制度紹介にとど

まらず、実際に申請資料作成支援まで金融機

関自身で行っていれば別だが）、中小企業側

も比較的金融機関に支援を要請しやすいも

の、あるいは中小企業が最も興味のある売上

増につながるものが1位、2位で利用率は3割

近くとまずまずだが、3位以下の利用率は低

位といえよう。

　全体的にみて、中小企業は金融機関の提供

する経営支援サービスをあまり利用していな

いということである。もちろん、中小企業自

身が経営課題をよく認識しておらず、サービ

ス利用の必要性を感じていない場合もある

が、本来、業績が好調なところでも必ず何か

経営課題はある。それにもかかわらず、こう

した低利用率にとどまっている。リレバンか

らかなりの時間は経過したが、それでもまだ

地域金融機関側が支援について試行錯誤の最

中ということもあろう。中小企業の実態・事

業性を適切に把握し、これに基づき支援しお

互いの価値の創出を図ることについて、理

解・意識の持ち方、具体的な取組み方、PR

など、金融機関側の努力にはまだ何らかの不

足があるのではないだろうか。

　では次に、中小企業は経営課題についてど

のように認識しているのであろうか。また、

実際に利用されている経営支援サービスと経

営課題は合致しているのであろうか。図表3

は、従業員規模別で中小企業が成長のための

図表3　従業員規模別の中小企業における成長のための経営課題 （単位：％）

従業員規模 技術
開発

製品・
サービス開発

設備
投資

販路の
開拓

仕入先
の確保

海外
展開

従業員
の確保

資金
繰り

事業
承継

事業
再構築 その他

5人以下
（n＝894） 12.4 13.9 15.0 47.7 15.8 2.5 33.7 28.7 30.8 14.8 3.8

順位 ⑨ ⑧ ⑥ ① ⑤ ⑪ ② ④ ③ ⑦ ⑩
6〜20人
（n＝826） 17.9 21.7 26.0 45.6 11.1 4.1 54.8 28.5 32.2 15.9 2.3

順位 ⑦ ⑥ ⑤ ② ⑨ ⑩ ① ④ ③ ⑧ ⑪
21〜50人
（n＝861） 21.8 26.2 31.9 51.2 10.9 7.5 63.8 24.6 27.8 16.3 3.4

順位 ⑦ ⑤ ③ ② ⑨ ⑩ ① ⑥ ④ ⑧ ⑪
51〜100人
（n＝726） 21.2 30.0 30.6 52.2 12.1 8.3 62.8 19.7 23.6 17.2 3.2

順位 ⑥ ④ ③ ② ⑨ ⑩ ① ⑦ ⑤ ⑧ ⑪
101〜300人
（n＝858） 24.0 31.9 33.4 55.1 10.8 10.7 57.8 14.0 17.7 16.0 3.0

順位 ⑤ ④ ③ ② ⑨ ⑩ ① ⑧ ⑥ ⑦ ⑪
301人以上
（n＝144） 9.0 33.3 37.5 47.9 9.7 10.4 72.2 18.1 16.0 18.8 3.5

順位 ⑩ ④ ③ ② ⑨ ⑧ ① ⑥ ⑦ ⑤ ⑪

（備考）1	．平成27年度中小企業庁委託調査『中小企業のリスクマネジメントと信用力向上に関する調査報告書』（2016年3月、
みずほ総合研究所株式会社）より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
2．網掛けは30％以上
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経営課題としてあげた項目別の割合である。

第1位は、従業員5人以下では「販路の開拓」

だが、それ以外の規模では「従業員の確保」

である。逆に、「販路の開拓」は従業員5人

以下以外の層ではすべて第2位である。な

お、「従業員の確保」は5人以下でも3割台が

課題としており、それ以外は5割以上の高率

である。また、「販路の開拓」も、21人から

300人までの層で5割以上と、販路（売上増）

と人手の確保が大きな課題であることが浮き

彫りとなっている。この他では、20人まで

の小規模企業層で「事業承継」、21人以上の

層で「設備投資」、さらに、51人以上の層で

「製品・サービス開発」が3割以上と多く

なっている。

　信用金庫の取組みでは、「販路開拓」でビ

ジネスマッチング、「従業員の確保」では学

生への合同企業説明会開催やインターンシッ

プの仲介、大企業OBなどとのマッチングな

ど、「製品・サービス開発」では企業間や大

学との連携仲介、「事業承継」でのM＆Aや

税務等の相談対応・専門家紹介など、中小企

業の要望の多い分野でも既に一定の対応が行

われ、効果も出ている。しかしながら、前述

のとおり利用率が低位にとどまっているの

は、①そもそも中小企業側には金融機関は融

資・預金・決済などあくまで金融取引で利用

する機関であり経営支援サービスを受ける、

あるいは、そうした支援サービスの機能があ

るという認識が希薄である、②融資を受けて

いる立場の中小企業では業況や財務内容が思

わしくない場合はなおさらだが金融機関に内

情をあまり明かしたくない、③②の理由もあ

り中小企業が経営に関する相談をする相手と

して多いのは普段から付き合いがあり事情も

それなりに理解している税理士や懇意にして

いる他の経営者である、などが考えられる。

つまり、リレバン以降、地域金融機関は中小

企業支援に注力してきており、一部には地域

金融機関に絶大な信頼を寄せる中小企業があ

る一方で、まだまだ多くで金融機関の経営支

援サービスについて十分に理解されていない

のではないか。つまり、金融機関側が思うほ

どには中小企業との関係性は密接ではなく、

中小企業が金融機関に相談することへの心理

的抵抗感を持っている場合もある。これに関

しては、これまでの筆者の経営改善支援の経

験からも感じられるが、そのひとつの要因

は、金融機関の事業面へのアプローチの不足

にあると思われる。

（3 ）金融機関の中小企業向け経営支援サー

ビスは「効果あり」の割合が高い

　このように、中小企業の支援の利用率は残

念ながら低位なのだが、それでは、実際に支

援を行った場合の効果を中小企業はどのよう

に評価しているのであろうか。実は、図表4

にみられるとおり、中小企業が「効果あり」

としている割合はかなり高いという結果に

なっている。

　「再生支援」のようなかなり厳しいテーマ

が「効果あり」のトップで73.3％、逆に「効

果なし」はわずかに7.5％である。13項目全

体で上位の6項目、つまり半分近くの項目で
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5割を超えて「効果あり」としている。これ

らに次ぐ「海外展開支援」や「金融機関系列

の企業育成ファンドからの出資等」も、それ

ぞれ48.4％、47.7％とほぼ5割のレベルに達

している。もっとも低い「M＆A支援」でも

30.6％と3分の1近くが効果ありとしている。

対象先の探索、細かな条件のすり合わせなど

を経て成約に至るM＆Aの成功確率は3割程

度といわれるが、ほぼその割合で「効果あ

り」との結果であり、まずまずの評価といえ

るのではないだろうか。

　もちろん、「効果あり」の割合をさらに高

めることが望まれるわけだが、そもそも、経

営支援の効果は短期間に期待できるものばか

りではないし、必ず「効果あり」となるもの

でもない。特に、経営資源に成約の大きい中

小企業では、複数の課題に平行して取り組め

ず、優先度合いに応じて順番に時間をかけて

課題に取り組まざるを得ない場合が多い。ま

た、最も重要な経営の持続発展に係る根本的

な課題への取組みは、具体策を計画しPDCA

サイクルを回しつつ精度を高め、より効果的

な内容にブラッシュアップするなど、結果に

結びつくのに時間を要するのがむしろ普通で

あろう。つまり、こうした中小企業の課題解

決では、支援を継続することが重要となる。

継続することで、現在はまだ「効果なし」や

「どちらともいえない」であっても、「効果あり」

となるものが増えていくということになる。

　さらに、こうした支援努力の継続こそが、

金融機関には実践的なノウハウ・知識の蓄積

とともに、様々な課題発見によるビジネス

チャンスの重要な種まきとなる。結果はもち

ろんだが、その過程を通じた中小企業との共

図表4　金融機関からの経営支援サービス利用の効果の有無
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42.0

43.6

47.7
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50.2

52.4
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56.4

63.7

73.3

38.5

51.6

43.5

48.5

36.0

38.6

37.7

40.3

28.6

37.0

34.8

29.2

19.3

30.9

10.8
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9.5

20.4

13.6

13.9

9.5

19.0

8.3

8.8

7.1

7.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

再生支援（n＝187）

社内体制整備支援（n＝113）

経営計画・事業戦略等策定支援（n＝408）

財務・税務・法務・労務相談（n＝532）

製品・サービス開発支援（n＝105）

人材育成支援（n＝263）

海外展開支援（n＝223）

金融機関系列の企業育成ファンドからの出資等（n＝44）

販路・仕入先拡大支援（n＝1058）

諸制度の情報提供（n＝996）

研究開発支援（n＝69）

事業承継支援（n＝380）

M＆A支援（n＝278）

効果あり 効果なし
どちらとも
いえない

（備考	）平成27年度中小企業庁委託調査『中小企業のリスクマネジメントと信用力向上に関する調査報告書』（2016年3月、
みずほ総合研究所株式会社）より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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図表5　金融機関の経営支援サービスでの従業員規模別の具体的な効果内容（複数回答）
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5.1 

6.6 

10.3 

17.6 

22.8 

15.4 

22.1 

39.0 

25.7 

9.4 

11.5 

7.3 

24.0 

18.8 

26.0 

35.4 

39.6 

40.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

従業員の士気向上

自社の顧客満足度の向上

社内管理体制整備

事業分野の拡大

役職員の知識・技能向上

利益の増加

事業継続

財務内容改善

売上高の増加

（％）

5人以下
6人～20人
21人～50人
51人～100人
101人～300人
301人以上

（備考	）平成27年度中小企業庁委託調査『中小企業のリスクマネジメントと信用力向上に関する調査報告書』（2016年3月、
みずほ総合研究所株式会社）より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成



 調　査 13

同作業が、事業性評価で求められる人材と組

織の専門性の高まり、効率的・効果的な組織

的対応力、さらに、真の信頼関係の構築とい

う顧客から評価・選択される差異化要因（地

域金融機関の経営持続力にとって、最も基本

的かつ重要な強みであり、非金利面での競争

力）につながっていく。この点は、後述の事

例でも確認する。

　図表5で、具体的な支援効果があった内容

の割合をみると、従業員規模別、あるいは項

目別に差異はあるものの、信用金庫取引先の

中心をなす小規模層も含めてその効果が確認

できる。常に中小企業の経営課題のトップで

ある「売上高の増加」では、従業員規模で6

〜20人では25.7％とやや少ないが、他の規模

では37.4％から47.1％とかなり効果が出てい

る。また、企業の経営持続性の基礎力となる

「財務内容改善」、「利益の増加」などでも比

較的効果が高く出ていることは注目に値

する。

　これまでみたように、監督当局の姿勢は

時々の重要性で力の入れどころに強弱はある

ものの、中小企業の経営課題解決について金

融仲介機能等により寄与することが一貫した

テーマとなっている。また、金融機関の経営

支援サービスは、利用率こそまだ低いが、利

用した中小企業ではかなり効果があることが

確認された。事業性を評価して課題を明らか

にし、相応しい経営支援サービスを行うこと

は、地域金融機関が自らの特色を打ち出して

差異化し顧客から認識・選択され続け、中小

企業とともに価値向上を実現する重要なツー

ルであることを示しているのではないだろう

か。したがって、これをベンチマークの項目

に盛り込み、非価格競争力の一段の強化に注

力する意義は大きい。そこで、次章では中小

企業の事業性を把握して課題解決に継続的に

取り組む信用金庫の事例と、実際に経営支援

サービスを通じた事業性の評価で融資その他

何らかの効果につながった中小企業の事例を

紹介する。

2 ．事業性評価を重視した信用金庫の
取組みと支援を受けた中小企業事例

（1 ）熊本第一信用金庫上
かみ

通
とおり

支店の本業支援

と有限会社サウス総合システムとのWIN-

WINの関係

　イ ．上通支店の地域情報を生かした中小企

業目線の本業支援

　熊本市の中心部に本店を構える熊本第一

信用金庫では03年6月に経営相談室を設置

し、顧客の多様なニーズに応じた経営相談

やコンサルティング業務、過剰債務構造の

解消、事業や業務の見直しなどの企業再

生、熊本県よろず支援拠点や熊本県中小企

業再生支援協議会との連携による経営支援

などを積極的に行ってきた（図表6）。今

回はその活動の中から、熊本市の中心商店

街のひとつである上通商店街にある、生田

支店長以下総勢9人の上通支店の取引先中

小企業の本業支援への取組みを紹介する

（図表7）。

　当支店のある上通商店街は南北に600m、

南側に下通商店街、さらには新市街商店街
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へと連なる熊本市の中心商店街という好立

地である。創業100年以上の老舗がある一

方で一定の新陳代謝もあり、新旧雑多で小

規模だがこだわりを持ち、魅力ある店が多

い。近年は商店街の裏手の住宅混在地域

に、若手経営者の古民家を活用した店舗

なども集積している（図表8）。

　こうした恵まれた市場だけに、金融機関

にとっては競争が激しいレッド・オーシャン
（注1）でもある。だからこそ、金利競争など

ではない顧客に密着し差異化された価値を

提供し、選択され続けることが重要なポイ

ントとなっている。すなわち、顧客の高い

信頼・評価を獲得しつつ、適正な収益を確

保する戦略的支店経営の観点から、リスク

の分散と様々なビジネスチャンス獲得の機

会に結びつけていく中長期的な収益基盤固

めの推進である。大口取引先に偏重するこ

となく、できるだけ多数の顧客との取引を

重視することに重きが置かれている。

　具体的には、顧客の課題解決をミッショ

ンとし、商店街であれば日常の営業活動の

中で収集した商店の決算分析、個々の店舗

の顧客状況などの聞き取り調査による来街

者やそのニーズ変化の把握、新規出店・退

店状況、不動産情報など様々な情報に常に

アンテナを張り活用している。こうした

（注）1	．多くの企業が参入し、価格競争など激烈な競争が繰り広げられている既存市場のこと。これに対して未開拓市場で競争の
ない市場をブルー・オーシャンという。

（備考）信金中央金庫	南九州支店撮影

図表8　賑わいのある上通商店街のアーケード

図表6　熊本第一信用金庫

金庫概要

金 庫 名
所 在 地
預金・積金残高
貸 出 金
店 舗 数
常勤役職員数

熊本第一信用金
熊本県熊本市中央区花畑町10-29
2,695億円
1,526億円
24店舗
269人

（備考）1．2017年3月末現在
2．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（備考）熊本第一信用金庫提供

図表7　生田支店長と上通支店
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データの収集・作表やグラフ化などでの活

用については、生田支店長の営業推進部で

のデータ分析など4年間の本部経験が生か

されている。また、本部の考え方もその経

験からより理解ができるため、たとえば、

人口減少に対してどのような営業活動が目

先のみにとらわれず、金庫経営全般を意識

して中長期的に収益基盤を強化するために

相応しいかなどを戦略的に考えることにも

つながっている。

　その結果が、たとえば商店街の状況につ

いてのバックデータなどを活用し、積極的

な顧客訪問による実態把握などから探り出

した課題に対応するアドバイスなど、具体

的・効果的な提案による顧客の本業支援活

動ということである。商店街への新規開業

などにおいても、なぜ独立開業するのかの

考え方の確認や、業種に応じた目安となる

指標についてバックデータなどを活用して

アドバイスしつつ、開業計画をより実効性

のあるものへとブラッシュアップすること

を支援する。新規開業ではこのような対応

と積極的なモニタリング活動があるため、

リスクの把握も適時的確に行われる。しか

も、比較的小口の融資金額ということもあ

るが、新規開業での融資に多い日本政策金

融公庫と連携するケースは少なく、プロ

パー融資で十分に対応できるとしている。

担当者は金利とリスクを考えたモニタリン

グに対してより積極的となり、顧客の満足

度を高めつつ自らの収益底上げにも寄与す

る。まさに、事業性評価による本業支援を

武器とした課題解決型営業である。

　こうした親身の支援だからこそ築かれた

差異化された信頼関係があるため、顧客側

から様々な相談を持ちかけてきたり、他の

顧客を紹介してくれることなどがよく見ら

れる。つまり、営業において単に商品を売

り込むセリング（注2）ではなく、顧客中心の

視点のためむしろ顧客側から接点を望んで

くるようなマーケティングの発想がそこに

はある。このため、競争激化の厳しい環境

下でも、融資・預金の先数増加、リスクの

把握・分散、利鞘確保などが着実に実現さ

れ、質の伴うボリュームアップとなっている。

　当支店の営業担当者は3人だが、生田支

店長自身も同行訪問はもちろん、商店街活

動や経営者の集まりなどでの地元の関係強

化・情報収集、売り買いのニーズが多い商

店街の不動産収益物件関連情報をベースと

して、営業担当者だけではカバーしきれない

部分での積極的な営業努力などを惜しまな

い。現在は、目標の月間新規先獲得として預

金30先、融資で10先を常にクリアしている。

　顧客の状況を把握し本当に役に立つ支援

を目指す徹底した訪問で接点を増やし、顧

客の現状把握・課題解決に積極的に取り組

む頼りになる存在を目標としている。困り

事があればどんどん活用してもらう。これ

が結果として金融取引の増加にもつなが

（注）2	．「セリング」は目先の売上高確保のための売り手の都合を優先させ、既にある商品をいかに売り込むかの重点を置いた手
段。一方、「マーケティング」は顧客ニーズ・顧客満足を中心に考え、中長期的な強固な関係構築を意図した戦略的なもの。
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る。即金融取引、金融機関側のスタンス重

視ではなく、強固な信頼関係の土台となる

価値作りから入り、顧客が必要とするもの

を提供する取組みである。こうした活動

は、職員の知識・ノウハウの蓄積、コミュ

ニケーション力の醸成などを通じた課題解

決力や、自ら考え解決に向け行動する自立

した人材の育成という、組織の根幹をなす

人材力強化にも大いに寄与することにな

る。このため、常に支店内での情報共有な

どコミュニケーションを重視した取組みが

行われている。

　次に、当支店が案件紹介などで支援をす

る取引先事例を紹介する。

　ロ ．有限会社サウス総合システム…強固な

信頼に基づくWIN‒WINの関係

　（イ）企業概要

　当社は、1960年に創業、91年に有限会

社として法人成りした。役職員5人で住宅

やビルなどの建築・リフォームなどを行っ

ている（図表9）。売上構成比はリフォー

ムが7割、戸建て新築が3割である。さら

に、昨年度から小規模ながら賃貸事務所ビ

ルへの進出、今年度は熊本地震復興の一貫

で作業員宿舎の建築だけでなく運営の請負

い（現状での運営の事業期間の目安は3年

程度）など、新たな挑戦を行っている。

　南隆一社長は2代目で35歳とまだ若いが、

中小企業ならではの強みである小回り性を

存分に生かし、物件完成後のフォローまで

含めて迅速・丁寧な対応、価格面でも適切

な水準へのこだわりがあり、顧客から高い

評価を得ている（図表10）。当社では営業活

動を特別行っていないが、こうした高い評

価の結果、顧客からのリピートオーダーや他

の顧客の紹介による受注案件が多く、今年

度も既に年内の仕事量は受注済みである。

　また、現在は熊本地震の復興需要という

環境下にあるが、その一巡後を見据え、ま

た、景気の波などの影響に対応するため、

図表9　有限会社サウス総合システム

当社の概要

社 名
代 表 者
所 在 地
創　　業
資 本 金
年 商
役職員数

事業内容

有限会社サウス総合システム
代表取締役　南　隆一（2代目）
熊本市中央区壺川1-9-43
1960年（設立1991年）
500万円
2億円（2017年3月期）
5人（役員1人、正社員2人、パート・アル
バイト2人）
建築・リフォーム

（備考	）ヒアリング等より信金中央金庫	地域・中小企業研
究所作成

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表10　南隆一社長
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戸建て新築住宅部門の拡充や、安定収益部

門として昨年度から始めた賃貸の拡大な

ど、従業員の将来も勘案した中長期的なビ

ジョンも持って経営を進めている。

　（ロ ）収益基盤の強化を目指す上通支店と

のWIN-WIN関係

　当社の上通支店との関係は創業以来とい

うことである。南社長は、業績に波のある

業界だけに、厳しい時期にも継続的・安定

的で親身な付き合いをしてくれたことを高

く評価している、としていた。上通支店の

当社の担当者は、週に1〜2度の頻度で訪

問し、時に顧客の紹介も行っている。前述

の事務所賃貸ビルでは、16年8月に南社長

が興味を持っていた収益物件があり、その

当時のビルオーナーは震災で傷んだため早

期に手放したいとの意向で、双方の状況を

掴んだ上通支店がマッチングを行ったもの

である。バイパス沿いの事務所や店舗、住

宅が混在する地域に立地した約100坪の土

地に3階建ての事務所用ビルで、資金調達

コストや取得後に自社でリフォームしたう

えでの事業性の分析を十分に行った上で、

資金面では上通支店が融資をした。

　こうした当社への本業支援の一方で、当

社顧客の工事費用の調達などについて当社

から上通支店に紹介し、融資などに結びつ

くことも少なくない。つまり、当社と上通支

店はWIN-WINの関係性ということになる。

　当社では、収益の安定化などのため、中

長期的にはリフォーム・住宅・不動産賃貸

の売上構成比を4：4：2程度とすることを

目標とし、年商も現在の2億円を5年後で5

億円、10年後には10億円を目指したいと

している。当然、そのためには人材確保や

育成、規模拡大にともなう組織の構築、資

金面その他の検討・クリアすべき課題も出

てこよう。このため、外部の支援機関・専

門家の活用なども含めて様々な相談対応な

ど、上通支店のさらなる支援が望まれるこ

とになろう。実際、南社長の熊本第一信用

金庫に対する信頼度は極めて高く、何でも

相談できるとしており、当社の企業基盤強

化への当信用金庫の中小企業目線での的確

な貢献が大いに期待されている。

（2 ）但陽信用金庫の「知的資産経営」への

取組支援と株式会社ミタチが取り組む全

社員での「稼ぐ力」の構築

　イ．知的資産経営への取組み支援の効果

　兵庫県加古川市の但陽信用金庫は、「地

域のよろず相談所」を標榜し、外部資源

も効果的に活用して積極的に顧客の課題

解決に対応している。地域の活性化に積

極的にコミットする課題解決型の取組み

の中で、中小企業経営支援のひとつとし

て09年から行っているのが、積極的に推

進する「知的資産経営」（注3）での「稼ぐ力」

を強化する支援である（図表11、12、13）。

（注）3	．知的資産は、特許権・商標権など知的財産権、ブランド・営業秘密・ノウハウなど知的財産だけでなく、人的資産や組織
力・顧客とのネットワークや技術なども含むより広い概念で、どの企業でも必ず何かの知的資産を企業活動に利用している。
知的資産経営については『信金中金月報2017年1月号』「知的資産の効果的活用を目指す中小企業事例からの示唆」を参照
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図表11　但陽信用金庫の概要

金庫概要

金 庫 名
所 在 地
預金・積金残高
貸 出 金
店 舗 数
常勤役職員数

但陽信用金庫
兵庫県加古川市加古川町溝之口722
6,954億円
2,744億円
34店舗
656人

（備考）1．2017年3月末現在
2．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表12 　知的資産経営支援を推進する藤後常
務理事

当金庫

「知的資産経営報告書」
「課題把握シート」 金融支援

お客様

経営課題の抽出
「強み」の再構築事業サポート

各種専門家派遣
ミラサポ活用
販路開拓

経営改善
外部連携

補助金申請支援

事業課題解決に
向けた融資提案

作成提案

作成支援

課題解決支援ツール検討

課題抽出支援

資金提供 モニタリング
リレーション強化

資金提供、資金繰り検討

強みの洗い出し

コンサル機能の発揮

経営改善支援、
事業再生支援
中小企業再生支援
協議会
公認会計士、税理
士等

「知的資産経営セミナー」
開催、「経営レポート報告

書」作成支援
中小企業診断士

「ひょうご中小企業
技術・経営力
評価制度」の活用

（公財）ひょうご産業
活性化センター

販路開拓

兵庫県信用金庫協会
川上・川下ビジネスネットワーク事業
大阪府ものづくりB2B ネットワーク
（公財）大阪市都市型産業振興センター
（産創館）中小企業応援団プロジェクト

専門家派遣制度

「ミラサポ」（中小企業庁）
（公財）新産業創造研究機構
知財総合支援窓口（特許庁）
（公財）ひょうご産業活性化センター

●事業サポートと外部専門家・外部機関

（備考）『但陽信用金庫2017年版ディスクロージャー』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

 （図表13）但陽信用金庫の課題解決型経営支援体制
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　（イ）知的資産経営の支援企業数の実績

　具体的には、後述の「知的資産経営支援

セミナー」を開催し、16年度までの8年間

で719社もが参加している。このうち、43

社が「知的資産経営報告書」（以下、「報告

書」とする）を、199社が概要版である

「『知的資産経営』経営レポート」（以下、

「レポート」とする）を策定している。累

計242社が作成と、知的資産経営支援セミ

ナー出席の3分の1にも達している（17年

度末での累計は300程度となる見込み）。

ひとつの地域金融機関がこれだけ多数の

企業の「報告書」等の作成に直接的に関与

している例はほとんどないのではなかろ

うか。

　（ロ）作成企業の事業性向上

　では、作成企業における「稼ぐ力」の向

上についてみてみよう。「レポート」もし

くは「報告書」作成先とそれ以外の先で、

財務面の評価におけるランク付けの遷移に

ついて、16年度までの9年間の各年度の値

を平均してみると、作成した先がランク

アップした率の平均値は、それ以外の先に

比較して5.1％ポイント上回っている。逆

に、ランクダウンした率は、作成した先が

それ以外の先を5.7％ポイント下回ってい

る。このように、作成先の方が良好な状況

にあり一定の効果が観察される。

　また、「報告書」作成企業で、11年度か

ら15年度の業績が比較可能な4社のみの数

字ではあるが、4社合計で15年度の売上高

は11年度比1.23倍、経常利益では同2.44

倍、売上高経常利益率はほぼ倍の水準と、

稼ぐ力＝事業性向上が顕著である。こうし

たことが財務評価のランク遷移にも現れて

いるとみることができる。

　もちろん、これらの結果には企業努力以

外の様々な外部要因などの作用もあろう

が、各社が知的資産の現状の適切な把握で

認識した強みを生かし、経営者と社員によ

る組織としての環境変化対応力が引き出さ

れたことが少なからず寄与しているといっ

てもよいのではないか。

　（ハ）融資面での効果

　融資という切り口からの効果では、16

年度まで 8年間で、「報告書」もしくは

「レポート」作成企業で、新規取引開始・

新規融資実行先が31先、融資額（シェア

アップ先）88先・増加額22億5,700万円と

なっている。

　「報告書」や「レポート」の作成を支援

したことが他の金融機関との明確な差異化

となって高く評価され新規融資取引につな

がったケースや、作成企業が「報告書」を

取引先に配布し、それをみた経営者が関心

を持ち作成先企業から当金庫に紹介されて

新規取引につながった事例もあるなど、中

小企業との関係性・取引内容における質を

ともなった量的拡大につながっているのは

確かである。

　次に、当金庫がこうした取組みに至った

経緯と、取引先中小企業の事業性を高める
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ため、また、その支援を担う当金庫の職員

の人材育成などで、どのような取組み面の

工夫・配慮がなされているのかなどをみて

いく。

　ロ ．当金庫の取組経緯と効果的な取組みへ

の配慮

　（イ ）知的資産経営支援の具体的取組みへ

のきっかけ

　当金庫では、05年から（公財）ひょう

ご産業活性化センターの「ひょうご中小企

業技術・経営力評価制度」（注4）の活用を

行っていた。これは、技術力・ノウハウや

成長性・経営力についての評価書を同セン

ターが発行することで、企業価値のアピー

ルや円滑な資金調達を支援することを目的

としたものである（当金庫では05年度か

ら16年度までの12年間で52社の活用実

績）。これに対して知的資産経営は、技術

の範囲にとどまらず企業全体をみて強みに

着目して深堀りしたものである。08年に

同センターで開催された「報告書」を作成

した企業の発表会をみた当金庫の藤後常務

理事が、自金庫のコンサルティング活動に

取り入れることを考えた。というのも、発

表会で、経営者ではなく社員が経営を自ら

のこととしてとらえて発表する姿に衝撃を

受けたからである。すなわち、経営者が発

表するというのは普通であるが、社員まで

自社を真剣に見つめ直し、何を目指すの

か、どうあるべきかを発表する姿に、組織

力の弱い中小企業にこそこうした取組み

が必要であると強く感じた、ということで

ある。

　経営者と社員が経営理念・目的、その方

向性に沿って何をいつまでにどうするのか

などに共感・共通認識を持って取り組む、

全員が当事者としての意識を持ち、組織と

して経営に取り組むことの重要性というこ

とであろう。強みに気付いていない、ある

いは正しく理解・整理できておらず、せっ

かくの力を発揮しきれていない経営者や社

員の中小企業が少なからず存在する。経営

者にはわかっていても、社員に伝わってい

ないコミュニケーション不足もある。知的

資産の明確化と活用は、多くの中小企業で

課題となっている事業承継をスムーズに、

あるいは効果的に進めるためにも重要な要

素である。その一方で、金融機関側も取引

先中小企業に対する評価・判断は財務中心

で、あまり企業の中身を深く理解する目を

もっていない。こうした実態がある中で、

この発表会での真剣な取り組みには感動す

ら覚えた、ということであった。

　（ロ）支援のための3つの取り組み

　このようなきっかけで、具体的には以下

の3つのステップで知的資産経営への理解

（注）4	．「ひょうご中小企業技術・経営力評価制度」は、技術・製品・サービスだけでなく、将来性や経営力を含む総合的な事業評
価書を発行するもの。10項目を5段階評価し、コメントが示される。企業の問題点、改善すべき点についてもコメントされ
る。作成は、業種に応じた専門家がヒアリングのうえ行い、（公財）ひょうご産業活性化センターの技術評価支援委員会で内
容審査のうえ発行される。
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と実際の作成支援の取組みを、中小企業の

「事業性評価の向上」と「自金庫職員の人

材育成」など双方にとってのメリットのた

めに、きめ細かな配慮をしつつ進めている。

　①「知的資産経営支援セミナー」

　知的資産経営での当金庫の支援は、経営

者やその社員、さらに金庫職員が当該企業

の経営について一緒に考え、経営課題への

効果的なソリューションを導き出し、計画

の実行・評価・改善まで含めた結果につな

げていく伴走型の支援である。そこで、

（公財）ひょうご産業活性化センターとの

共催で、知的資産経営とは何か、なぜ必要

なのか、知的資産経営報告書を作成すると

何があるのか、実際に作成した経営者の体

験談などの内容で、09年度から「知的資

産経営支援セミナー」を開催している。

　参加者の募集は、知的資産経営の実践研

修で実際に中小企業の知的資産経営をまと

めあげることを体感・実感して理解してい

る当金庫の支店長・担当者が説得力を持っ

て行うことを重視している。これは、押し

付けやお付き合いではなく、本当に興味を

持って参加したい企業を対象とし、より実

のあるものとするための配慮である。実

際、参加者のモチベーションは高く、セミ

ナーは3時間の長丁場ながら、これまで途

中退席者などはみられないとのことであ

る。こうした姿勢が、この支援活動が長続

きしている要因ともしていた。なお、セミ

ナーには顧問税理士からの紹介で参加する

企業や、未取引先の企業、さらには、税理

士・会計士などの専門家、地域活性化のヒ

ントを得たい行政機関や商工会議所などか

らの参加もある。

　②「経営レポート作成セミナー」

　次のステップとして、知的資産経営報告

書の概要版である「レポート」の作成を支

援する「経営レポート作成セミナー」を

行っている。

　金曜日または土曜日の午後のコースで、

1回4時間、合計3回の12時間で「レポー

ト」を作成する。もちろん、実際にはこの

時間だけでは不足するため、予習・復習や

次回までの課題をこなすことも必要となる。

　作成は、知的資産経営報告書作成の支援

に特に注力している外部の中小企業診断士

の参加・アドバイスのもと、当金庫の当該

企業担当支店の支店長・担当者もサポート

のために必ず参加して行われる。参加企業

からは各社複数名の出席とし、できるだけ

多くの参加を促すことで社内での共通認識

の醸成や作業効率のアップなどを図ってい

る。また、作成の際は、4〜5社で10人程

度のグループを作って作業を進める。これ

は、同じ目的を持って共同作業することで

の連帯感、他の視点からの様々な意見など

での気付きや内容の充実とともに、モチ

ベーションを維持・向上させ、セミナー時

だけでなく予習・復習なども含めて意欲的

に取り組める環境を作り出すための工夫で

ある。もちろん、このセミナー時に限らな
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い中小企業同士のネットワーク構築の場と

もなっている。

　なお、参加企業の1社当たりの費用負担

は2万円、当金庫も参加企業数により若干

幅はあるが、1社当たり2.5万円〜3万円を

負担している。

　さて、この取組みで見逃せない点とし

て、サポート役の当金庫職員にも大きなプ

ラス効果をもたらしていることがある。つ

まり、作成は中小企業目線での共同作業と

して取り組むため、取引先を深く理解する

またとない機会となり、日常の営業活動で

聞けなかったような内容にも踏み込める。

このため、当該企業に対する理解の仕方や

深まりに大きな変化があり、相互理解も進

む。企業との信頼関係はかなり深まる。当

然、実体験として知的資産経営を学ぶた

め、企業経営への理解や支援の力には格段

に厚みが増し、事業性評価その他の支援で

目利き力を発揮できる人材育成の場とな

る。ちなみに、渉外担当者約150人のうち

およそ3分の2が既にこのサポートを経験

している。

　③「知的資産経営報告書」作成

　さらに進んで、本格的に「報告書」の作

成を希望する企業では、前述の（公財）

ひょうご産業活性化センターや中小企業庁

のミラサポの専門家派遣制度の活用のほ

か、企業が個別に支援専門家と費用負担も

含めて契約を締結して作成が行われる。こ

の作成の際にも、「レポート」と同様に当

金庫の支店長と担当者の同席が義務付けら

れており、進捗状況や内容、感じた事柄な

どが必ず金庫本部に報告される。

　このような取組みにより当金庫営業店サ

イドで知的資産経営の内容の理解ができて

いるからこそ、実際にその実行段階でのモ

ニタリング等での継続的で実のある関係性

が保たれ、中小企業から評価される大きな

要因となっている。

　ハ．支援取組みの背景にある企業文化 

　ところで、なぜ、当金庫ではこうした活

動に組織全体としてスムーズに取り組むこ

とができたのであろうか。藤後常務理事

は、もともと当金庫には地域や取引先の価

値を高めることに取り組むことが、「地域

金融機関としての使命」であるという「企

業文化」があり、知的資産経営の支援も何

か特別なことではなく普通のことという感

覚で、理事長方針のもと、組織的な取組み

となった、としている。また、取組当初を

振り返り、「知的資産という言葉すら十分

理解のなかったなかで、やるなら継続する

こと、そして即リターンは求めないこと、

これが理事長の承認条件で、このことが8

年間続いてきた大きな要因である。」、とも

語っている。

　こうした考え方は、当金庫が現在進めて

いる、環境変化を適切に認識したうえで、地

域の中小企業の育成支援や地域活性化のた

めの継続的な取組みを進める16年度〜20

年度の5か年計画からもわかる（図表14）。
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　事業性を十分に理解し、中小企業に寄り

添って根本的な課題解決を効果的に支援す

ることこそが、中長期的視点での真の信頼

関係構築や地域貢献となる。中小企業の視

点からは、自分達を理解した関係性で安心

感を持って安定的に付き合うことの出来る

金融機関、換言すれば中小企業が当該金融

機関をしっかりと認識し、優先的に選択を

したい存在として評価し続ける、というこ

とになる。

　もちろん、一般的には金融機関は、中小

企業がそうした支援は支援、金融取引は金

融取引と割り切って考え必ずしも支援した

金融機関を金融取引で選択するとは限らな

い、こうした活動の意義は認めつつも短期

的には融資拡大などの成果につながらな

＜中期経営計画＞
平成28年4月～平成33年3月

経営理念＜社訓＞正義・革新・人間愛

【ミッション（私たちの使命）】
地域の持続的発展に貢献し、
地域になくてはならない金融機関を目指す。

【ビジョン（使命を果たすためのあるべき姿）】
・「永続性ある（続く）経営」の確立
・「よろず相談信用金庫」の実践

「かかわりの経営」「さしでる経営」

【職員が大切にする価値観】
・やさしさと思いやりのある金融マンを目指す
・コンプライアンスマインドの醸成
・日常業務を通じた社会貢献活動（CSR）

【ビジネスモデル】
（何を、どのように実践するか）

事業戦略１
「人財」の育成

事業戦略２
独自性の発揮
（差別化）

事業戦略３
狭域高密度

経営の再構築

事業戦略４

収益力の強化

外部環境
1． 政治・経済・社会的要

因・業態間競争

2． 市場・競合
・人口動態の変化（総

人口減少、生産年齢
人口減少、高齢者人
口増加、単身世帯の
比率増加）

・事業所先数減少

3． 地域・顧客
地方創生への取組み、
外国人観光客の増加

内部環境
1． 財務状況

預金・貸出金・有価証
券の特徴

2． 経営効率・収益力

3． 定性分析
・職員構成、店舗効率、

ATM戦略、組織文化、
システム、職員のスキル

（1）但陽人（じん）の育成
（2）「人事管理制度」の構築

（1）事業性評価への取組み強化
…コンサルティング機能

の発揮
（2）地域貢献活動の強化

（1）シェア拡大の取組み強化
（2）事業所メインバンク化、

個人生活メインバンク化
（3）地域創生への取組み強化

（1）資金運用収益拡大と
手数料収入の増強

（2）生産性の向上と業務の効率化
（3）統合的リスク管理の強化

（備考）『但陽信用金庫2017年版ディスクロージャー』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

 図表14　但陽信用金庫の中期経営計画（5〜10年後を見据えたビジネスモデル）
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い、あるいは手間隙（コスト）をかけるだ

けのメリットは見込めないなどとして、本

業支援の深堀りを躊躇するケースは少なく

ない。この点、当金庫では即融資や金融商

品の販売などではなく、将来の融資等ビジ

ネス機会の種まきが着々と進められている

という理解・強い信念のもとで支援が行わ

れている。要するに、既に目に見える果実

のみを争って価格競争などで刈り取るので

はなく、顧客に寄り添ってしっかりと価値

を育てる中長期的な発展性を重視した育成

型の強固で安定的な関係性を構築する取組

みである。

　その分、人材育成や効果的な組織構築、

中小企業への理解の浸透、中小企業で十分

に実効が現れるまでの時間など、スタート

から目に見える効果の出現までには一定の

期間を要しよう。しかし、こうした価格競

争などでは築けない強固な関係性を構築す

ることで中小企業の金融機関に対する評価

において大きな違いが出てくることは、次

の当金庫が知的資産経営を支援する取引先

事例でも確かである。

　ニ ．株式会社ミタチ…知的資産経営をツー

ルとした組織力発揮への取組み

　（イ）企業概要

　当社は、1965年に石川島播磨重工業株

式会社（現株式会社IHI）の設計部門二次

下請けとして、3人で三立興産株式会社を

創業したことに始まる。88年に付加価値

向上を目指して製造部門を立ち上げ、現在

の売上構成比は、株式会社神戸製鋼所向け

が主力の設計部門が2割、自動車電装品製

造設備など三菱電機株式会社向けが主力の

製造部門が8割の構成となっている（図表

15、17、18）。

　17年1月期の売上高は24億3,900万円、

売上高経常利益率は6％台で、配当率は

図表15　株式会社ミタチの概要

当社の概要

社 名
代 表 者
所 在 地
創 業
資 本 金
年 商
役職員数
事業内容

株式会社ミタチ
代表取締役社長　清水	雅文（4代目）
兵庫県姫路市豊富町御陰665-35
1965年
2,500万円
24億3,900万円（2017年1月期）
114人（役員4人、正社員110人）
自動省力化機械・電気制御・機器の設計、製作
各種機械設計（CAD）の支援作業
各種安全教育用危険体感装置

（備考	）ヒアリング等より信金中央金庫	地域・中小企業研
究所作成

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

（図表16）村山雅隆会長
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5％となっている。創業時から培ってきた

高い設計技術を有しているため、支給され

た設計図面どおりに装置の組立てだけを行

う企業が多い中で、当社は機械設備の設計

から製造・据付けまで一貫して顧客ニーズ

にきめ細かく対応し、形にできる総合力を

強みとしている。

　（ロ ）経営危機を端緒に「家業」から人材

力を生かす「企業」に脱皮

　創業35周年の2000年には、年商10億円、

社員数100人を達成、06年に現社名に変更

した。09年1月期にそれまでで最高の年商

18億円となり順風満帆にみえた経営であ

るが、リーマン・ショックにより操業度が

4割まで低下したことなどから、10年1月

期に債務超過に転落し、創業以来の危機を

迎えた。このことが、同族経営の「家業」

から脱して「企業」として経営改革を進

め、収益力を強化した当社の現在の姿をも

たらす大きな転機となった。

　当時の経営は創業家の2代目社長が握

り、創業時のメンバーのひとりであった村

山会長（図表16、当時は専務取締役）で

も決算書をみることもなかった。ところ

が、この危機に直面し、取引先から取引停

止をほのめかされ、部品調達も現金取引の

みとなるなどの事態となり、創業家側から

当時の村山専務に3代目社長として経営再

建が託された。その際、村山会長は根本か

ら経営を考える必要性を強く感じ、「家業」

から「企業」に脱皮することが重要と考え

た。そこで、創業家が保有していた株式を

役員と社員で保有し、役職員が経営を自ら

の事として経営再建に取り組めるようにす

ることを再建を引き受ける条件とし、実際

には役員と3分の1の社員が自社株を保有

することとなった。

　こうして3代目社長の村山体制での再建

がスタートしたが、幸いに退職する者はい

なかった。これは、当社が「人は人の中で

人になる」「人に感謝し、当たり前のこと

を当たり前にする」などとして、創業以

来、人に立脚する人間主義経営で人に優し

い職場環境で培われる組織力こそが企業の

永続性の源であるとする、「人」を大切に

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表18　整理整頓され清潔感のある工場内

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表17　広いスペースの設計部門



26	 信金中金月報　2017.9

する社風・社内文化があったためである。

そもそも、当社の差異化要因である設計力

や顧客ニーズをとらえて具現化するための

技術・ノウハウに代表される組織力は

「人」こそがカギ、ということである。

　（ハ ）「知的資産経営」への取組みがもたら

す組織活性化

　村山会長は、自信のある設計力を基礎と

する総合力という強みを生かせば、経営の

再構築は十分に可能と考えた。これは、ま

さに「人」とそれによって蓄積された組織

の知的資産の活用である。村山会長は、こ

うした考えを実効性のあるものとして具体

化するためにさまざまな考えをめぐらせる

中で、経済産業省のHPで「知的資産」と

いう言葉は認識していた。そこに、タイミ

ング良く但陽信用金庫香
こう

呂
ろ

支店の支店長が

「知的資産経営支援セミナー」の話を持ち

込み、同セミナーに参加して知的資産経営

の内容を具体的に知り、知的資産経営報告

書の作成・活用をスタートさせることと

なった。なお、この11年当時は、村山会

長と同支店長は面識こそあったが、取引関

係はなかった。

　村山会長は、自社の持つ強みを整理して

正しくステークホルダー（主に顧客と社員）

に伝えて理解を得ることが、その強みを十

分に発揮して経営を再建するための柱であ

るとあらためて認識した。つまり、外部に

対して自らの優れた特徴を適切に伝達する

PRとともに、社員が自分たちの姿・立ち

位置、目標とそれに向けて何をなすのかを

正しく理解し、納得性・モチベーションを

持って取り組むことの重要性である。

　取り組むに当たり、当初から「知的資産

経営報告書」の形にまとめることは決めて

いたが、まず最初に概要版を作成し、その

後、13年に1年間をかけて14年版の「報告

書」をまとめた。村山会長は、自社の強

み・弱み、ライバル企業の内容など分かっ

ているようで正しく整理・理解できていな

かった実態・自らの実力を知り、その上で

目指す姿を明確化することで現状認識・方

向性を共有することができた、としてい

る。その効果として、取引先からは、取組

姿勢・やる気・態度などが変わったと評価

された。

　この取組みには社員も当初から積極的で

あった。その要因として、全体に危機感が

あったこともあるが、元々の「人」を重視

する社風に加えて、同族経営から脱皮して

皆の会社としてやっていくことにしたこと

で、自分たちの事として取り組むのが当然

という意識付けができたことが大きな力に

なったとしている。「報告書」の作成作業

に携わることで、経営を自分たちの事とし

て実感し、なすべき事を納得性を持って理

解でき、業績改善をより確かなものにした

と考えられる。

　自らを正しく理解することから始まった

14年版に続き、これからの当社をテーマ

の中心とした17年版の作成を、16年にこ

れも1年をかけて行った。全社員が10人程
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度のチームに別れて1回2時間ずつ、最初

の3回くらいで現状認識の共有やまとめ方

についての学習をし、トータル10回程度

で目標やその目標を達成するための指標な

どを数値により明確化し、分かりやすい図

の活用などで内容をまとめた。これを部門

ごとに、さらには全体として整合性のとれ

た形でまとめるという全員参加での作成を

行った。この作業はすべて営業時間内で行

われた。

　なお、14年版の作成では、当社を事例

とした但陽信用金庫の支店長の知的資産経

営報告書作成の実践研修の結果から得られ

た気付きも取り入れられた。すなわち、当

社のみではやや欠けていた将来の市場分析

面をより充実させ、理解し易さ、納得性を

向上させた。最初の14年版が再建から飛

躍への基礎固めに必要な共通認識を得る目

的に対して、17年版は飛躍期の展開とい

う位置づけで作成された。

　「報告書」は一度作成すればよいのでは

なく、当社のように実行結果を検証し、内

外環境の変化を常にとらえて次のステップ

に相応しい適切な内容で精度を向上させ、

継続する必要がある。当社は、逆境を「家

業」から「企業」へ脱皮するチャンスとと

らえ、知的資産経営というツールを効果的

に活用したことになる。

　また、村山会長は、知的資産経営に取り

組むことで、金融機関とも決算書ベースの

話だけでなく、モノの考え方や、過去・現

在から将来に向けたストーリー、つまり事

業性について深く話ができ、理解を得やす

くなり信頼度を向上させることにも効果的

であるとしている。金融機関には、こうし

た理解の上で自分達の将来を支える支援を

期待したいとも述べていた。

3 ．中小企業の金融機関選択や融資機
会創出などをもたらす事業性評価へ
の期待　　　

（1 ）金融機関と中小企業間の事業性の理解・

活用での認識の差異

　ところで、地域金融機関が事業性を評価す

る際に不可欠な非財務情報にかかる取組み

は、どの程度行われているのであろうか。

　図表19は、特許庁の調査で地域金融機関

の業態別に非財務情報に関する組織的取組み

の実施率をみたものである。信用金庫では

64.1％で、地方銀行には20.0％ポイントの差

とやや水をあけられているが、それでも3分

行っている
64.1

84.1

50.0

行っていない
35.9

15.9

47.6

無回答

0

20

40

60

80

100

信用金庫
（209金庫）

地方銀行
（63行）

信用組合
（84組合）

（％） 2.4

（備考	）特許庁『金融機関等からみた企業の知的財産を活
用した資金調達に関する調査報告書』（2013年2月）
より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表19 　金融機関の非財務情報に関する組織
的取組みの実施率
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の2近くとかなりの実施率という結果である。

　ところが、中小企業側への調査で事業性

を評価した融資の利用率は高くない。中小

企業庁の調査では、現在事業性を評価した

融資を利用しているのは25.9％にとどまり、

今後は事業性評価での融資を希望するとい

う47.2％との差は21.3％ポイントと乖離が大

きい（図表20）。逆に、信用保証協会の保証

付融資や代表者の保証・不動産担保による融

資などでは、今後望む割合が大きく減少し、

対照的である。ここでは、今後希望する融資

手法という聞き方ではあるが、実際には既存

の融資が担保・保証中心で事業性を適切に評

価した結果ではないととらえられて不満があ

る、とみるべきではないだろうか。

（2 ）中小企業の事業性向上支援がもたらす

金融機関評価への効果

　こうした差異の背景は、金融機関側に事業

性評価への取組みが不十分なところが多い、

あるいは、取組内容の中小企業側の理解不足

（要因としては、中小企業の認識不足、金融

機関の理解促進への努力不足などが考えられ

る）、ということになろう。これまでの多数

の中小企業への取材の機会などで聞いた金融

機関に対する意見・要望や、信用金庫と実施

した経営改善計画策定支援時に信用金庫が従

前から収集していた情報の範囲・程度などか

らすると、金融機関の情報収集は、融資審査

で求められる一定の項目の範囲で事業構造や

事象の変化要因の解明などまでは踏み込んで

いない、あるいは、営業担当者が当面の成績

に直結させる範囲にとどまっている、という

ことが推察される。

　このような金融機関の行動パターンは、資

金需要が右肩上がりで伸び続ける環境下であ

れば、ある意味合理的な行動かもしれない。

しかし、現在直面し、また今後予想される経

図表20　企業が現在利用している融資手法と今後希望する融資手法

3.6（3.1）

7.7（▲0.6）

15.6（5.7）

16.7（6.6）

40.2（▲22.0）

43.9（▲32.4）

47.2（21.3）

47.5（▲21.6）

0.5

8.3

9.9

10.1

62.2

76.3

25.9

69.1

0 20 40 60 80

知的財産担保による融資

動産担保による融資

売掛債権の流動化による融資

他行との協調融資

不動産を担保とする融資

代表者等の保証による融資

事業性を評価した担保・保証によらない融資

信用保証協会の保証付融資

現在の融資手法（A）

（％）

希望する融資手法（B）

（備考）1．『2016年版中小企業白書』p323図表2-5-49より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
2．（	）内は（B）−（A）で単位は％ポイント
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営環境の下では、何らかの対応が不可欠であ

ることは間違いない。その際の武器となりう

るのが、事業性評価を活用し、各金融機関が

それぞれの特色を鮮明化することである。具

体的に、何を、いつまでに、どのように行う

のかはそれぞれの経営判断ではあるが、何が

強みなのかを明らかにすることは、どのよう

な業種であろうと顧客から選択されるために

最も基本的なことである。地域金融機関でも

本稿事例のような中小企業との相互の価値創

出に取り組む姿勢や、情報発信力、中小企業

とのコミュニケーション力の面で、より深く

目に見える形での努力は避けては通れない。

　有限会社サウス総合システムの熊本第一信

用金庫に対する信頼感は他の金融機関を寄せ

付けない強さがあり、株式会社ミタチでも経

営力向上を支援した但陽信用金庫を高く評価

しているのは間違いない。中小企業の本業へ

の継続的な支援が金融機関の評価を向上さ

せ、金融機関と中小企業双方の価値創出に効

果があることは確認できた。実は、こうした

事業性を向上させる取組みにより、新規取引

などに結びついた事例は、本稿以前に取材を

してきた中小企業でもみられていた。

　「事業性評価」や「ベンチマーク」では、

対金融庁という意識が金融機関には強くなり

がちなのはわかる。しかし、本来、金融機関

が最も意識すべき対象は、地域の中小企業な

ど顧客の評価・選択であるはずだ。対金融庁

という範囲ではなく、むしろ中小企業そして

金融機関自らの中長期的な本物の稼ぐ力の向

上のために、ツールとして事業性評価をどの

ようにうまく活用すべきか、という観点で支

援活動の組立てを考えてみることが重要であ

ろう。事業性ではないが対個人客での差異化

も同様のことが言えるはずだ。

おわりに

　事業性を念頭に経営の根本課題の解決の支

援を行うためには、本稿事例にもあるよう

に、支援への取組みを通じた着実かつ計画的

な人材育成が不可欠である。支援の意義が腑

に落ち、中小企業の視点で継続的に取り組

み、一定の広がりと深さの企業経営に関する

知識・ノウハウを蓄積する地道な努力ほど、

目利き力＝稼ぐ力（顧客満足度の高い営業

力）を向上させる人材育成に効果的・効率的

な方法はないからである。各地域金融機関な

らではの知的資産を生かし、差異化された伴

走型の支援、つまり、常に中小企業の将来を

考えた支援こそが、金融機関が考えている以

上にブランド・エクイティとして顧客が金融

機関を選択・支援する強い要因になる。もち

ろん、本稿事例のように中小企業側の取組姿

勢も支援効果のためには重要である。共通価

値の創造となり、地域に貢献できるWIN-

WINの関係構築となる経営的視点を双方に

期待したい。

〈 参考文献〉

・中小企業庁編『中小企業白書	2016年版』日経印刷（2016年6月）
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（キーワード）中小企業、創業、第二創業、ベンチマーク、信用金庫、事業承継

（視　点）
　近年、「創業・第二創業」の支援に取り組む全国の信用金庫の動きは、着実な広がりをみせて
いる一方で、その取組みは多種多様に及んでいる。本稿では、2016年9月に金融庁が打ち出し
た「金融仲介機能のベンチマークについて」のなかで「共通ベンチマーク」のひとつにも取り
上げられている「創業・第二創業」について、全国各地の動きの中で、身近な存在である信用
金庫がその支援等に主体的に関わっているケースも紹介しつつ、今後の方向性などについて展
望してみた。

（要　旨）
⃝	近年、中小企業の業況が緩やかな改善傾向をみせている一方で、中小企業の数の長期的な
減少には歯止めがかかっていない。

⃝	地域経済に根ざす全国の信用金庫においては、とりわけ2000年代半ば以降、「創業」や「第
二創業」を支援する動きが広がっているが、近年では「地方創生」の多様性と連動するよ
うな形で独自の進化を遂げているケースも一部にみられるなど、著しい多様化が進展して
いる。

⃝	ひとことで中小企業といっても、その成長ステージごとに、あるいはその事業規模ごとに、
多様な経営課題を抱えている実態があり、それが信用金庫による「創業・第二創業」支援
の多様性につながっている面がある。

⃝	今後の中小企業数の減少に歯止めをかけるべく、「創業」を支援することの重要性が増して
いくばかりでなく、事業展開の方向性について「現状維持」と回答しているような中小企
業に対して「第二創業」の道筋をつけていくことこそが、支援者サイドたる信用金庫に求
められている重要なポイントのひとつと考えられる。

⃝	そして、仮に「第二創業」の主要な担い手が「後継者」であるとすれば、「事業承継」の支
援と合わせて一体的に取り組んでいくことも今後ますます重要になっていくとみられる。

調 査

「創業・第二創業」と信用金庫
−その支援のあり方は多種多様−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席主任研究員

鉢嶺　実
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はじめに

　近年、中小企業の業況が緩やかな改善傾向

をみせている一方で、中小企業の数の長期的

な減少傾向には歯止めがかかっていない。こ

うした状況を受けて、「創業・第二創業」の

支援に取り組む信用金庫の動きは、近年、着

実な広がりをみせている一方で、その取組み

は多種多様に及んでいる。本稿では、全国各

地の「創業・第二創業」を巡る動きの中で、

身近な存在である信用金庫がその支援等に主

体的に関わっているようなケースも紹介しつ

つ、今後の方向性などについて展望してみた。

1 ．中小企業数の減少に歯止めをかける
信用金庫の「創業・第二創業」の支援

　信金中央金庫	地域・中小企業研究所が全

国の信用金庫の協力を得てとりまとめている

『全国中小企業景気動向調査』によると、最

近の中小企業の景況感は、消費税率の引上げ

（2014年4月、5％→8％）以降、おおむね横

ばい圏内での動きとなっている（図表1）。

しかし、これをもう少し中長期的な視点でみ

ると、目下の業況判断D.I.は、1990年代初頭

のバブル崩壊局面以降では最も良好な水準で

の推移となっている。リーマン・ショック

（2008年9月）のころが“どん底”だったと考え

れば、D.I.がゼロ近傍で推移している目下の

状況は、緩やかな回復の局面にあると考えて

よいものと思われる。

　しかしその一方で、2017年版の『中小企業

白書』から企業数の推移をみると、小規模事

業者の減少などで、企業数全体の長期的な減

少傾向には歯止めがかかっていない（図表2）。

これは、新規開業（創業）する企業の数よ

りも、長期にわたる極度の経営不振や、あ
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（備考		）日銀短観および信金中央金庫	地域・中小企業研究所『全国中小企業景気動向調査』をもとに作成

図表1 　業況判断D.I.の推移（1990年4-6月期～2017年4-6月期）
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るいは経営者の高齢化が進展するなかで世

代交代が円滑に進まないなどのために、や

むを得ず事業継続を断念する中小企業・小

規模事業者の数の方が多いことが主因とみ

られる。企業の数の減少は、雇用主体の減

少にも直結するものであり、中長期的には

地域経済に対しても深刻なダメージをもた

らすことが懸念される。

　こうしたことを受け、近年の中小企業政策

は、新規の創業・開業支援のみならず、既存

の中小企業・小規模事業者の事業継続支援

（販路拡大支援や事業承継支援など）にも重

点が置かれつつ今日に至っている。

　一方、地域経済に根ざす全国各地の信用金

庫においても、とりわけ2000年代半ば以降

は、企業数の増加（新規顧客の増加）をもた

らす可能性を秘めた「創業」の支援や、既存

の取引先企業の新たな事業展開等（事業継

続）につながる「第二創業（注1）」の支援など

に注力する動きが一段と広がっている。2016

年9月に金融庁が打ち出した「金融仲介機能

のベンチマークについて」においても、「共

通ベンチマーク」のひとつに「創業・第二創

業」が掲げられるなど、その重要性に対する

認識は定着しつつある。

　なお、全国の信用金庫における「創業・第

二創業」の支援に対する取組みは、そもそも

信用金庫の原点に即したものである、という

考え方がある一方で、近年では「地方創生」

の多様性と連動するような形で独自の進化を

遂げているケースも一部にみられるなど、著

しい多様性が進展しており、一律に捉え難い

ものとなっているのも実態である。

　こうした状況も踏まえ、以下では、最近の

全国各地の「創業・第二創業」を巡る動きの

なかで、地域金融機関として信用金庫も積極

的に支援に関わっている4つのケースを紹介

する。

（注）1	．金融庁資料によれば、第二創業とは①既に事業を営んでいる企業の後継者等が新規事業を開始すること、②既存の事業を
譲渡（承継）した経営者等が新規事業を開始すること、③抜本的な事業再生によって企業が業種を変えて再建すること、と
されている。ただ、その概念は幅広く、前述の①～③にとどまらないという考え方をとることもある。

（備考）1	．中規模企業とは、中小企業基本法による中小企業のうち、同法上の小規模企業にはあてはまらないもの（巻末の
参考付表を参照）
2	．中小企業庁『中小企業白書』（2017年版）をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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図表2 　企業規模別企業数の推移（企業数＝会社数＋個人事業者数）
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2 ．全国の創業・第二創業を巡る動き
とそれを支える信用金庫の事例

（1 ）鮮魚店の飲食業参入を信用金庫の現場

が主体となり支援

　東京・港区の麻布十番で飲食業を営む㈱魚

可津は、現・会長の酒巻勝行氏（73）の父親

が戦後、当地で開業した鮮魚店がその前身で

ある（図表3､ 図表4）。以後、地域に密着し

た商店街の鮮魚店として発展を遂げてきたが、

バブル期の頃をひとつのピークとして、近隣

住民の家族構成や購買行動の変化、競合スー

パーの出現などで、90年代前半から半ばにか

けては急速な売上減少に見舞われていた。

　こうしたなかで、1996年ごろ、隣接する

店舗が廃業するというタイミングがあり、麻

布十番商店街を営業地盤としているさわやか

信用金庫（本店：港区三田、本部：渋谷区広

尾）の営業店の担当者からの強い勧めもあっ

て、隣接の空き店舗の一画を借り受け、鮮魚

店はそのまま残しながら「おいしい魚を食べ

させる店」として飲食業参入への一歩を踏み

出した。当時、同社にとって飲食業は未知の

世界ではあったものの、鮮魚店時代から培わ

れてきた“目利き力”や、“魚のおいしい食べ

方”については熟知していたこともあり、さ

わやか信用金庫の支援の下、これらを強みと

して飲食業へ参入することを決断した。

　その後、併設の鮮魚店自体が“呼び水”と

なって、飲食部門はそこそこ堅調に推移し

た。こうしたこともあり、同社では2年後の

1998年に訪れた飲食スペース大幅拡張の機

会を大きなチャンスと捉えてこれを実行し

た。この決断が奏功し、当社は「おいしい魚

を食べさせる店」として麻布十番の街に定着

していった。

　一方で、鮮魚店（販売部門）の建直しは引

き続き難航を極めていたが、先代より受け継

いできた店を閉鎖してしまうには大きなため

らいもあった。とはいえ、熟慮の結果、

2007年末に「魚可津」という屋号をきちん

と残すことと引き換えに鮮魚店の閉鎖を決

断、鮮魚店だったスペースも飲食店として活

用するため、さわやか信用金庫の継続的な支

援も受けながら大幅な改装を実施、現在の

70席体制が確立した。また、それと同時に

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表3 　㈱魚可津の店舗外観

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表4 　㈱魚可津会長の酒巻勝行氏
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社長を娘婿の正木秀逸氏へ継承、世代交代と

業態転換がひとつの区切りを見せることと

なった。

　現在の「魚可津」は、“魚屋さん出身の人

気の飲食店”として定着しており、年商は約2

億円、従業員はアルバイトも含めて25名と

いう規模にある。2店舗目を出してはどうか

という声も一部にあるが、目下のところは現

在の店舗の経営に集中していくことが重要で

あると考えている。

（2 ）金型製造業者の「企業主導型保育園」

への展開を信用金庫も積極支援

　岐阜県可児市に本社を置く㈲横井モールド

は、プラスチック射出成形用金型の設計・製

造から、プラスチック製品の成形、塗装、

レーザー加工、組付けまでを、グループ企業

群とともに一貫して手がけている、グループ

の中核企業である（図表5）。現・社長の横

井三二氏（68）（図表6）が1979年に創業した

当初は、当地の地場産業であるタイルの金型

を手がける企業としてスタートしたが、1年

後の1980年には現在の主力事業であるプラ

スチック成形用金型の設計・製造へ大きく舵

を切り、以後、大手自動車メーカー関連の業

務を中心に、グループ年商約40億円、従業

員約120名にも及ぶ企業グループとして躍進

を遂げながら現在に至っている。

　さらに、事業意欲旺盛な横井社長は、「外国

人技能実習制度」を活用してベトナム人の技能

実習生を積極的に受け入れてきた経験を活か

し、2008年にはベトナム・バクザン省に現地法

人「YOKOI	MOULD	VIETNAM	CO.,LTD．」

を設立、日系の自動車部品関連企業のベトナ

ム現地法人向けを中心に、国内と同様の事業

を展開するなど、経営のグローバル化も加速

している状況にある。

　こうしたなかで同社では、子育て世代従業

員（グループ従業員約120名のうちおよそ2

割が子育て中の女性従業員）の福利厚生充実

を念頭に、2016年度に政府が創設した「企

業主導型保育園（注2）」へ積極果敢に名乗りを（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表5 　㈲横井モールドの製造現場

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表6 　㈲横井モールド代表取締役の横井三二
氏と同社子育て支援事業部の横井佐季氏

（注）2	．「企業主導型保育園とは、①多様な就労形態に対応できる保育サービスの拡大を行い、②保育所待機児童の解消を図り仕事
と子育てとの両立に役立てること、を主な目的として、2016年度に新設された政府の「仕事・子育て両立支援事業（企業主
導型保育事業）」プログラムに基づいて、企業が開設する保育園の総称。
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上げ、保育士の資格と経験を持つ横井社長の

子女・横井佐季氏が中心となって、本年7

月、「にののこ保育園」（図表7）の開設を実

現させた。なお、トータル約2億円にも及ぶ

開設費用のうち、助成金等で賄えない部分に

ついては、同社のメインバンクである東濃信

用金庫（本店：岐阜県多治見市）の支援も機

動的に活用することで、開設に漕ぎ着けるこ

とができた。

　ちなみに、同社が開設した「にののこ保育

園」（定員30名）は、従業員等の利用枠に加

えて地域枠（最大で定員の半分）も設けた

り、建物内に「地域交流のへや」と呼ぶ広め

のスペースも設置するなど、地域社会との共

存も前面に打ち出している。同社の周辺に立

地している企業は協力金を拠出することで従

業員枠を利用しやすくなるような仕組みにあ

り、東濃信用金庫も協力金拠出企業の1社に

名を連ね、利用者という立場からも同社の取

組みを支援している状況にある。

　わが国の経済社会で「働き方改革」が叫

ばれるなか、同社では「にののこ保育園」

の存在自体が、従業員の福利厚生充実のみ

ならず、人手不足の状況の中での人材募集・

獲得にも有効に機能していくことを期待し

ている。

（3 ）インキュベーション施設での創業を機

に信用金庫がビジネス拡大を継続支援

　岡山県倉敷市で通関・貿易実務にかかるコ

ンサルタント業務などを手がける㈱ELNは、

大手医療機器メーカーなどで海外営業に携わっ

てきた経験を持つ木下寛子氏（40）（図表8）

が、わが国有数の国際拠点港湾のひとつであ

る水島港を有する倉敷市のインキュベーショ

ン施設で2008年に創業した企業である。社

名のELNは、個人事業として創業した当時

の社名であるエコ・ロジ	ネットワーク（Eco	

Logistics	Network）の頭文字からとったも

ので、「貿易を『学ぶ』『つなぐ』『支える』

をモットーに貿易現場で活躍する人材の輩出

と日本のコンテンツを海外に発信したい」と

いう想いが込められている。2014年の法人

化を機に社名を現在の㈱ELNへ変更して現

在に至っている。

　同社の従業員12名のうち半数が英語の堪

（備考）同社提供

図表7 　「にののこ保育園」外観

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表8 　㈱ELN代表取締役の木下寛子氏と同
社国際事業部のルパック・ジョン氏
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能な外国人で、行政などを経由した通関・貿

易コンサルタント関連業務の売上げが年商

（約3,000万円）の約8割を占め主力事業と

なっている。各種セミナー講師や各種商談会

における通関・貿易実務の支援（商談書類作

成ほか）等、活動の領域は極めて幅広い。ま

た、同社自身も各種のビジネスコンテストに

おいて数々の受賞歴を有している。一方、外

国人の従業員を擁している強みを活かし、

2012年にはグローバルキッズ育成を目的に

「小学生向け英語学童事業」へも展開、現在

は「ELN	Academy」の名称で、10数名の小

学生を放課後に預かり英語によるアクティビ

ティなどを提供しており、当社の新たな事業

の柱となりつつある（図表9）。

　なお、当社の創業当時、倉敷市が運営する

インキュベーション施設「くらしきベンチャー

オフィス」への入居に際しては厳しい審査が

あったが、地元・玉島信用金庫（本店：岡山

県倉敷市）がそこで入居審査の委員の1人を

務めていたことが縁となって、以後、当社ビ

ジネスの軌道化へ向けて継続的な支援を受け

てきた。具体的には、毎月の事業報告会にお

ける事業推進上のアドバイスのみならず、信

用金庫ネットワークを介した顧客紹介、木下

社長に対するセミナー講師依頼や倉敷商工会

議所相談員への就任機会提供、「しんきん合

同ビジネス交流会」のビジネスコンテストで

の優秀賞受賞など、本業軌道化へ向けてタイ

ミングのよい支援を継続的に受けることがで

きた。また、「小学生向け英語学童事業」へ

の参入に際しては、玉島信用金庫の「夢キッ

クオフ（注3）」制度による助成金も受けること

ができた（助成金は学童利用者のための下駄

箱（図 表10）購入資金に充当）。さらに、

2016年の当社シンガポールオフィス開設局

面でも、玉島信用金庫がメインバンクとして

資金繰りを支援するなど、サポートの幅も広

がっている。

　現在の当社は、行政を経由した業務が大き

なウエイトを占めているが、今後は民間企業

等からの受託業務も増やしていきたいと考え

ており、地域の顧客事情等に詳しい信用金庫

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表9 　㈱ELNの英語学童事業の看板

（注）3	．2007年に玉島信用金庫が創設した助成金制度。地域経済活動に役立つ事業に対し、一定の審査を経た上で助成金を支給す
る。助成金額は必要資金の50％以内で、最高は100万円。

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表10 　「夢キックオフ」の助成金で購入し
た学童利用者用の下駄箱
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のネットワークには引き続き大きな期待を寄

せている。

（4 ）大手シンクタンク等と信用金庫が一体

となって地域の人材を活性化

　帯広信用金庫（本店：北海道帯広市）では、

2015年より、帯広市役所および㈱野村総合

研究所（本社：東京都千代田区）とともに、

地域の新たな“事業創発”を目指す取組みで

ある「とかち・イノベーション・プログラム」

（図表11）を実践している。3年目を迎えた2017

年度の同プログラムでは、過去最大の募集規

模（100名程度）で十勝エリア（主として十勝

管内19市町村）の事業者や起業予定者（既存

事業者の後継者たる中堅若手幹部など）を集

めて継続的にセッション等を開催するなど、

広域的かつ持続的な取組みとなっている。

　同プログラムでは、野村総合研究所のネッ

トワークで創造的なビジネスモデルを実践し

ていま注目されている全国の革新的経営者を

連続的に招聘し、十勝エリアからの参加者た

ちとの“知的混血・コラボレーションによる

化学反応”によって地域の“稼ぐ力”を呼び起

こそうとするものである。同プログラムの取

組みは、内閣官房まち・ひと・しごと創生本

部の「地域しごと創生会議」や、各種メディ

アでも紹介されるなど、各方面からの注目度

も高いものとなっている。

　ちなみに同プログラムは、野村総合研究所

の全面協力の下、帯広信用金庫が主催者（地

域における“カウンターパート”）を務め、共

催として北洋銀行、北海道銀行、北海道

二十一世紀総合研究所（北洋銀行系のシンク

タンク）、道銀地域総合研究所、帯広市をは

じめとした十勝管内19市町村が名前を連ね

る形となっている。

　同プログラムの中からは多くの事業コンセ

プトが生まれるだけでなく、実現化へ向けて

実際に動き出しているものが多いのが大きな

特徴となっている。また、身近で起こる起業

地域に新しい事業の種を生み出す
（起業、第二創業、コラボレーション事業等）

とかち･イノベーション･プログラム
①キックオフ・セッション
②革新者刺激セッション
③事業アイデアセッション
④事業創発セッション
⑤事業化支援セッション

支援者
（地域金融機関、自治体、地域シンクタンク、メディア等）

異質な発想を持つ
全国の革新者
（外部の火種）

地域の経営者･
起業予定人材
（公募選抜制）

＜刺激源＞

＜ゴール＞

＜化学反応＞

＜主催･支援＞

＜主役＞

（備考		）帯広信用金庫資料をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表11 　とかち・イノベーション・プログラム
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などの動きに触発されるような形で、参加者

たちを中心に“チャレンジ機運”のようなもの

も高まっており、地方創生へ向けた新たな取

組みとしても脚光を浴びている。以下では、

同プログラムへの参加を契機に新たなビジネ

スを始動している2件のケースを紹介する。

（イ ）プログラム参加メンバーと共同でタ

イニーハウスのレンタル事業を立上げ

　十勝平野の東北部を主な営業地盤に土木

建設業を営む㈱岡崎組（本社：北海道中川

郡本別町）で、同社の後継者的な位置付け

にある取締役の岡崎慶太氏（43）（図表12）

は、地元の商工会活動のなかで当プログラ

ムの存在を知り、「建設会社として保有し

ているヒトやモノなどの経営資源や、特有

のハブ機能を活用すれば何かできることが

あるのではないか」との想いから、2015年

度の第1期プログラムに参加した。そこで

さまざまな発想を持つ参加者等と交流する

なかで、タイニーハウス（小さな家）の事

業化を模索していた一級建築士（40）と出

会い、プログラム修了後も継続して共同事

業化を模索した結果、2017年1月、車両型

のタイニーハウスをレンタルする会社

「KOYA.lab（コヤラボ）」を共同出資で立

ち上げるに至った。

　同社のタイニーハウスは、利用者が任意に

十勝エリアの絶景ポイントを選んで宿泊施設

として使えるところが最大の特長となって

いる。4月末には専用のWEBサイトも開設

し、今後は地元飲食店やアクティビティ事業

者との連携等も充実させることで、さらな

る利用促進を図っていきたいと考えている。

　岡崎氏自身には基本的に建設会社の後継

者としての役割があるが、その一方で、同

プログラムへの参加でゼロから会社を立ち

上げる経験ができたことは貴重だったと考

えている。今後は、同プログラムを通じて

構築した人的ネットワークと、本業（土木

建設業）とのコラボレーションも模索して

いく意向である。

（ロ ）プログラム参加をきっかけに得た新

分野チャレンジの機会へ果敢に対応

　十勝エリアでうどんやラーメンの麺の製

造を手がける㈲丸源保刈製麺（本社：北海

道帯広市）で、同社の後継者的な位置付

けにある専務取締役の保苅桂太郎氏（31）

（図表13）は、同プログラム創設に先立っ

て2015年3月に帯広市が主催した地方創生

に関するシンポジウムへ参加し、異色の活

躍を遂げている革新的経営者の話に刺激を

受け、その流れを受けた2015年度の第1期

プログラムへ参加した。同プログラムで（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表12 　㈱岡崎組取締役の岡崎慶太氏
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も、十勝エリアで活力にあふれた人がたく

さんいることに大きな刺激は受けたもの

の、同プログラムの中ではチームメンバー

内での事業コンセプトがまとまりきれず、

たいへん悔しい思いをしていた。

　そうしたなかで、翌2016年夏ごろ、同

プログラムで事務局を務める帯広信用金庫

の職員より、「管内の小麦・豆類卸売業者

が、十勝産の小麦で生パスタを製造できる

業者を探しているが、製麺業者として対応

できないか」との話があった。何か新しい

こと（イノベーション）にチャレンジしな

ければという想いが高まっていた矢先でも

あったことから、既存の機械設備の改良等

で直ちに試作品作りに着手した。その試作

品の出来がよかったこともあり、同年末ご

ろからは、フィットチーネと呼ばれる平た

くて薄い生パスタの本格生産を開始するま

でに至ることができた。

　また同年末に帯広信用金庫の協力で獲得

した「ものづくり補助金」で新しい設備

（真空ミキサー）を購入、これにより今後

はさらなる品質向上が見込める体制となっ

たことから、既存の製品も含めて一段の販

路拡大を模索していきたいと考えている。

3 ．信用金庫の「創業・第二創業」の
支援は今後も多様化・高度化が一段
と進展へ

　これまでみてきたように、全国の信用金庫

による「創業・第二創業」の支援は、すでに

相応の多様化（あるいは高度化）が進展して

いるのが実態となっているとみられるが、こ

れは、中小企業という経済主体本来の多様性

に起因しているものでもある。すなわち、ひ

とことで中小企業といっても、その成長ス

テージごとに、あるいはその事業規模ごと

に、多様な経営課題を抱えていることがその

背景にあるものと考えられる。

　例えば、「中小企業のライフサイクル」を

サブテーマに掲げた2017年版『中小企業白

書』では、中小企業の成長ステージ（ライフ

サイクル）ごとの経営課題について詳しい分

析を行なっている。これをみると、成長ス

テージが「創業期」あるいは「成長初期」と

いう段階にある中小企業では、「資金調達」

を経営課題とする回答が最も多いのに対し

て、「安定・拡大期」にある中小企業では、

「資金調達」よりもむしろ「人材確保」に関

連した経営課題の重要性が高まっているとい

う様子がうかがえる。

　また、同じ調査の中における販路開拓の関

連についてみてみると、いずれの成長ステー

ジでも販路開拓は重要な経営課題として認識

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表13 　㈲丸源保刈製麺専務取締役の保苅桂
太郎氏



40	 信金中金月報　2017.9

されてはいるものの、その内容については成

長ステージと連動して相応の変化を遂げてい

るような状況もみられる。すなわち、「創業

期」あるいは「成長初期」における販路開拓

にかかる経営課題が「マーケティング」の関

連に重点が置かれているような状況にあるの

に対して、「第二創業」も視野に入りつつあ

ることもある「安定・拡大期」では「新たな

製品・商品・サービスの開発」のほうへ経営

課題の重点が移りつつある（図表14）。

　一方、2017年4～6月期の『全国中小企業

景気動向調査』では、これに付随して「中小

企業の3～5年後の事業の見通しについて」

と題した特別調査を実施、今後の事業展開の

方向性などについて「アンゾフの成長マトリ

クス（注4）」と重ね合わせながら尋ねてみた。

これによると、今後の事業展開の方向性につ

いては「現状維持」が43.8％と最も多く、次

いで「新販路・市場の開拓」が33.2％、「新製

品・商品・サービスの開発」が11.9％、など

となっている。ただ、これを従業員規模別に

分解してみると、従業員規模が小さいほど

「新製品・商品・サービスの開発」や「新販

路・市場の開拓」という回答が低下する傾向
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（備考		）中小企業庁委託『企業・創業に関する実態調査』（2016年11月､ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）をもとに
信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表14 　成長段階ごとの課題

（注）4	．イゴール・アンゾフ（アメリカの経営学者､ 1918-2002）によって提唱された、事業の成長・拡大を図る際に用いられる
マトリックス。事業の成長を「製品」と「市場」の2軸に置き、その2軸をさらに「既存」と「新規」に分けて表した企業の
成長戦略をシンプルに表現したマトリックスで、「アンゾフのマトリックス」や「製品・市場マトリックス」などとも呼ばれ
る。（出典：SBクリエイティブ㈱「ビジネス+IT」WEBサイト）
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にあり、それに代わって「現状維持」という

回答が高まっているのが実態となっている

（図表15）。

　「現状維持」が意味するところは何か。こ

れが仮に今後の展望を見出せるような状況下

にある中小企業による回答であれば、当面の

ところはあまり問題がないといえなくもない

であろう。しかし、時間の経過と共に時代の

ニーズも変化を遂げていくであろうことを考

慮すれば、早晩、新しい事業展開の方向性を

模索しながらそれを実践していく必要に迫ら

れる日がくることは必然であろう。まして

や、すでに“手詰まり感”があるなかでの「現

状維持」であるケースも少なくないとみられ

ることを考えれば、この「現状維持」と回答

した中小企業に対して何らかの道筋をつけて

いくことこそが、支援者サイドに求められて

いる重要なポイントのひとつではないかと思

われる。

　冒頭でも述べたとおり、中小企業の減少傾

向をいささかでも食い止めることができると

すれば、「創業」の支援を強化していくこと

はもちろんであるが、それ以上に「現状維

持」と回答しているような中小企業に対して

「第二創業」への道筋をつけていくことの重

要性が今後ますます高まっていくのではない

かと考えられる。そして、仮に「第二創業」の

主要な担い手が「後継者」であるとすれば、幅

広い意味での「事業承継」の支援こそが、最

終的には中小企業の減少傾向を食い止めるた

めの“王道”であるといえるのかもしれない。

　信用金庫による「創業・第二創業」の支援

はすでに多様化を極めており、今後もその傾

向は続いていくとみられるが、今後は「第二

創業」と表裏一体の関係にある「事業承継」

も含めて一体的に支援していくことの重要性

が、「中小企業のライフサイクル」という

キーワードとともに、一段と高まっていくこ

とになりそうだ。
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（備考		）『全国中小企業景気動向調査』（2017年4-6月期特別調査）をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表15 　3～5年後の事業展開の方向性
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おわりに

　本稿では、創業と第二創業をひと括りにし

て「創業・第二創業」としてとりまとめてき

たが、とりわけ「第二創業」については、人

によって捉え方はさまざまで、定義や概念が

未だ十分に確立しているとはいえないのが実

態である。例えば、ある中小企業が新分野進

出に取り組んでいるとき、「この取組みは

「第二創業」といえるか否か」という観点か

ら“線引き”をしていくのは、実は意外と難し

い。ましてや、それを取引のある信用金庫が

“支援したかどうか”となると、明確に判別し

ていくのは極めて困難なのが実情である。

「第二創業」は、金融庁による共通ベンチ

マークに挙げられている要素のひとつではあ

るが、今後も難しい判断を迫られるような場

面は続きそうである。

　多くの中小企業は、時代の変化に対応しな

がら常に新しい事業分野へチャレンジしてお

り、信用金庫は身近な金融機関としてそれを

日常業務の中で非金融面も含めてサポートし

ている。その取組みが「第二創業か否か」と

いうことは、現場ではほとんど問題にしてい

ない。そうかと思えば、若き後継者が先代経

営者の築いてきた事業基盤を活かしながら新

分野進出（業態転換）を遂げるといった、ま

さに絵に書いたような「第二創業」があるの

もまた事実であろう。

　そもそも「第二創業」とは何なのか。どこ

からが「第二創業」なのか。今後も各方面で

の議論が続いてくことになりそうだ。

（参考付表）中小企業基本法上の中小企業の定義

中小企業 うち
小規模事業者

業種 資本金又は従業員 従業員
製造業
その他 3億円以下 300人以下 20人以下

卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下

小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

（備考）中小企業庁の資料をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

〈参考文献〉
・	『信金中金月報	2017年8月号』「第168回全国中小企業景気動向調査〔特別調査－中小企業の3～5年後の事業の見通し
について〕」

・	金融庁『金融仲介機能のベンチマーク』（2016年9月）

・	齊藤義明（野村総合研究所	未来創発センター	2030年研究室室長）『日本の革新者たち　100人の未来創造と地方創生へ
の挑戦』（2016年6月）

・	中小企業庁『中小企業白書』（各年版）

・	中小企業庁『小規模企業白書』（各年版）

・	日本政策金融公庫	国民生活事業『第二創業の手引』（2015年9月）
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（キーワード）  信用金庫、金融仲介機能のベンチマーク、活動力向上、渉外体制、人材育成

（視　点）
　金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」における選択ベンチマークの筆頭項目は「地域への
コミットメント・地域企業とのリレーション」であり、「取引先への平均接触頻度、面談時間」
が当該項目にて示された4指標のうちの1つとなっている。取引先企業の経営改善・成長力強
化・生産性向上などに係る対応を推し進めるため、まずは渉外担当者を中心とした職員の“活動
力向上”への取組みを省みる必要があるといった金融庁の問題意識がうかがえる。本稿では、活
動力向上のために求められる対応について、複数の信用金庫へのヒアリング内容なども参考に
しながら考察した。

（要　旨）
⃝�地域銀行が対外公表した金融仲介機能のベンチマークに関連する資料を概観すると、「地域
へのコミットメント・地域企業とのリレーション」で示された4指標のうち、地域の取引先
数、メイン取引先数については、相当数の地域銀行が計数を明らかにしている。一方、取
引先への平均接触頻度、面談時間の公表は限られている。

⃝�「取引先への平均接触頻度、面談時間」という指標は、信用金庫職員の活動力、すなわち、
顧客との対話力・交渉力・相互理解力などを測る物差しとなり得る。地域銀行による計数
の公表は限られているものの、活動力の向上自体は基礎・土台をなすテーマであり、今後
とも重点的に取り組むべき課題に位置づけられよう。

⃝�複数の信用金庫にヒアリングしたところ、量的な側面（渉外体制の見直し、事務負荷の軽
減など）、質的な側面（有用な情報の収集、人材育成など）の双方から、職員の活動力向上
のために注力していることが確認できた。

調 査

信用金庫職員の活動力向上を目指した取組みについて

信金中央金庫	地域・中小企業研究所主任研究員	

奥津　智彦
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はじめに

　本稿では、金融庁「金融仲介機能のベンチ

マーク（注1）」にて示された55指標のうちの1

つ「取引先への平均接触頻度、面談時間」

に焦点を当てる。なお、当該指標は、選択

ベンチマークの1項目である「地域へのコ

ミットメント・地域企業とのリレーション」

にて示された4指標のうちの1つとなってい

る（図表1）。

　論述に際しては、ベンチマークという用語

の混同を避けるため、金融庁資料における共

通ベンチマーク、選択ベンチマークで示され

た合計17の項目を「項目」、55を数えるベン

チマークを「指標」と表記する。

　本稿の1．では、地方銀行および第二地方

銀行（以下「地域銀行」という。）が対外公

表した金融仲介機能のベンチマークに関連す

る資料を概観するとともに、「地域へのコミッ

トメント・地域企業とのリレーション」にて

示された4指標の公表状況について論じる。

　2．では、金融庁が選択ベンチマークのな

かに「地域へのコミットメント・地域企業と

のリレーション」という項目を設けた背景、

狙いについて探る。合わせて、当該項目で示

された4指標と一般的な営業プロセスとの関

連性をみたうえで、金庫職員の活動力向上の

意義・重要性について再確認する。

　3．では、複数の信用金庫からのヒアリン

グ内容を適宜交えつつ、職員の活動力向上を

目指した取組みについて、量的な側面、質的

な側面から概観する。

1．地域銀行による対外公表の状況

　すでに相当数の地域銀行が、金融仲介機能

のベンチマークに関連する資料を対外公表し

ている。

　関連資料を総じてみると、①2016年度中

間期ディスクロージャー誌に盛り込むケース

もあれば、独立したニュース・リリース資料

の形式をとるケースもあるなど、開示方法は

まちまちとなっている、②資料の名称に「金

融仲介機能」「地域密着型金融」といった

キーワードが用いられるケースが多い、③今

回が初の対応ということもあり、地域銀行に

よって内容に深浅があり、対外公表している

図表1　	「地域へのコミットメント・地域企業とのリレーション」にて示された4指標	
No 指　標

1 全取引先数と地域の取引先数の推移、及び、地域の企業数との比較（先数単体ベース）

2 メイン取引（融資残高1位）先数の推移、及び、全取引先数に占める割合（先数単体ベース）

3 法人担当者1人当たりの取引先数

4 取引先への平均接触頻度、面談時間

（備考）金融庁資料より作成

（注）1�．金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」は、以下のホームページから入手できる。
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160915-3.html
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指標の数にも多寡がみられる、などの特徴が

ある。

　「地域へのコミットメント・地域企業との

リレーション」と関連深い記述等に注目する

と、これまでの取組実績、今後の取組方針を

明記するケースが相応にみられたものの、4

指標の公表状況には大きな差がある。

（1	）「地域へのコミットメント・地域企業と

のリレーション」関連の記述

　地域銀行のなかには、「地域へのコミット

メント・地域企業とのリレーション」という

項目や4指標について、自行の経営計画にお

ける基本方針等に関連付けて記述していると

ころもある。

　関連付けがなされた基本方針等には、「ブ

ランド力向上」「取引拡充」「リレーション強

化」などのキーワードが盛り込まれている

ケースが多く、根ざす地域におけるプレゼン

ス（存在感）の向上を目指した取組みと、当

該項目とをリンクさせていることが確認でき

る（図表2）。

（2）4指標の公表状況

　「地域へのコミットメント・地域企業との

リレーション」にて示された4指標の公表状

況に着目すると、「全取引先数と地域別の取

引先数」「メイン取引先数および全取引先数

に占める割合」については、相当数の地域銀

行が計数を明らかにしている。

　なお、一部の地域銀行は、計数とともに

「取引先数が年々増加している」「地域内の事

業所数に占める自行取引先の割合が高まって

いる」「全取引先のうち、何割の先が当行の

メイン先となっている」などの文言を付し、

対外資料を通じて、地域における存在感をア

図表2	「地域へのコミットメント・地域企業とのリレーション」と経営方針等との関連付けの例

1．七十七銀行
・中期経営計画に掲げた基本方針の1つである「地域価値の向上（七十七ブランドの向上）」の
なかで、「全取引先数と地域別の取引先数」「メイン取引先数および全取引先数に占める割
合」を提示

2．千葉銀行
・顧客の本業支援等に向けた取組みの1つである「お客様との取引の拡充」のなかで、「全取引
先数と地域別の取引先数」「メイン取引先数および全取引先数に占める割合」を提示

3．阿波銀行
・地域密着型金融推進計画を推し進めていくうえでの戦略の1つとして「お客様との関係強化
とネットワークの拡大」を位置づけ、「全取引先数と地域別の取引先数」「メイン取引先数お
よび全取引先数に占める割合」を提示

4．佐賀銀行
・最重要施策の1つに「地方創生の取組み」を位置づけ、「全取引先数と地域別の取引先数」
「メイン取引先数および全取引先数に占める割合」を提示

（備考）地域銀行資料を基に作成
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ピールしている。

　また、①計数とともに、顧客とのリレー

ション深化を目指した活動を紹介する、②民

間の信用調査会社が実施している調査結果も

示しつつ、地域の主要行であることを伝える

など、一定の独自性を出しているケースもあ

る（図表3）。

　その一方で、「法人担当者1人当たりの取

引先数」および「取引先への平均接触頻度、

面談時間」を公表している地域銀行は、ほと

んど存在しない。

　「地域へのコミットメント・地域企業との

リレーション」にて示された4指標は、いず

れも選択ベンチマークであり、地域金融機関

が自らの判断に基づき公表するか否かを決定

できる。指標によって公表状況に差がある背

景には、金融庁の報道発表資料（16年9月15

日付）のとおり、自身の事業戦略やビジネス

モデル等を踏まえて選定した結果という面も

あろう。

　ただ、「法人担当者1人当たりの取引先数」

「取引先への平均接触頻度、面談時間」は、

地域金融機関が定期的に公表している「地域

密着型金融への取組（注2）」では対外発信が直

接的には求められてこなかった（図表4）。

　このため、①正確な計数を把握するべく、

システム面の整備など体制の確立を優先し

た（注3）、②他の地域金融機関の計数が明らか

図表3　地域銀行による独自性のある公表例

1．指標の公表に合わせ、独自の活動等を紹介
（1）�みちのく銀行
・16年5月に発足40周年を迎えたことを期に、地域への明確なコミットメントを伝えるため
に策定した“ビジネスパートナー宣言”を「メイン取引先数の推移等」と合わせて紹介

（2）�山陰合同銀行
・中期経営計画（15〜17年度）の具体的施策に掲げている“1人1社運動”を、「全取引先数と
地域の取引先数の推移、及び、地域の企業数との比較」「メイン取引先数の推移、及び、全
取引先に占める割合」と合わせて紹介

2．民間信用調査会社のデータを活用
（1）�千葉銀行
・「全取引先数と地域の取引先数」「メイン取引先数および全取引先数に占める割合」を示す
とともに、帝国データバンクの“メインバンク調査”において、当行をメインバンクと認識
している企業の数が7年連続で地方銀行第1位であることを紹介

（2）�横浜銀行
・「メイン先数」「地域別の取引先数」を示すとともに、帝国データバンクの“神奈川県内メイ
ンバンク調査”において、当行をメインバンクと認識している企業の割合が他行に比して高
いことを紹介

（備考）地域銀行資料を基に作成

（注）2�．11年5月に金融庁が監督指針を改正したことに伴い、地域金融機関には「地域密着型金融」をビジネスモデルとして確立
するとともに、地域や利用者に対し、自らの取組み（具体的な目標や成果）を積極的に情報発信することが求められている。
3�．本稿執筆のためにヒアリングを実施した信用金庫からは、「現在、渉外担当者に貸与しているハンディ端末では、正確な面
談時間を把握するのは困難」との意見もあった。
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ではないなか、任意の定義付けに基づき公表

したことが仇となり、顧客に自行を低く評価

されることを避けた、などの事情・判断によ

り、公表を見送ったというケースもあろう。

2．活動力向上の位置づけ、意義

　1．でみたとおり、地域銀行の対外資料で

は、「地域へのコミットメント・地域企業と

のリレーション」にて示された4指標の公表

状況には多寡があり、「取引先への平均接触

頻度、面談時間」の公表は限られている。

　しかしながら、「取引先への平均接触頻

度、面談時間」は、信用金庫が地域における

プレゼンスをさらに高めていくうえで必要不

可欠な“渉外担当を中心とした職員の対話力、

交渉力、顧客理解力”、すなわち、活動力を

測るうえでの1つの尺度になり得ると考えら

れる。

（1	）金融仲介機能のベンチマークにおける

位置づけ

　「地域へのコミットメント・地域企業との

リレーション」は、選択ベンチマークに該当

する14項目の筆頭に位置づけられている。

また、金融庁は、選択ベンチマークの項目に

ついて、金融仲介という行為を分解して項立

図表4　地域密着型金融の目指すべき方向

1．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮
（1）�日常的・継続的な関係強化を通じた経営目標・課題の把握・分析等
・顧客企業のライフステージの見極め（創業・新事業開拓、成長、経営改善、事業再生、事
業承継等）
・顧客企業による経営目標・課題の認識や主体的取組みを促す

（2）�ライフステージに応じた最適なソリューション（解決策）の提案
・地域活性化ファンドの活用、販路獲得支援、海外進出支援、経営改善計画の策定支援、資
本性借入金の活用、債権放棄、M＆A支援等
・外部専門家・外部機関等との連携
→第三者（税理士、弁護士、会計士、中小企業診断士等）の知見の活用
→他の金融機関、中小企業関係団体、信用保証協会、地域経済活性化支援機構、中小企業
再生支援協議会との連携、事業再生ファンドの活用等

（3）�顧客企業や連携先との協働によるソリューションの実行・進捗管理
2．地域の面的再生への積極的な参画
成長分野の育成、産業の集積による高付加価値化等に向けた地域の取組みへの積極的な参画
・地域情報の収集・蓄積による貢献可能な分野や役割の分析、地域活性化プロジェクトへの
情報・ノウハウ・人材等を提供等

3．地域や利用者への積極的な情報発信
（1）�地域や利用者に対して、自らの取組みの具体的な目標や成果を積極的に発信
（2）�さらに、経営改善支援に係る取組み状況の公表を義務付け

（備考）金融庁資料より作成
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てしたものだとしている。これらの点を踏ま

えれば、必須としている共通ベンチマークに

て示した対応を推し進めるため、「まずもっ

て地域金融機関に求められる対応は、『取引

先への平均接触頻度、面談時間』を含め、4

指標の状況を自省することである」といっ

た、金融庁の問題意識が垣間見える。

　共通ベンチマークは3項目からなるが、こ

のうち「取引先企業の経営改善や成長力の強

化」「取引先企業の抜本的事業再生等による

生産性の向上」については、取引先企業の実

権者と深い対話を重ねられるかどうかがポイ

ントとなってこよう。その意味でも、活動力

の向上は、第一歩の取組みになると考えられ

る（図表5）。

（2	）一般的な営業プロセスと4指標との関連性

　ソリューション、課題解決といったキー

ワードが冠される営業のプロセスに照らし合

わせると、4指標のうち「取引先への平均接

触頻度、面談時間」「法人担当者1人当たり

の取引先数」は、顧客との対話、顧客との相

互理解といった、前段階での状況を図る位置

づけのものと考えられる。一方、「地域の取

引先数の推移」「メイン取引先数の推移、全

取引先数に占める割合」は、営業プロセス全

般が円滑に回っているかどうかを確認するた

めのものに位置づけられよう（図表6）。

　図表7は、金融庁が15年12月に設置し、そ

の後定期的に開催されている「金融仲介の改

善に向けた検討会議（注4）」にて、参加メン

図表5　共通ベンチマークの3項目と求められる対応	
項　　　　目 求められる対応

1．取引先企業の経営改善や成
長力の強化

（1）�取引先とのコミュニケーションの充実化（課題抽出の容易化）
（2）��深みのある対話、経済産業省「ローカルベンチマーク」等を活用した取引先の

経営状態の把握
（3）�取引先サポート体制の充実化、外部専門家の活用

2．取引先企業の抜本的事業再
生等による生産性の向上

3．担保・保証依存の融資姿勢
からの転換 新しい融資体制の確立（主導するのは融資審査部門となる見通し）

（備考）金融庁資料などを基に作成

①顧客との対話 ②顧客との相互理解 ③顧客の
経営課題抽出 ④適宜の提案

「法人担当者１人当たりの取引先数」
「取引先への平均接触頻度、面談時間」

「地域の取引先数の推移」
「メイン取引先数の推移、全取引先数に占める割合」

図表6　営業プロセスと地域プレゼンス関連の指標の位置づけ

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

（注）4�．融資先企業へのヒアリングや金融機関へのモニタリング等を通じて得られた事実を踏まえ、①企業・産業の生産性向上や
新陳代謝の促進への貢献、②金融機関における担保・保証依存の融資姿勢からの転換、③金融当局に求められる役割につい
て議論することが当該会議における主なテーマとなっている。
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バーである有識者が表出した、対話力・交渉

力・顧客理解力と関連が深いコメントであ

る。これらのコメントからも、活動力向上の

重要性・意義がうかがえよう。

3	．活動力向上を目指した信用金庫の
取組み

　「取引先への平均接触頻度、面談時間」が

示唆する、渉外担当者を中心とした信用金庫

職員の活動力向上は、基礎・土台をなすテー

マであり、今後も重点的な取組みを要する課

題に位置づけられよう。有用な定量情報の把

握に努め、実効性の高い活動を展開するうえ

での糸口にしたいというニーズは高いと考え

られる。

（1	）信用金庫による活動力向上を目指した

取組みの分類

　信用金庫による活動力向上を目指した取組

みは、量的な側面からの対応、質的な側面か

らの対応の2つに大別できると考えられる。

　量的な側面からの対応とは、渉外活動に係

る時間や人員の拡充を目的とするものであ

り、①有効な渉外体制の導入、②渉外活動に

専念できる時間の捻出・人員の拡充、③有効

面談率の引き上げ、などが挙げられよう。

　一方、質的な側面からの対応とは、顧客と

の信頼関係のさらなる向上を目的とするもの

であり、①顧客に係る様々な情報の蓄積およ

び活用、②優績者やベテラン職員が有する

スキル・ノウハウの伝播、③顧客からの相談

事項への対応能力の向上、などが該当しよ

う（図表8）。

　以下、本稿執筆に先駆けて実施した複数の

信用金庫へのヒアリング内容なども紹介しつ

つ、それぞれの側面に関連する取組みの状況

等について概説する。

図表7　「金融仲介の改善に向けた検討会議」における有識者のコメント

1．まずは、取引先から何かあった時に、電話1本来るような関係を作ることが重要である。そし
て、関係ができたら、金融機関は、取引先に伴走していかなければならない。

2．取引先に深く入っていき、色々な知恵を出して、貸出や商品の販売以外で収益を上げること
だ。貸出を増やすとか商品を売ることの大切さは分かるが、そこを超えて、取引先の本当の
ニーズを汲み取り、それに必死になって対応して、そのかわり「プロとしてこれだけ汗をか
いたのだから、その分のお金をください」といって、気持ちよく報酬を払ってもらえる人材
を育てる必要がある。

3．オーナー経営者の懐に入り信頼を得るため、腹をすえて人材力を高めることが必要。そのた
めに、商品を定型的に売る業務と、経営者のハートをつかんで経営の深い話をするという業
務を区別すべきである。

4．顧客のところに足繁く通い、悩み事を聞くなど懸命に汗をかくことで、ある程度の結果が出
るということを、企業ヒアリングやアンケート調査の結果が示していると思う。

（備考）金融庁資料を基に作成
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（2）量的な側面からの対応

　イ．有効な渉外体制の導入

　「取引先への平均接触頻度、面談時間」

において想定しているのは、法人取引先で

ある。信用金庫のなかには、いわゆる重層

管理型の渉外体制のもと、役職者クラスの

渉外担当者には事業性融資の開拓・深耕

を、若手の渉外担当者には個人向け（預金

の獲得、消費者ローン、住宅ローンなど）

を、それぞれ担当させているというケース

もあろう。なお、集金業務等を持たず、フ

リーで活動できる営業担当の役職者（専担

者）を各店に配置している信用金庫も存在

する。

　営業提案力の質を高める観点からは、例

えば重層管理型など、相応のスキル・ノウ

ハウを有する役職者クラスの職員が、法人

営業に特化できる営業体制を導入すること

も有効と考えられる。メリット・デメリッ

トを勘案しつつ、渉外体制の再構築を検討

するのも一案といえよう（図表9）。

活動力の向上

量的な側面

質的な側面

有効な渉外体制の導入

渉外活動に専念できる時間の捻出、人員の拡充

有効面談率の引き上げ

優績者やベテラン職員が有するスキル・ノウハウの伝播

顧客に係る様々な情報の蓄積

顧客からの相談事項への対応能力の向上

図表8　信用金庫による活動力向上を目指した取組み

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

図表9　渉外体制の比較（重層管理型と地区管理型）

分類 定義 メリット デメリット

重層管理型

スキルや経験年数などを
基に、法人担当、個人担
当などに渉外担当者を割
り振る仕組み

・職員の保有スキルに応じた役割
設定が可能に

・顧客ニーズへの即応
・短期的に成果を出しやすい

・担当業務が固定化しがちになる
・顧客からみれば、ニーズごとに
担当者が異なる

地区管理型

1人の渉外担当者が担当地
区内のあらゆる金融ニー
ズに応える仕組み

・渉外担当者をバランス良く育成
することが可能に

・顧客ニーズに1人で対応するこ
とが可能に

・渉外担当者により提供サービス
の質がばらつきかねない

・扱う商品・サービスが多岐に亘
るため、習熟が困難

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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ロ	．渉外活動に充てられる時間の捻出、人

員の拡充

　渉外活動のための時間の捻出、人員の拡

充は、引き続き、多くの信用金庫で大きな

テーマとなっていよう。

　事務負荷を抑えるために、①預金、融

資、相続等に係る営業店事務の本部（事務

部門など）への集中化、②各種入力作業の

軽減化を目指した営業支援システムの導

入、③省人化の実現を目的としたIT機器

（オートテラーマシーンなど）の導入、な

どの対応をとっている信用金庫は相応の数

にのぼっていよう。

　また、渉外担当者の日々の活動をあらた

めて精査することも一考に価する。信用金

庫のなかには、渉外担当者のタイムスケ

ジュールを分析して浮き彫りとなった諸課

題を踏まえ、移動時間の削減に向けた取組

みを進めているケースもある（図表10）。

　このほか、ヒアリングした信用金庫のな

かには、融資事務（稟議申請、企業格付な

ど）を渉外担当者ではなく、融資担当者に

担わせているところもあった。渉外担当者

の活動時間の捻出に一定程度寄与している

ものの、①ジョブローテーションの徹底

（融資事務の経験がない職員を増やさな

い）、②営業店内での連携強化（融資業務

を進めるために必要な情報について、渉外

担当者が収集を失念しない）などが課題と

のことであった。

ハ．有効面談率の引き上げ

　渉外に係る時間の捻出、人員の拡充とと

もに、渉外活動そのものの効率性を高める

ことも重要であり、各信用金庫は様々な取

組みを実践している。

　毎月の数営業日を「ノー集金日」に設定

し、その日は渉外担当者に定期積金等の集

金活動を一切行わせず、セールス活動に専

念することを義務付けている信用金庫が存

在する。シフト勤務も活用しながら、①普

段、なかなか面談できない顧客に積極的に

アプローチすること、②極力、事前にアポ

イントメントをとったうえで訪問すること

を徹底している。

　また、法人営業のあり方を考察するうえ

図表10　渉外活動における移動時間削減を目指した対応の事例

導出された課題 対応策

渉外担当者が①書類や現金の用立て、②顧客
からの緊急性に乏しい照会への対応などのた
め、活動の途上で営業店に帰店するケースが
みられた。

・昼食時以外は、止むを得ない場合を除き帰店しないことをルール
化した。

・顧客からの電話が営業店にかかってきたとしても、至急での対応
が必要な場合を除き、渉外担当者に連絡しない（帰店後に対応さ
せる）こととした。

取引先等への訪問順序の関係から、1日の総
移動時間（総移動距離）がムダに長くなる
ケースがみられた。

・渉外担当者が翌営業日の訪問計画を作成する際には、総移動時間
（総移動距離）を極力抑えられるスケジュールを作成するよう指導
を徹底した。

（備考）信用金庫からのヒアリングを基に作成
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で、興味深い調査結果を導出した信用金庫

もある。渉外担当者の活動実績を分析した

ところ、事業性融資を受け持つ担当者にお

いては、新規先獲得に係る優績者は成績下

位者に比べ、「訪問回数自体は相対的に少

ないものの、面談率が高い（顧客不在のケー

スが少ない）」事実が確認されたとのこと

である。当金庫では分析結果を踏まえ、営

業店の渉外担当者に対して、①訪問に向け

ての事前準備の充実化、②事前での訪問日

時の確定を徹底するに至っている。

　なお、個人を主たるターゲットとする活

動であり、本稿の論点からは外れる面もあ

るが、休日に戸別訪問を展開している信用

金庫も数多くあろう。参考まで、厚生労働

省「就労条件総合調査（16年）」によれば、

完全週休2日制を導入している企業の割合

が49.0％であるのに対し、週休2日よりも

休日の日数が少ない週休制度を導入してい

る企業の割合は45.2％と拮抗している（注5）。

こうした現状を反映してか、休日訪問を実

施している複数の信用金庫から「土曜日よ

りも日曜日の方が世帯主との面談率が高

い」とのコメントを得ている。

（3）質的な側面からの対応

イ．顧客に係る情報の蓄積

　『2017年版中小企業白書』では、中小企

業経営者を対象に、「金融機関が企業との

接点を深めるために必要なこと」を尋ねた

結果が紹介されている（図表11）。回答割

合が最も高かったのは、担当者交代時の自

社情報の丁寧な引き継ぎで、45.4％に達し

ている。「担当者が変わるたびに同じこと

（注）5�．調査時点は16年1月1日現在。調査対象は常用労働者が30人以上の民営法人
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図表11	　金融機関が企業との接点を深めるために必要なこと
（中小企業に対するアンケート調査。複数回答）

（備考）『2017年版中小企業白書』より引用
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を質問され、一から説明し直さなければな

らないことがあった」「後任の渉外担当者

がしばらく訪問してくれない時期があっ

た」といった経営者の経験が調査結果に一

部反映されている面もあろう。

　金庫全体で顧客に係る情報を収集・蓄積

し、共有できる体制を構築することは、顧

客ニーズにも合致する行為といえる。ま

た、取引先企業の事業内容に対する理解を

深め、当意即妙な情報提供、施策提案を行

うといった活動を強化していくうえでも必

要不可欠と考えられる。

　営業店、渉外担当者への浸透、習慣付け

は道半ばというケースもあるが、蓄積情報

を活用しながら推進活動を展開できる体制

の構築に向けて、本部が主導する形で、貸

与しているタブレット端末などへの情報入

力（顧客の属性、面談記録等）を徹底させ

ている信用金庫が増えている。

ロ．優績者のスキル・ノウハウの伝播

　すでに多くの信用金庫が、渉外担当者の

スキルの底上げを図るべく、本部職員、上

席者等によるOJT、FST（フィールド・

セールス・トレーニング）などを実施して

いる（注6）。また、定期的な集合研修の開

催、レポート類の配信などを通じて、優績

者などの成功体験に係る情報の共有化に努

めているケースもあろう。

　自金庫職員の成功体験は、極めて有用な

情報と考えられる。「どのようなことを成

したか」にとどまらず、「なぜ成果につな

がったのか」「何が当該活動にて成功を収

める要素となったのか」など、より深みの

ある分析や解釈を加え、良質な教材とした

いところである（図表12）。

ハ．相談事項への対応力向上

　法人取引先から渉外担当者に対し、専門

知識を要する相談があった場合、本部の関

連部門や外部の専門家・外部機関に展開し

ているケースも多かろう。当然ながら、活

動力向上の観点からは、渉外担当者は単に

横流しするにとどまらず、相談事項に係る

理解・学びに注力することが重要と考えら

れる。実際に、優績者ほどそうした努力を

怠らないとのコメントを得たことがある。

　なお、関連部門に専門スタッフを配置し

ている信用金庫のなかには、相談対応する

際に渉外担当者を同行させ、専門的な知識

（注）6�．信用金庫によるOJT、FSTなどの取組事例については、『信金中金月報�2016年2月増刊号』「若手職員の人材育成・OJTに
ついて」などを参照願いたい。信金中央金庫�地域・中小企業研究所のホームページから閲覧できる。（http://www.scbri.jp）

成功ポイントの検証
（手法や意図などを洗い出し）

成功事例

成功を収めた要素の抽出
（考え方の本質を探る）

図表12　成功事例活用の考え方

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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を現場で学ぶ場を提供しているところもあ

る。その信用金庫では、渉外担当者の課題

抽出能力の向上をテーマとした集合研修も

実施している。

　前述の渉外担当者の活動実績を分析した

信用金庫では、若手職員が主に担当してい

る住宅ローンや消費者ローンといった個人

向けの商品においては、活動量（訪問頻

度、訪問時間）と実績（獲得件数など）は、

正比例の関係にあるとの結果を得ている。

この点、若いうちに顧客を数多く訪問して

融資獲得等の成功体験を積むとともに、

①地域の人々の多様な価値観に触れる、

②小さなことを含め、様々な悩み事や相談

事に応える、などの経験を積み重ねていく

ことが、より高次元のスキル・ノウハウを

要する法人営業を務める際の一助となり得

ることを示唆している。

　このほか、企業経営者との深度ある対話

の糸口とするため、四半期ごとに取引先企

業に協力を依頼している「全国中小企業景

気動向調査」の調査票、金庫として独自に調

査結果をまとめたレポート等を、訪問時の

ツールとして活用するのも一案である）（注7）。

おわりに

　渉外担当者を中心とした活動力向上は、古

くて新しいテーマといえようが、地域におけ

る一段のプレゼンス向上を実現するための第

一歩に位置づけられる。突き詰めて言うなら

ば、これまでにも増して、顧客に真摯な態度

で向き合い、信頼関係を深めていくことが求

められているといえよう。

　なお、顧客との向き合い方に関し、筆者は

複数の信用金庫役職員から金言を得ている。

　ある信用金庫の新任支店長は、若い渉外担

当者に対し「経営者は自社の事業内容を紹介

したい、悩みを相談したいと思っている」

「ゆえに、まずは顧客の話を聞くことが大事

である」「聞くことを通じて情報を引き出す

ことにより、顧客に対する興味が高まり、役

に立ちたいという想いも芽生えてくる」など

と説いているという。

　また、筆者が営業店に異動となり、信用金

庫からの様々な相談事に対応する担当となっ

て日が浅かった折、ある信用金庫の役員から

「信金中金の担当者には、当方の話をよく聞

いてくれ、中堅や若手を含め、役職員が相談

しやすい雰囲気を持った人に務めてもらいた

い」「何かにつけて持論を振りかざすような

タイプは接しにくい。思うところもあろう

が、それを前面に出さないような思慮深い人

の方がいい」「この点、信用金庫の渉外担当

者の顧客との接し方においても同じである」

とのコメントを得たことがある。

（注）7�．信用金庫による「全国中小企業景気動向調査」の活用事例については、『信金中金月報�2013年5月号』「信用金庫における
中小企業景気動向調査と地域情報還元の意義」、ニュース＆トピックス「淡路信用金庫における“地域・取引先をより深く知
る”取組み」（15年4月）などを参照願いたい。
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1．はじめに

　事業性評価については、既に多くの場でそ

の意義や取組みが紹介されている。金融庁の

定義に従えば、「財務データや担保・保証に

必要以上に依存することなく、借り手企業の

事業の内容や成長可能性などを適切に評価す

ること」であり、金融機関には、事業性評価

を踏まえた融資や助言を行い、企業や産業の

成長を支援していくことが求められている。

一例を挙げて平たく言えば、「財務内容が芳

しくなく、担保・保証も中々とれない企業で

あっても、目利き力を発揮して将来性がある

と判断すれば融資すべし」といったところで

あろう。

　確かに、そうした企業に対する融資をして

こなかった金融機関にとっては、新たな収益

源として融資推進することで、利息収入の低

下に歯止めをかけられる可能性はある。一方

で、そのような融資は、これまでの信用リス

ク管理の観点からするとリスクが高い、つま

りデフォルトによる損失発生の可能性が高い

融資になりやすい。個人的な見解であるが、

近年の風潮は、「とにかく目利きをして、多

少財務内容が芳しくなくても融資につなげ

る」ことが重要視されている感があり、リス

ク管理についての考察は、それほど盛んに議

論されていないように思われる。

　そこで本稿では、財務内容が芳しくない先

へ事業性評価を踏まえた無担保・無保証融資

を行うにあたって、信用リスク管理の一つで

ある採算管理（プライシング）に着目し、目

利き力の発揮が信用コストの削減につながる

ことを確認したうえで、融資の採算確保のた

めにはどのような対策が考えられるか整理し

てみたい。

2�．採算金利の観点から見た事業性評
価融資

　融資における採算管理とは、いわば製造業

の原価計算を金融機関の融資業務に当てはめ

たものである。融資の収益は、基本的には融

資先からの利息収入であり、ここでは融資利

率を用いることとする。一方、原価は、一般

的に「資金調達原価率（≒調達金利＋経費

率）」や「信用コスト率（≒デフォルト率×

調 査 　経済見通し

事業性評価融資における信用リスク管理について

信金中央金庫�地域・中小企業研究所�SDB室調査役

瀬野　昂太
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（注）1	．厳密には保全以外の残余財産等からの回収率も加味したLGD（Loss	Given	Default）を用いるべきだが、本稿では簡便的
に未保全率を用いることを前提に議論を進める。

　　2	．与信期間が長ければ長いほど返済に対する不確実性が増すことから、そのリスクをコストとして加味したもの。

未保全率（注1）」、「期間コスト率（注2）」で構成

されていると考えられる。この原価がいわば

採算ライン（損益ゼロ）であり、これを採算

金利と呼ぶことが多い。実際には、他金融機

関との競合状況等を踏まえつつ、業務運営で

必要となる利益を確保するため、目標収益率

（利鞘）を上乗せすることが原則的な考え方

となろう（図表1）。

　金融機関が適正な収益を確保するために

は、できるだけ採算金利より高い金利で融資

するか、もしくは原価である採算金利をでき

るだけ下げる必要がある。その観点で採算金

利の各構成要素を見ると、調達金利や経費率

は、融資の検討段階では所与のものとみなせ

ることから、コスト削減余地があるものは信

用コスト率ということになる。つまり、財務

分析力や目利き力といった審査能力の向上に

より、デフォルト発生を抑制することで信用

コスト率が低下し、それに伴い採算金利も低

下する。いわば原価低減が可能となる。

　財務内容が芳しくなく保全も確保できない

先の場合、採算がペイせず融資出来ないとの

判断に傾きがちである。しかしながら、企業

の将来性を精緻に分析・評価することで信用

コスト率を低減させ、これまで出せなかった

先に対しても現実的に対応可能な金利水準で

融資実行につなげることは出来そうである。

こうした取組みが、まさに事業性評価融資で

あると思われる。

　なお、業務の効率化等で融資業務に係る事

務負担を減らすことができれば、経費率を下

げ、採算金利を引き下げられる。ただし、事

業性評価融資は、むしろ職員の業務負担の増

加が想定される取組みなので、現実的には経

費削減は容易ではないと思われる。

3．事業性評価対象先の絞込み方法

　では、実際に事業性評価融資を行うにあ

たって、その対象先はどのように選定するこ

とになるのだろうか。

　まず、ここまでの議論を前提にすると、取

引先は次の3つに分類できる。

	　①	財務内容に問題がない、あるいは保全

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表1�　貸出金利の構成要素例�
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が万全である先

	　②	財務内容は芳しくないが、目利きで信用

コストを低減し、ある程度採算を確保でき

る先

	　③	財務内容が非常に悪く、目利きで信用コ

ストを低減しても採算確保が困難な先

　①については、融資対象として取り上げ易

い先である。もちろん事業性評価をしなくて

良いということではないが、本稿で議論して

いる事業性評価融資の対象ではない。

　②もしくは③が事業性評価融資の対象とな

りうる先ということになるが、通常では②の

先が対象になると思われる。

　ここで、事業性評価の本来の趣旨からすれ

ば、③のような財務内容が非常に悪い先で

あっても、将来性があれば融資すべきではな

いかという考え方は当然あると思われる。確

かに、現時点で信用コストが高い企業群で

あっても、将来デフォルトする企業もあれば

デフォルトしない企業もあるのだから、理論

上は選別能力（つまり目利き力）さえ高めれ

ば、②も③も概ね同じであると考えることも

できる。

　しかし、そのような考え方は、先ほどの採

算管理の考え方からすると、実現するにはか

なりハードルが高いことがわかる。

　例えば、予想損失率5％の企業と10％の企

業に、貸出金利4％で融資する場合を想定し

てみる。この場合、目利き力でどの程度デ

フォルトを抑える必要があるのか、一定の仮

定の下、シミュレーションをしてみたものが

図表2である。

　図表2から分かるとおり、貸出金利4％で

実行する場合、採算確保にあたって許容でき

る信用コスト率の上限は2.7％であることか

ら、予想損失率が5％の場合、目利き力の強

化により信用コストを46％削減しなければ

採算割れになる。予想損失率が10％のケー

スであれば、73％も削減しなければならな

い。目利き力の強化という審査能力の向上だ

けで、これほどの原価低減を実現することは

現実的にはかなりハードルが高いであろう。

　また、上記議論ではひとまず採算を確保す

ることだけに着眼しているが、適正金利（＝本

来取引先に提示したい金利）は、採算金利に

目標収益率を上乗せしたものである。これも

考慮するとなると、その分だけさらに信用コ

図表2�　予想損失率が高い先における融資の採算性

貸出金利
a

調達金利	
b

経費率	
c

期間コスト率	
d

信用コスト率	
e

採算金利	
f=b+c+d+e

貸出金利4％で許容できる
信用コスト率の上限
g=a-(b+c+d)

目利きで必要な信用
コストの削減割合
h=(e-g)/e

予想損失率5％の
企業への融資

4.0	 0.1	 1.0	 0.2	

5.0 6.3

2.7

46.0
（5%→2.7%）

予想損失率10％の
企業への融資 10.0 11.3 73.0

（10%→2.7%）

（備考）1．貸出期間5年の事業性評価融資を金利4％で実行するケースを想定し試算した。前提の数値はあくまで仮定である。
　　　		2	．信用コスト率は「予想損失率×未保全率」であるが、ここでは無担保・無保証で融資することを想定しているの

で、「予想損失率＝信用コスト率」となる。

（単位：％）
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スト率を低減しなければならないこととなる。

　なお、貸出金利4％という前提について

も、地域により金利水準に違いがあるとはい

え、現状の金利環境下では、なかなか適用し

づらいのではないかと思われる。逆に言え

ば、これほど高い金利をもってしても採算を

確保するのは難しいということが分かる。し

たがって、現実的には、事業性評価融資とは

言え、財務面で最低限の信用力を満たした先

を対象とせざるを得ず、ハイリスクで採算金

利が計算上高くなりすぎる先は、対象にしづ

らいということになる。

　さて、「②財務内容は芳しくないが、目利

きで信用コストを低減し、ある程度採算を確

保できる先」を事業性評価融資のターゲット

とする場合、財務面から見た対象先の絞込み

方法は幾つか考えられる。

　まず真っ先に考えられるのは、通常の財務

分析により選別していく方法である。この場

合、対象先候補企業の財務健全性や収益性な

どを分析し、担当者が各分析要素を総合して

判断していくことになるが、近年金融機関職

員の財務分析能力の低下を危惧する声も聞こ

えており、そうした点がネックとなる可能性

がある。また、担当者によっては、業務負荷

の増大を嫌って積極的に取り組まない結果、

本来対象先にすべき先を漏らしてしまうこと

も考えられる。

　その他の方法として、各金融機関が運用し

ている格付（内部格付）の定量評価を利用す

ることが考えられる。格付であれば、企業の

信用力を総合的に判断した数値（点数や予想

デフォルト確率など）で算出されるため、基

準を定めやすいだけでなく、企業判断にあ

たって担当者ごとのブレがある程度抑えられ

る。しかし、金融機関によっては、内部格付

の精度検証を定期的に実施しておらず精度が

劣化している場合や、検証してはいるものの

精度向上の対応が充分でない場合も考えられ

る。また、そもそも内部格付を導入していな

い金融機関はこの方法をとることができない。

　そこで、内部格付の代替手段として、

SDB（信用金庫業界の中小企業信用リスク

データベース）等の大規模データをもとに統

計的手法により算出された外部評価を利用す

ることが考えられる。この種の外部評価は統

計的に最も精度が高まるよう設計されている

ことから、高いデフォルト判別力を有してい

ることが多い。

　このような外部評価を用いれば、その評価

点や予想デフォルト確率を利用することで、

②の対象候補先の絞込みを容易にし、作業時

間の短縮につなげることができる。絞り込ん

だ先から、将来性を踏まえて融資可能かどう

かを判断していくことで、事業性評価融資の

対象先選定がある程度組織立って行えると思

われる。

　幸い、外部評価による対象先の絞込みとい

う手法自体は、過去に無担保・無保証による

スコアリング融資が広まった際に、導入した

金融機関においては商品設計等のノウハウを

有しているとみられ、比較的取り組みやすい

ものと思われる。
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4�．事業性評価融資における収益確保

　財務内容が芳しくない先に対する事業性評

価融資は、通常より高いリスクを取ることに

なる融資であり、企業の将来性を勘案した目

利きで信用コストを低減し、融資可能な先を

絞り込んでいくことについて説明した。まさ

に事業性評価融資は、信用コストを低減させ

る取組みとも言えるが、収益確保のためには

デフォルトの発生を極力抑えることが重要で

ある。

　事業性評価融資の入口段階で適切に排除で

きれば良いが、現実にはある程度のデフォルト

発生は予期せざるを得ない。金融機関の収益を

下振れさせない方策として一般的にどのような

ものが考えられるか、以下に列挙してみた。

　（1）小口分散の徹底

　	　通常の融資でも言えることだが、財務内

容が芳しくない先への事業性評価融資は高

リスクとなりやすいため、小口分散の徹底

が重要である。小口であれば、当初見込ん

でいた将来性が顕現せずデフォルトしたと

しても、1件のデフォルトによる全体への

影響は軽微となるので、経営の安定性を保

ちやすい。

　	　ただし、この議論は、事業性評価のノウ

ハウを蓄積し、採算を確保できる水準まで

信用コストを下げられることが大前提であ

る。いくら小口分散といっても、目利きが

効かず信用コストが大きいままでは、デ

フォルト発生時の損失が増えることに変わ

りはないことに十分留意する必要がある。

　（2）貸出のリスク分散

　	　目利きで信用コストをある程度削減し、

それでも許容できるレベルにない場合、自

金融機関で全額信用貸しをするのではな

く、一部はリスク分散のため、信用保証協

会の保証を活用することも一考である。自

金融機関で全額信用貸しする場合に比べ利

息収入は少なくなるが、特に目利きによる

信用コストの削減が満足に機能していない

段階では、適切にリスクをコントロールす

ることも必要なのではないか。

　	　現在では、信用保証協会や日本政策金融

公庫でも事業性評価に対応した取組みを

行っている。もともと担保・保証に過度に

依存することが問題視されているのであっ

て、過度なリスクテイクを防ぐための適度

な保証等の利用はむしろ必要と思われる。

　	　また、貸出金利はこれらを利用したほう

がトータルで低く抑えられる場合もあり、

財務内容の芳しくない先においては、有効

な選択肢の一つとなりうるものと思われる。

　（3）事後管理の徹底

　	　事業性評価融資は企業の将来性を重視し

た融資手法であり、当然ながらその評価が

妥当であったかどうか、PDCAサイクルを

回していく視点が必要である。すなわち、

融資実行後のデフォルト状況やランクダウ

ン状況を把握し、予想に反して信用力が悪

化した先はなぜ予想通りに行かなかったの
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か、事業性評価のどこに問題があったのか

を分析し、以降の事業性評価融資における

審査のポイントとしてフィードバックする

ということである。

　	　また、貸出金のポートフォリオ管理とい

う観点では、事業性評価のノウハウを蓄積

し、ある程度デフォルトを抑制し信用コス

トの引下げができる態勢が整うまでは、事

業性評価融資の残高が急伸しないよう注意

を払う必要がある。残高を急激に伸ばした

あとにデフォルトが多発し、金融機関とし

ての経営が揺らいでしまうようでは、持続

可能なビジネスモデルを構築するどころで

はなくなってしまう。

　（4）適正金利の確保

　	　目利き力を発揮してある程度信用コスト

を低く見積もれたとしても、採算ベースの

金利水準が実態に比べてかなり高い、と

いったことは起き得ると思われる。現実的

には、金利交渉で従前より高い金利を取引

先に求めることは中々容易ではないかもし

れない。とはいえ、取引先が扱う商品の製

造工程や販売先、代金回収までのサイクル

といった事業の内容を他の金融機関以上に

熟知し、「経営面のドクター」として必要

資金をタイムリーに融資提案できるような

関係構築ができていれば、取引先が金利だ

けではない取引メリットを意識し、幾らか

でも本来あるべき採算金利に近づけること

が可能となるのではないか。

	　	　なお、貸出金利で採算が確保できない

のであれば、役務収益等その他の取引も

含めた取引全体で採算を高めていくこと

も、意識する必要があるだろう。

　	　これまでの議論から分かるように、事業

性評価融資は、採算金利をこれまで以上に

意識する取組みである。したがって、各金

融機関のプライシング・ガイドラインが適

切に運用されていることが重要である。な

かには、過去に策定したガイドラインが形

骸化したまま現在に至っている場合もある

と思われる。事業性評価の取組みがガイド

ラインを見直す契機となり、採算管理の向

上につながれば、営業推進上でもメリット

はあると思われる。

5．SDBについて

　事業性評価の対象候補先の絞込みで、外部

評価として紹介したSDBについて、参考ま

でに触れておきたい。

　信用リスクデータベースは、2000年頃よ

り各業態で構築が進んだ。いずれのデータ

ベースも大量のデータを蓄積し、当該データ

を加工した統計情報やスコアリングモデルを

金融機関等に提供している。

　信用金庫業界では、2004年にSDBが構築さ

れた。SDBでは、信用金庫の顧客である中小

企業や個人事業主のデータのみでデータベー

スを構築しており、参加信用金庫へ統計情報

やスコアリングモデルを作成・還元している

（図表3）。

　統計情報には、地域や業種ごとのデフォル

ト率や財務指標値等に関する統計が掲載され
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ており、融資企画の立案等に用いられている。

　予想デフォルト確率とSDB階級が算出さ

れるSDBスコアリングモデルは、法人版と

個人事業主版があり、信用金庫の内部格付の

補完や貸出採算管理、信用VaRの算出等で活

用されている。

　リスクに見合った適切な対応を図りつつ、

金融仲介機能を果たしている信用金庫にとっ

て、リスクを正確に把握することは不可欠で

ある。SDBは、様々な場面で信用金庫の信

用リスク管理の高度化に貢献している。

6．おわりに

　日本の将来人口が減少する見通しのなか、

金融機関にとって、低金利環境の長期化など

外部環境の変化により、持続可能なビジネス

モデルの構築は急務となっている。その構築

の柱の一つとして、事業性評価融資という考

え方が近年クローズアップされているが、当

然ながら信用リスクに注意を払わず融資を推

進することは再び不良債権処理に追われる事

態を招くことになる。そうなれば、リスクの高

い融資は行いにくくなり、持続可能なビジネ

スモデルの構築どころではなくなってしまう。

　そうならないためには、企業の将来性等を

評価するノウハウを蓄積することはもちろん

のこと、事業性評価融資の採算性や、生じた

デフォルトの傾向等について絶えず分析し、

PDCAサイクルを働かせて、ある程度の採算

が確保できる態勢を構築しながら徐々に融資

を増やしていくしかないと思われる。

〈参考文献〉

・日本銀行『内部格付制度に基づく信用リスク管理の高度化』日本銀行ホームページ（2005）

・金融庁『平成26事務年度金融モニタリング基本方針』金融庁ホームページ（2014）

・金融庁『平成27事務年度金融レポート』金融庁ホームページ（2016）

・尾木研三『スコアリングモデルの基礎知識』金融財政事情研究会（2017）

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表3�　SDBの概要�
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（キーワード）　�常勤役職員数、外部機関との連携等、専門家人材の中途採用等、�
人事制度改革

（視　点）

　金融仲介機能の発揮に向けた商品・サービスの内容が高度化するなか、外部専門家を積極的

に活用する地域金融機関が増えてきた。なかでも近年は外部機関との連携等に加えて、専門家

人材を職員として中途採用する動きなどがある。これは、時間をかけて一人ひとりの職員を育

成する従来スタイルの人材育成手法では、経営環境の変化スピードに追い付かなくなってきた

ためであり、ノウハウ蓄積の時間を買う動きとみられる。多様なバックグラウンドを有する人

材を受け入れることが自行庫の発展につながるとの意見もある。

　そこで本稿では、金融仲介機能のベンチマークにも掲げられる「外部専門家の活用」につい

て、専門家人材の中途採用等の観点から取りまとめることとしたい。

（要　旨）
⃝�信用金庫の平成28年度末の常勤役職員数は、前期比0.7％減少の10万9,587人となり、6年連

続で前期を下回った。
⃝�経営環境の変化スピードが加速するなか、外部専門家を活用し自行庫の不足するリソース

やノウハウを補完する動きが強まっている。
⃝�なかでも取引先の課題解決支援を強化するため、メーカー出身者を嘱託職員として採用す

るといった専門家人材の中途採用等の動きもみられ始めた。
⃝�専門家人材の中途採用等にあたっては、人材育成策・人事制度改革と関連させて検討する

必要があろう。

調 査

金融仲介機能の発揮に向けた外部専門家の活用について

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席調査役

刀
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禰　和
かずゆき

之
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はじめに

　金融仲介機能の発揮に向けた商品・サービ

スの内容が高度化するなか、外部専門家を積

極的に活用する地域金融機関が増えてきた。

なかでも近年は外部機関との連携等に加え

て、専門家人材を職員として中途採用する動

きなどがある。これは、時間をかけて一人ひ

とりの職員を育成する従来スタイルの人材育

成手法では、経営環境の変化スピードに追い

付かなくなってきたためであり、ノウハウ蓄

積の時間を買う動きとみられる。多様なバッ

クグラウンドを有する人材を受け入れること

が自行庫の発展につながるとの意見もある。

　そこで本稿では、金融仲介機能のベンチ

マークにも掲げられる外部専門家の活用につ

いて、専門家人材の中途採用等の観点から取

りまとめることとしたい。

	1．平成28年度末の常勤役職員数

（1）常勤役職員数の推移

　最初に信用金庫の常勤役職員数の状況を確

認する。

　信用金庫の平成28年度末の常勤役職員数

は、前期比0.7％、841人減少の10万9,587人

となり、6年連続で前期を下回ると同時に11

万人の大台を割り込んだ（図表1）。

　28年度末の常勤役職員の内訳は、①常勤

役員が前期比0.4％増の2,204人、②男子職員

が1.9％減の6万7,808人、③女子職員は1.1％

増の3万9,575人となった（図表2）。男子職員

は、採用難に加えベテランの退職増などか

ら、21年連続で前期比減少した。一方、女

子職員は近年の女性活躍推進の動きもあり、

11年連続で前期を上回っている。

（2）地区別の推移

　28年度末の地区別の常勤役職員数は、全
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図表1　常勤役職員数の推移 図表2　常勤役職員の内訳	 （単位：人、％）

18年度末 27年度末 28年度末

常勤役員 2,292 2,195 2,204

（構成比） 2.0 1.9 2.0

男子職員 77,908 69,126 67,808

（構成比） 69.3 62.5 61.8

女子職員 32,165 39,107 39,575

（構成比） 28.6 35.4 36.1

合　計 112,365 110,428 109,587

（備考）1．図表1〜5まで信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
2．本稿では他業態との合併等を考慮していない。
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11地区で前期比減少した（図表3）。北陸が

前期比2.4％減（85人減）となったほか、中

国の2.2％減（138人減）、東北の1.8％減（94

人減）が続いた。地区別の1金庫あたり常勤

役職員数をみると、東京の801.2人から東北

の189.6人まで開きがある。

　また、18年度末と比較すると、東海と近

畿の2地区で増加し、他の9地区で減少した。

減少した地区では、北陸（18.0％減）、東北

（14.7％減）、南九州（12.7％減）が2桁の減

少を示した。

（3）信用金庫別の推移

　18年度末から28年度末までの信用金庫別

の常勤役職員数増減状況は、①増加が93金

庫（構成比35.2％）、②増減なしが6金庫

（2.2％）、③減少は165金庫（62.5％）となっ

た。増加した信用金庫のうち20％以上の増

加は10金庫（3.7％）ある。一方、20％以上

の減少は20金庫（7.5％）となる。

　男子職員と女子職員の増減状況は、①男子

職員・女子職員ともに増加が22金庫（構成

比8.3％）、②男子職員減・女子職員増が191

金庫（72.3％）、③男子職員・女子職員とも

に減少は42金庫（15.9％）となった（図表4）。

図表3　地区別の常勤役職員数	 （単位：人、％）

地　区 18年度末 27年度末 28年度末 18年度末対比 27年度末対比
男子職員 女子職員 1金庫あたり

人数増減率 増減数 増減率 増減数

北海道 5,166 4,879 4,845 △�6.2 △��321 △�0.6 △�34 2,919 1,757 220.2

東　北 6,006 5,214 5,120 △14.7 △��886 △�1.8 △�94 3,051 1,876 189.6

東　京 18,949 18,627 18,428 △�2.7 △��521 △�1.0 △199 11,930 6,277 801.2

関　東 21,651 21,599 21,507 △�0.6 △��144 △�0.4 △�92 13,413 7,686 438.9

北　陸 4,077 3,425 3,340 △18.0 △��737 △�2.4 △�85 1,959 1,270 208.7

東　海 21,421 22,037 22,034 2.8 613 △�0.0 △��3 13,436 8,225 579.8

近　畿 19,857 20,364 20,232 1.8 375 △�0.6 △132 12,434 7,487 697.6

中　国 6,393 6,048 5,910 △�7.5 △��483 △�2.2 △138 3,673 2,089 281.4

四　国 2,216 2,128 2,111 △�4.7 △��105 △�0.7 △�17 1,248 795 211.1

九州北部 2,616 2,528 2,494 △�4.6 △��122 △�1.3 △�34 1,489 917 191.8

南九州 3,807 3,337 3,323 △12.7 △��484 △�0.4 △�14 2,103 1,113 221.5

合　計 112,365 110,428 109,587 △�2.4 △2,778 △�0.7 △841 67,808 39,575 415.1

（備考）沖縄県は合計に含む。
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図表4　男子・女子職員の増減率
（18年度末→28年度末）
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　28年度末の信用金庫の平均常勤役職員数

は415.1人であった。28年度末の1金庫あたり

の常勤役職員数は、①99人以下が25金庫（構

成比9.4％）、②100人〜299人が122金庫（46.2％）、

③300人〜499人が50金庫（18.9％）、④500人

から999人が44金庫（16.6％）、⑤1,000人以上は

23金庫（8.7％）であった（図表5）。

　18年度末の構成比と比較すると、200人以

下が37.2％（107金庫）から35.2％（93金庫）と

なる一方で、500人以上は24.3％（70金庫）か

ら25.3％（67金庫）となっている。1,000人以

上についてみると、20金庫から23金庫にや

や増加した。

2．商品・サービスの高度化への対応

（1）専門家人材の確保

　過去の採用抑制や近年の大量採用の影響な

どから、多くの信用金庫で何らかの人員構成

上の歪みがあるとされる。一部では新規採用

に苦戦している信用金庫もあり、職員の「質

の向上」と「量の確保」は業界の共通課題と

みられる。

　これまで当研究所では、若手職員の育成に

向けた『2016年2月信金中金月報増刊号』

「若手職員の人材育成・OJTについて」や

『2017年7月信金中金月報』「信用金庫の若手

職員の育成事例について①−さわやか信用金

庫−」、中堅職員の育成策である『2017年2

月信金中金月報増刊号』「信用金庫の中堅職

員の育成策として−信用金庫内で補い合える

体制の構築がより重要に−」などを取りまと

めてきた。

　そこで今回は、取引先本業支援の強化に不

可欠とされる専門家人材の確保策について取

り上げることとした。専門家人材とは、製造

業や小売業など特定業種に対する知識が深い

職員、ITやビジネスマッチング、事業承継

などの業種横断的なノウハウを有する職員な

どを指す。

　信用金庫を取り巻く貸出競争が激しさを増

すなか、金利競争と一線を画した課題解決型

営業への転換が叫ばれて久しい。低金利では

ない付加価値を顧客に提供するためには、高

い金融知識・提案能力に加えて、既存の信用

金庫職員では提案の困難な、より取引先の本

業支援に踏み込んだ議論が求められるように

なってきた。そこで各信用金庫は専門家人材

の育成に向け取引先や外部専門機関への研修

出向などを行ってきたところである。

　ところが、信用金庫経営を取り巻く変化ス

ピードが加速し、より早く、より高品質な商

品・サービスの提供が競争上の勝敗を分ける

ようになりつつある。そのため長い時間をか

け職員を専門家人材に育成したのでは時間と

コストがかかり過ぎるし、ローテーションを

18 27 28

1,000人以上
500～999人
400～499人
300～399人
200～299人
100～199人
99人以下

（年度末）

図表5　1金庫あたりの常勤役職員数
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基本とする従来型の人事制度では育成が難し

い状況にある。こうしたなか、外部専門家を

活用し、自金庫の不足するリソースやノウハ

ウを補完する動きが強まる方向にある。

（2）金融仲介機能のベンチマーク

　金融庁は、平成28年9月、「金融仲介機能

のベンチマーク」を公表した。ベンチマーク

では、取引先本業支援の強化による金融仲介

機能の発揮が求められており、そのうち選択

ベンチマークに人材育成および外部専門家の

活用が盛り込まれている（図表6）。

　29年7月現在の地域金融機関のベンチマー

ク開示状況をみると、小項目（39）および

（40）の取組みが目立つ。一方で（41）は少数

のようである。外部人材の登用や出向の受入

れなどのハードルがまだまだ高いのは事実で

あろう。だからこそ本稿では外部専門家の活

用、なかでも「（41）取引先の本業支援に関

連する外部人材の登用数、及び、出向者の受

入れ数（経営陣も含めた役職別）」に関連

し、専門家人材の中途採用等に焦点をあてて

みたいと考える。

3．専門家人材の中途採用等

　外部専門家の活用は、①外部機関との連携

等、②専門家人材の中途採用等に分けられ

る（図表7）。これまでは、コンサルティン

グ会社や士業などの専門家集団、公的専門機

関といった外部資源を活用し、高度な商品・

サービス提供を実現してきた。ここにきて、

専門能力の高い業界外の人材を中途採用等で

受け入れる動きもみられるようになってき

た。それぞれのメリットおよびデメリット（相

対評価）は次のとおりである。

図表6　選択ベンチマーク（抜粋）	

（9）人材育成 39．取引先の本業支援に関連する研修等の実施数、研修等への参加者数、資格取得者数

（10）外部専門家の活用

40．外部専門家を活用して本業支援を行った取引先数

41．取引先の本業支援に関連する外部人材の登用数、及び、出向者受入れ数（経営陣も
含めた役職別）

（備考）金融庁『金融仲介機能のベンチマーク』より信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

外部専門家の活用

外部機関との提携等

専門家人材の中途採用等

図表7　外部専門家の活用

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成



68� 信金中金月報　2017.9

（1）外部機関との連携等

　外部機関と連携することで、比較的短時間

で高度な商品・サービスを提供可能な体制整

備が可能である。自金庫の求める専門分野ご

とに連携先を増減させられるので、取引先に

最良の商品・サービスを提供しやすいなどの

メリットがある。

　その一方で、外部機関との連携は専門業務

の外部への「丸投げ」となり、自金庫内にノ

ウハウを蓄積しにくいとの意見がある。情報

管理などの体制整備を求められる点も課題だ

ろうし、外部機関に費用を支払うケースもあ

るだろう。

（2）専門家人材の中途採用等

　専門家人材を中途採用することで、自金庫

内に専門家人材の有するノウハウを蓄積でき

るメリットがある。専門家人材を職員として

雇用するので、運用面での自由度も高まると

される。

　一方で、自金庫が求める専門家人材を採用

するには手間とコストを要する点が課題とな

る。また将来に亘って採用した専門家人材を

雇用し続ける義務も生じる。

　各信用金庫は、これらのメリット・デメ

リットを勘案し、外部専門家の活用策を使い

分けていく必要があろう。

　都内のある信用金庫では外部機関を積極的

に活用する一方で、メーカー出身者を「コン

シェルジュ」として中途採用している。製造業

に対する支援を強化するうえで、信用金庫の

役職員がアドバイスできる範囲は限定される。

そこで、大企業などを定年退職した60代のシ

ニア層を嘱託職員として採用した。現在、コン

シェルジュは週3日程度の出勤体系である。

　コンシェルジュは、営業店からの要請によ

り取引先の工場を訪問し、専門家の立場から

課題解決を支援する。当該企業の隠れた強み

や課題を整理したり、新製品開発や販路拡大

に向けたアドバイスを行ったりしている。

　導入効果をあげると、専門知識を有するコ

ンシェルジュが相談に応じることで、取引先

の社長や工場長の評判は非常に良く、販路拡

大など本業支援の一助となっている。相談結

果などは金庫内に還元され、事業性評価ノウ

ハウの蓄積につながるほか、営業店職員の提

案力向上にも資する取組みとなっている。

4．活用にあたっての検討課題

　外部専門家の中途採用等を進めるにあたっ

ては、①人材育成策・人事制度改革と絡めて

検討する必要がある。これに加えて、②採用

手法の検討、③専門家人材の処遇、④職員へ

の普及なども課題となろう。

（1）人材育成策・人事制度改革

　自金庫職員の人材育成策・人事制度改革と

絡めて検討する必要がある。専門家人材は専

門職として特定の部署・業務に長期間携わる

可能性が高い。どこまでの業務を一般職員の

育成で賄うべきか、それとも外部に任せる

か、また従来の人事制度とは異なる評価体系

の職員を雇い入れることへの対応策などの検

討が求められる。
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（2）採用手法の検討

　自金庫の求める専門家人材の採用方法を検

討する必要がある。一般に中途採用等の募集

は、人材派遣業者に委託するか、自金庫の

ホームページなどを通じ募集することが多い

のではないか。その際、求める人材・地域・

処遇などがマッチして初めて中途採用等が実

現するため、タイミングよく求める専門家人

材を確保できるとは限らないだろう。

（3）専門家人材の処遇

　人材育成・人事制度改革に関連し、採用し

た専門家人材がモチベーションを維持・向上

できる処遇を検討する必要がある。せっかく

専門家人材を中途採用したものの、処遇面で

折り合わず短期間で退職してしまうケースも

あるとされる。信用金庫に就職することの意

義や期待する役割を共有することなどが求め

られる。

（4）職員への普及

　せっかく採用した専門家人材のすぐれた経

験やノウハウを自金庫の職員に普及させる必

要がある。ノウハウの蓄積および研修などを

通じ職員のレベルアップを図ることが本業支

援の拡充にとって不可欠といえる。

おわりに

　近年、雇用が流動化し若手職員の早期退職

が目立つようになるなか、信用金庫において

積極的に中途採用等を実施し、職員数の不足

を埋める動きも強まってきた。専門家人材の

中途採用等は自金の不足するリソースやノウ

ハウを補完するための一手法であり、育成に

要する時間を買う手段といえる。信用金庫が

金融仲介機能を発揮し、積極的に取引先本業

支援を実施するため、専門家人材の中途採用

等についても検討してみたらどうだろうか。

〈参考文献〉
・金融庁『金融仲介機能のベンチマーク』
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（キーワード）　�小原鐵五郎、貸すも親切・貸さぬも親切、裾野金融論、人の性は善なり

（視　点）

　金融庁は、2016年9月に「金融仲介機能のベンチマーク」を公表した。同年10月に発表した

「平成28事務年度金融行政方針」では、金融機関に対して①ベンチマークを活用した金融仲介機

能の自己評価、②金融仲介機能の取組状況についての顧客に対する積極的な情報提供、などが

促されている。

　信用金庫がベンチマークの趣旨や目的を理解し、金融仲介機能を発揮するにあたっては、城

南信用金庫元理事長（全国信用金庫連合会元会長）の小原鐵五郎氏が信用金庫の進むべき道を

示した「小原語録」が参考になる。本稿では、ベンチマークを活用し、取引先企業の価値向上

を図る際に参考となる「小原語録」を紹介する。

（要　旨）

⃝	「小原語録」は、城南信用金庫元理事長の小原鐵五郎氏が自らの長年の業務経験を通じて

得た知見をもとに、今後の信用金庫の進むべき道を示したものである。

⃝	本稿では「貸すも親切、貸さぬも親切」、「裾野金融論」、「人の性は善なり」の3つを紹介す

る。「貸すも親切、貸さぬも親切」では地域密着や短期貸付の意義、「人の性は善なり」で

は担保に依存せず信用で貸すことの必要性を説明している。

⃝	「小原語録」は、現代の信用金庫業務にも十分生かせる内容である。信用金庫は「小原語

録」の趣旨を理解し、取引先企業の企業価値向上に努めていくことが求められる。

調 査

ベンチマークの活用に生かせる「小原語録」
−「貸すも親切、貸さぬも親切」など−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所次長

荻野　和之
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	はじめに

	　金融庁は、2016年9月に ｢金融仲介機能の

ベンチマーク（以下「ベンチマーク」という。）｣

を公表した。金融庁は、ベンチマーク策定の

趣旨について以下のように述べている	（注1）。

●	（これまでの）監査・検査を通じて、金融

機関によって金融仲介の取組みの内容や成

果に相当の差があること、また、企業から

評価される金融機関は、取引先企業のニー

ズ・課題の把握や経営改善等の支援を組織

的・継続的に実施することにより、自身の

経営の安定にもつなげていることなどが確

認された。

●		金融機関が自身の経営理念や事業戦略等に

も掲げている金融仲介の質を一層高めてい

くためには、自身の取組みの進捗状況や課

題等について客観的に自己評価することが

重要である。

●		金融機関が取引先企業の事業の実態をよく

理解し、融資やコンサルティングに取り組

むことによりそのニーズや課題に適切に応

えていくことは、企業の価値向上や生産性

向上を通じて我が国経済の持続的成長につ

ながるとともに、金融機関自身の経営の安

定にも寄与するものである。

●		金融機関においては、ベンチマークの趣旨

や目的をよく理解し、企業の価値向上等に

資する金融仲介の取組みの実績を着実に上

げていくことを期待している。

　このように、金融庁は金融機関に対して、

ベンチマークを活用し、取引先企業の価値向

上に努めることを期待している。信用金庫が

ベンチマークの活用を検討するにあたって

は、城南信用金庫元理事長（全国信用金庫連

合会元会長）の小原鐵五郎氏（以下「小原

氏」という。）が自らの業務経験を通じて得

た知見をまとめた「小原語録」が参考にな

る。本稿では、ベンチマークの活用にあたっ

て役立つと思われる小原語録を紹介する。

1．小原語録とは

　小原氏の経歴は以下の通りである。

1899年11月　	東京府下荏原郡大崎村

　　　　　　（現：東京都品川区）で出生

1919年 7 月　	大崎信用組合設立に参加

1945年 8 月　	15の信用組合が合併のうえ城

南信用組合発足、専務理事

1951年10月　	城南信用金庫に改組、専務理事

1956年 5 月　	城南信用金庫理事長

1963年 5 月　	全国信用金庫連合会

　　　　　　（現：信金中央金庫）会長

1966年 3 月　	全国信用金庫協会会長

1975年11月　	城南信用金庫会長

1989年 1 月　	89歳で死去

　小原氏は、城南信用金庫の前身である大崎

信用組合の設立に参加して以来、70年近く

にわたり信用金庫業務一筋に取り組み、城南

信用金庫および信用金庫業界の発展に大きく

貢献した。

（注）1	．		金融庁「金融仲介機能のベンチマークについて」
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　小原氏は、①中小企業の健全な育成発展、

②豊かな国民生活の実現、③地域社会繁栄へ

の奉仕、という信用金庫の3つのビジョンを

打ち出すとともに、信用金庫がどのような経

営を行うべきか、などを示した「小原語録」

を複数の書籍にとりまとめた。ここでは、ベ

ンチマークの活用にあたって役立つと思われ

る小原語録を3つ紹介する。

2．「貸すも親切、貸さぬも親切」

　最初に取り上げる「貸すも親切、貸さぬも

親切」は、小原語録の中で最も良く知られて

いる言葉である。これは、「お客様のために

ならないお金は貸さず、お役に立ち、感謝さ

れて返ってくるような生きたお金を貸さなけ

ればならない」という意味である。

　1930年4月、大崎信用組合の書記を務めて

いた当時30歳の小原氏は、信用金庫の前身

である市街地信用組合の中央機関であった

「産業組合中央会」主催の弁論大会に参加

し、一等入賞した。以下はその演説の抜粋で

ある。	（注2）

〈信用組合の貸付金について〉

　「私は信用組合で貸付の仕事を致しており

ますので、信用組合の貸付金はこうした方が

良い、こうすれば悪いと思いましたことを皆

さんにお話し申し上げてみたいと存じま

す。」（中略）

　「信用組合は組合員のためになる金は貸し

ますが、いくら良い担保があるからと言っ

て、組合員のためにならない金は貸してはな

らないと思います。」（中略）

　「信用組合が金を貸すときに、期限を定め

ますが、期限は用途によって決めることが一

番良いと思います。商品の仕入資金、建物請

負業者の請負資金は短期の貸付であります。

（中略）

　「米屋が暮れの糯
もち

米を仕入する資金の必要

な時期は十月中から十一月の月始めでありま

す。米屋は信用組合から借りた資金で糯米の

仕入を致しまして、暮に糯をついてお客さま

へ配達致しますが、大晦日にはどんなに遅く

なっても糯の代金は集金してしまいますの

で、翌年正月四日、信用組合の御用始めには

借金が返せるので、その日を返済期限と定め

ておきますれば間違いなく返済出来るもので

あります。」

　「これを一ケ年の期限に致しておきますれ

ば、正月四日に信用組合へ返済の出来る金が

有っても、まだ期限があるからと思って他の

用途に利用したため、たまたま期限が来まし

ても返済出来なくなって失敗することがあり

ます。」（中略）

　「担保が十分あったり沢山の金が借りられ

るような人は他所へ行っても、借りることが

出来ます。こういう人からは相当な利息を取

りまして、只今申し上げましたような人（信

用力があまり高くない人）の立場を考え、信

用組合は小さい金を借りる人ほど、安い金利

で金を貸すことが良いと思います。」（後略）

　信用力があまり高くない顧客への貸出は貸

（注）2	．		小原鐵五郎『貸すも親切　貸さぬも親切』、P46～P50
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倒れのおそれもあるが、小原氏は著書で次の

ように述べている。（注3）

　「反面、そういう貸し方をしていれば、リ

スクは当然ある。借り手が一所懸命やって

も、景気やめぐり合わせでどうしようもない

貸倒れも出てくる。しかしそれはやむをえな

い。」（中略）

　「出た損は毎年、着実に償却して、貸し金

のとどこおりを残さないようにしていけばい

いのだ。貸倒れを恐れて、リスキーなところ

とは取引しないというのでは、信用金庫の社

会的責任は果たせない。ほんとうの中小企業

金融は、いつもリスクを覚悟の上で貸さなけ

ればならない仕事である。」（中略）

　「（貸倒れにならないためには）人物と仕事

の将来性をしっかり判断できるような眼を養

うこと（が大事）であり、それには一にも二

にも地域に密着して、地域全体の中で、その

人の評判をつねづね確かめ、何くれとなく付

合いを深めていかなければならない。私がい

つも言う“地域密着”は、その意味からも信用

金庫の原点なのである。」（中略）

　「多く貸しすぎれば、その仕事以外に投資

して失敗してしまうこともある。逆に少なす

ぎたのでは役に立たない。相手の話を鵜呑み

にするのではなく、自分でも目安がつけられ

るようにならなければならない。それもやは

り“地域密着”で、長く腰を据えて取り組めば

自然に会得できるものである。」（中略）

　「ためにならないおカネは貸してはならな

い、貸しすぎて失敗させてはいけない-これ

が私のモットーである『貸すも親切、貸さぬ

も親切』である。これは全国の信用金庫人す

べてに、共通の心構えとして持ってほしい信

念である。」

　このように、小原氏は信用金庫が地域密着

を徹底し、人物と仕事の将来性を判断できる

眼を養うことの必要性を述べている。小原氏

は前述の演説の中で、仕入資金などの運転資

金は原則として短期貸付と述べているが、本

件に関連する選択ベンチマークの項目は図表

1のとおりである。

　2017年5月末時点でベンチマークの取組状

況を開示した地域銀行は71行あるが〈地方

銀行64行中50行（78%）、第二地方銀行41行中

21行（51%）〉（注4）、このうち選択ベンチマーク

33の「運転資金に占める短期融資の割合」を

開示した銀行は8行と全体の11%にとどまる。

（注）3	．小原鐵五郎『貸すも親切　貸さぬも親切』、P51～P58
　　4	．信金中央金庫	地域・中小企業研究所調べ。この他、東京TYフィナンシャルグループに属する新銀行東京もベンチマーク

の取組状況を開示している。

図表1　「貸すも親切、貸さぬも親切」に関連する選択ベンチマーク項目	
選択ベンチマーク 開示行

1.	全取引先と地域の取引先数の推移、及び、地域の企業数との比較（先数単体ベース） 34

2.	メイン取引（融資残高１位）先数の推移、及び、全取引先数に占める割合 32

33.	運転資金に占める短期融資の割合 8

（備考）金融庁ホームページ、開示行については信金中央金庫	地域・中小企業研究所調べ
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3．「裾野金融論」

　続いて、「裾野金融論」を紹介する。これ

は、「大企業を富士の頂だとしたら、中小企

業の広大な視野があってこそ経済は成り立

つ」という考えである。全産業の9割以上を

占める中小企業が裾野となり、しっかりと大

企業を支えているからこそ、日本の産業が成

り立っていることを説明している。

　1967年、当時の大蔵省は中小企業金融機

関再編成に関する試案、いわゆる信用金庫の

株式会社案を衆議院の金融制度調査会に提出

した。この試案は、信用金庫を会員組織から

株式会社に組織替えし、都銀、地銀等と同列

に置こうとするものだった。

　当時、日本は欧米諸国から資本自由化を迫

られていた。信用金庫だけが異質な会員組織

のままでいたのでは、たとえば上位の銀行に

よる合併・吸収などもやりにくくて困る。そ

こで株式会社に改めさせ、組織形態を共通に

しておけば、合併も整理・淘汰もしやすくな

る、という狙いがあったと思われる。

　小原氏は、「会員組織か株式会社かは、単

なる組織形態の問題ではない。中小企業金融

はいかにあるべきかという“確たるビジョン”

があるのかないのかという、信用金庫の存立

自体にかかわる問題である」と考えた。そこ

で、衆議院の金融制度調査会で以下のように

主張した。（注5）	

　「あの富士山の美しい姿には、だれも目を

奪われ感嘆するが、白い雪におおわれたいた

だきは、長く裾をひいた稜線があってこそ気

高くそびえるものであり、広大な裾野がある

から富士山は秀麗に見えるのである。日本の

企業も、代表的な大企業を富士のいただきと

するなら、中小企業はそれを支える裾野であ

る。その裾野に位置する中小企業のための金

融機関が信用金庫であり、その果たしている

機能・役割・使命は、重く大きい。」

　以来、この考えが「裾野金融論」として定

着するようになった。このような小原氏の信

念が行政当局等に通じた結果、信用金庫の株

式会社化案は実現せずに終わった。

　現在でも、日本の全企業のうち99%以上が

中小企業である（注6）。引き続き、信用金庫は

地域密着を徹底し、広大な裾野を構成する中

小企業を支えることが大事である。

4.「人の性は善なり」

　最後に、「人の性は善なり」を紹介する。

これは、「恩情を持って接すれば、その心は

必ず相手に通じ相手も応えようと努力する」

という意味である。

　小原氏は、著書の中で以下のように述べて

いる。

　「人を信じるということは、楽で容易なこ

とではない。何よりも、自分自身が他人に信

用され、信頼を得なければならないからだ。

言っていることと、やっていることが一致し

ていなければならないし、自分自身に厳しく

（注）5	．小原鐵五郎『小原鐵五郎経営語録　王道は足もとにあり』、P119～P120
	　		6．中小企業庁『2017年版　中小企業白書概要』
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なければならない。信ずるに足る自分を磨く

努力なくしては、人を信じることはできな

い。」（中略）

　「人間を信じるということは、その人間の

心の中にある性善なるものに働きかけること

である。そのためには、自分の目で、しっか

りとその人の性善なるものをみつけなければ

ならないと思っている。」	（注7）

　また、人を信じて貸すことの効果について

は、以下のように述べている。

　「私は「地域を固めろ」といっている。（中

略）本支店の周辺を一軒の漏れもなく固め

る。つまり会員にする。」（中略）

「そして、地域ぐるみしっかり取引していれ

ば、それぞれのお客さまと顔なじみになる

し、また、まわりからいろいろな話がおのずと

入ってくる。そうなれば、おカネを貸すたび

に書類を作ったり、調べたりしなくても、い

ま貸していいか悪いか、貸すならいくらぐら

いまでか、即座に判断できるはずだ。」（中略）

　「銀行のまねをして、調書をつくり、デー

タをとり、決算報告書をもってこさせて、い

ろんな角度から調査してみても、そういう数

字だけのというか機械的なものさしだけで

は、中小企業の実態はつかめない。」（中略）

「『この人ならこのくらいまで貸しても大丈夫

だ』という見きわめさえついていれば、なに

も無理に抵当権を設定した担保など取らなく

てもいい。

　『あなたなら、担保はいりません。信用で

貸します』と申し上げればいいのだ。

そうすると、お客さまは感激する。『そこま

で私は信用されているのか』

　そう考え、このおカネは何が何でもキチン

と返さなければならないと決心するだろう。

したがって、貸倒れは起きないというわけ

だ。」	（注8）

　「担保に依存せず信用で貸す」という観点

で活用できるベンチマークの項目は図表2の

通りであり、どの項目も開示した銀行はさほ

ど多くない。

	おわりに

　本稿では、ベンチマークの活用にあたって

参考となる小原語録を紹介した。実際に小原

氏がこれらの言葉を残してからかなりの年月

がたっているが、現代の信用金庫業務にも十

分生かせる内容である。

（注）7	．小原鐵五郎『小原鐵五郎経営語録　王道は足もとにあり』、P119～P120
	　		8．小原鐵五郎『貸すも親切　貸さぬも親切』、P31～P34

図表2　「人の性は善なり」に関連する選択ベンチマーク項	
選択ベンチマーク 開示行

7.	地元の中小企業与信先のうち、無担保与信先数、及び、無担保融資額の割合（先数単体ベース） 23

8.	地元の中小企業与信先のうち、根抵当権を設定していない与信先の割合（先数単体ベース） 12

9.	地元の中小企業与信先のうち、無保証のメイン取引先の割合（先数単体ベース） 9

（備考）金融庁ホームページ、開示行については信金中央金庫	地域・中小企業研究所調べ
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　金融庁は2016年10月に発表した「平成28

事務年度金融行政方針」において、「人口の

減少や低金利環境の継続等により経営環境が

厳しさを増す中、特にビジネスモデルの持続

可能性に大きな課題が認められる金融機関に

対しては、そうした課題に係る経営陣（社外

取締役を含む）の認識等について、深度ある

対話を行い、課題解決に向けた対応を促

す。」としている。また、「金融機関の取組み

の実態把握、ベンチマーク等の客観的な指標

等を活用し、ガバナンス、業績目標・評価、

融資審査態勢等を含め、金融仲介の質の向上

に向けて、経営陣と深度ある対話を実施す

る。」としている。

　信用金庫は、小原語録の趣旨を理解し、自

らの特性に合ったベンチマークを選択のう

え、取引先企業の価値向上に努めていくこと

が求められる。

〈参考文献〉
・小原鐵五郎『わが道ひと筋』日本工業新聞社、1969年5月

・小原鐵五郎『小原鐵五郎語録』金融タイムス社、1973年8月

・小原鐵五郎『貸すも親切　貸さぬも親切』東洋経済新報社、1983年7月

・小原鐵五郎『小原鐵五郎経営語録～王道は足もとにあり』PHP研究所、1985年1月

・金融庁『平成27事務年度　金融レポート』、2016年9月

・金融庁『金融仲介機能のベンチマークについて』、2016年9月

・金融庁『平成28事務年度　金融行政方針』、2016年10月

・城南信用金庫ホームページ、採用パンフレット「Johnan	Style」

・中小企業庁『2017年版　中小企業白書』、2017年4月
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地域・中小企業研究所が
「職域セールスにかかる情報交換会」を開催

　地域・中小企業研究所では、「しんきん実務研修プログラム」の一環として、「職域セー
ルスにかかる情報交換会」を平成29年7月12日(水)に東京で開催しました。
　信用金庫では、近年、核家族化、女性の社会進出等により、日中の有効面談率が低下
し、セールス機会が減少している状況の中、職域セールスを推進することで、個人ローン
等の獲得が図られるとともに、企業側にとっても福利厚生の充実が図られることから、積
極的に取り組む信用金庫が増えてきています。
　本情報交換会は、各参加金庫が有する取組事例および成功・失敗事例等のノウハウにつ
いて情報共有を行うとともに、職域セールスで成果をあげる方法についてディスカッショ
ンを行うことで、業務上の課題解決を行うことを目的として開催したもので、全国から
71金庫、71人の信用金庫役職員が参加しました。
　始めに、沼津信用金庫の業務部業務課の西寿代課長および三井友見課長代理が、信用金
庫事例発表として、金利優遇をはじめ様々なサービス（健康・暮らし・学び・楽しみな
ど）を総称した「職域サポートサービス『ななつぼし』」を活用した取引推進と顧客獲得
方法について、基調講演を行いました。参加者からは、沼津信用金庫の取組みについて、
「地域を活性化するための仕組み作りにまで視野を広げて営業展開している点が参考に
なった」などの感想が寄せられました。
　その後、11グループに分かれて、各参加金庫から職域セールスの取組状況等について
事例報告を行った後、グループメンバー間で、優遇商品・優遇内容（選定および見直し時
期）、契約先の従業員への周知方法、営業担当者のスキルアップ方法、本部によるサポー
トなど幅広い論点で活発なディスカッションが行われ、「職域セールスについて各々の信
用金庫が抱える具体的な課題や改善策を知ることができて参考になった」などの意見があ
りました。

沼津信用金庫の講演 情報交換会の様子

信金中金だより
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地域・中小企業関連経済金融日誌（2017年7月）

3日 ● 日本銀行、全国企業短期経済観測調査（短観、2017年6月）を公表 資料1

○ 中小企業庁、平成29年度予算により実施する「地域中小企業人材確保支援等事業」
について公表

6日 ○ 九州財務局と日本銀行、平成29年7月5日からの大雨による災害に対する金融上の
措置（大分県）について要請

○ 福岡財務支局と日本銀行、平成29年7月5日からの大雨による災害に対する金融上
の措置（福岡県）について要請

○ 経済産業省、平成29年7月5日からの大雨に係る災害に関する被災中小企業・小規
模事業者対策の実施について公表（7日と14日に特別相談窓口における休日対応に
ついても公表）

7日 ● 中小企業庁、「事業承継5ヶ年計画」を策定 資料2

○ 金融庁、NISA･ジュニアNISA口座の利用状況に関する調査結果を公表

○ 日本銀行、「生活意識に関するアンケート調査」（第70回）の結果－2017年6月調
査－を公表

10日 ● 日本銀行、地域経済報告－さくらレポート－（2017年7月）を公表 資料3

11日 ● 総務省、個人企業経済調査（構造編）平成28年結果を公表 資料4

21日 ● 日本銀行、金融システムレポート別冊「2016年度の銀行・信用金庫決算」を公表 資料5

25日 ● 経済産業省、「平成29年4－6月期地域経済産業調査」を公表 資料6

○ 経済産業省、「平成29年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付
の方針」の閣議決定を公表（特定補助金等の中小企業・小規模事業者等向け支出
目標額は460億円）

○ 経済産業省、「平成29年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の閣議決定
を公表（中小企業・小規模事業者向け契約目標は55.1％を設定）

26日 ● 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部および内閣府地方創生推進室、RESAS「地
域経済循環マップ」に関する分析事例等を公表

資料7

28日 ○ 金融庁、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針を公表した金融
事業者のリストの公表（第1回）を実施（桐生、多摩、西尾、広島、碧海の5信金
も公表）

○ 金融庁、貸金業関係資料集を更新

○ 東北財務局と日本銀行、平成29年7月22日からの大雨による災害に対する金融上
の措置（秋田県）について要請

○ 経済産業省、消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査（6月調査）の調査結果
を公表
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（資料1）

日本銀行、全国企業短期経済観測調査（短観、2017年6月）を公表（7月3日）

　日本銀行は、全国企業短期経済観測調査（短観、2017年6月）を公表した。中小企業の業況

判断D.I.は以下のとおり。

　1．中小企業製造業

　	　中小企業製造業は、前期比2ポイント改善のプラス7となった。改善幅が大きかった業種

は、「はん用機械」（11ポイント改善のプラス16）、「食料品」（9ポイント改善のプラス12）

など。

　2．中小企業非製造業

　	　中小企業非製造業は、前期比3ポイント改善のプラス7となった。改善幅が大きかった業

種は、「宿泊・飲食サービス」（10	ポイント改善のプラス4）、「電気・ガス」（7ポイント改善

のプラス17）など。

（http://www.boj.or.jp/statistics/tk/tankan06a.htm/参照）

（資料2）

中小企業庁、「事業承継5ヶ年計画」を策定（7月7日）

　中小企業庁は、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、地域の事業を次世代にしっかり

と引き継ぐとともに、事業承継を契機に後継者がベンチャー型事業承継などの経営革新等に積

極的にチャレンジしやすい環境を整備するため、今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間

とする「事業承継5ヶ年計画」を策定した。計画の概要は、以下の観点による支援体制、支援

施策の抜本的強化である。

○経営者の「気付き」の提供

　地域ごとに、それぞれの支援機関がつながる事業承継プラットフォームを立ち上げ、事業承

継診断等によるプッシュ型の支援を行い、事業承継ニーズを掘り起こす。

○後継者が継ぎたくなるような環境を整備

　資金繰り・採算管理等の早期段階からの経営改善の取組みを支援する。また、早期承継のイ

ンセンティブを強化し、後継者や経営者による経営の合理化やビジネスモデルの転換など成長

への挑戦を支援する。

○ 経済産業省、平成29年7月22日からの大雨に係る災害に関する被災中小企業・小
規模事業者対策の実施を公表

　※	「地域・中小企業関連経済金融日誌」は、官公庁等の公表資料等をもとに、地域金融や中小企業金融に関連が深い項目につ
いて、当研究所が取りまとめたものである。「●」表示の項目については、解説資料を掲載している。
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○後継者マッチング支援の強化

　事業引継ぎ支援センターの体制強化や、民間企業との連携により、小規模M&Aマーケット

を整備する。

○事業からの退出や事業統合等をしやすい環境の整備

　サプライチェーンや地域における事業承継、事業再編・統合を促進し、中小企業の経営力強

化を後押しする。

○経営人材の活用

　次期経営者候補やアドバイザーとして、経営スキルの高い外部人材を活用しやすい環境を整

備する。

（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170707shoukei.htm参照）

（資料3）

日本銀行、地域経済報告－さくらレポート－（2017年7月）を公表（7月10日）

　各地域の景気の総括判断をみると、6地域（北陸、関東甲信越、東海、近畿、中国、九州・

沖縄）で、「緩やかに拡大している」、「緩やかな拡大に転じつつある」等としているほか、3

地域（北海道、東北、四国）では、「緩やかな回復を続けている」等としている。この背景を

みると、海外経済の緩やかな成長に伴い、輸出が増加基調にある中で、労働需給が着実に引締

まりを続け、個人消費の底堅さが増しているなど、所得から支出への前向きな循環が強まって

いることなどが挙げられている。

　前回（2017年4月時点）と比較すると、5地域（北海道、関東甲信越、近畿、中国、九州・

沖縄）で総括判断を引き上げている。主な背景をみると、①生産が、海外向けの電子部品・デ

バイスや生産用機械を中心に増加していること（北海道、関東甲信越、近畿、中国）、②個人

消費が、耐久消費財や高額品の販売堅調などから上向いていること（関東甲信越、近畿、中国、

九州・沖縄）、③公共投資について、災害復旧関連工事が進捗し、昨年度の補正予算関連工事

の発注も顕在化しつつあること（北海道、関東甲信越、九州・沖縄）が挙げられている。一方、

残り4地域では、総括判断に変更はないとしている。

（http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer170710.pdf参照）

（資料4）

総務省、個人企業経済調査（構造編）平成28年結果を公表（7月11日）

　総務省では、個人企業の経営の実態を明らかにし、景気動向の把握や中小企業振興のための

基礎資料などを得ることを目的として、個人企業経済調査を実施している。うち、営業状況

（1事業所当たり）については、以下のとおりである。
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（http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kouzou/index.htm 参照）

（資料 5）

日本銀行、金融システムレポート別冊「2016 年度の銀行・信用金庫決算」を公表（7月 21 日）

　2016 年度の銀行・信用金庫決算の特徴は、次の 3点である。

　第 1に、当期純利益は、大手行、地域銀行、信用金庫のいずれの業態でも、減益となった。

国内の貸出利鞘の縮小が続き、資金利益が減少したことに加えて、大手行や地域銀行を中心に、

米長期金利の上昇の影響で米国債の売却損が発生したことが、減益の主因となった。一方、信

用コストの低位安定のほか、大手行や地域銀行における株式関係損益の益超幅の拡大（政策投

資株式の売却等）は、収益を下支えした。

　第 2に、基礎的収益力を示すコア業務純益は、いずれの業態でも減少し、地域銀行と信用金

庫では、減少ペースが幾分加速した。この背景としては、①国内貸出利鞘の縮小に伴う資金利

益の減少に加えて、②投資信託や保険等の金融商品の販売手数料が減少したこと等が挙げられ

る。

第 3に、金融機関の財務の健全性は全体として維持されている。信用コストの発生状況をみる

と、大手行では、国内の一部大口先向けに貸倒引当金の繰入れが発生したものの、海外資源関

連に係る貸倒引当金の繰入れが大きく減少したため、信用コストの総額は低位な水準に止まっ

た。地域銀行、信用金庫も、信用コストは抑制された状況が続いた。この間、自己資本は、内

部留保の蓄積から、大手行を中心に増加が続いた。

（http://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/fsrb170721.htm/ 参照）

（資料 6）

経済産業省、「平成 29 年 4－6 月期地域経済産業調査」を公表（7月 25 日）

　経済産業省は、各地域の経済動向を把握するために、地方経済産業局が四半期ごとに行って

いる地域経済産業調査の結果をとりまとめた。今回の調査結果のポイントは、以下のとおりと

なっている。

　全体の景況判断は、前期から据え置き、「緩やかに改善している」とした。生産は、はん用・

生産用・業務用機械が半導体製造装置や液晶製造装置で好調など、堅調に推移している。設備

年間売上高 年間営業利益 年間営業利益率

1．製造業
1,046 万1,000 円（対前年比
4.7％増）と4年連続の増加

237 万6,000 円（対前年比
7.4％減）と2年ぶりに減少

22.7％と対前年比3.0 ポイ
ントの低下

2．卸売業、小売業
1,489 万5,000 円（対前年比
4.8％減）と4年連続の減少

148 万6,000 円（対前年比
6.0％減）と2年連続の減少

10.0％と対前年比0.1 ポイ
ントの低下

3．宿泊業、飲食サービス業
853 万2,000 円（対前年比
9.8％減）と2年ぶりに減少

129 万6,000 円（対前年比
10.2％減）と5年ぶりの減少

15.2％と対前年比0.1 ポイ
ントの低下

4．サービス業
506 万3,000 円（対前年比
3.6％増）と2年ぶりに増加

153 万3,000 円（対前年比
1.4％増）と2年ぶりに増加

30.3％と対前年比0.6 ポイ
ントの低下
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投資は、生産性向上や省力化のための投資で積極的な動きがみられる。個人消費は、節約志向

が継続も、高機能商品は好調である。

　地域別の景況判断は、東海、九州で上方修正し、北海道、東北、関東、北陸、近畿、四国、

沖縄は据え置き、中国は下方修正した。

（http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170725004/20170725004.html 参照）

（資料 7）

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部および内閣府地方創生推進室、RESAS「地域経済循環

マップ」に関する分析事例等を公表（7月 26 日）

　内閣官房まち・ひと・しごと創生本部および内閣府地方創生推進室は、RESAS「地域経済

循環マップ」に関する分析事例等を以下のとおり公表した。

○地域経済循環分析用データ等の分析・解説と分析書式（雛形）

　地域経済循環分析の分かり易い分析・解説と、地域経済循環分析用データ等を効果的に使い

ながら、誰もが容易に作成できる地域経済循環の分析書式（雛形）

○地域経済循環分析の例

　東北経済産業局と関東経済産業局の協力のもと、上記の分析書式（雛形）を下記自治体に適

用。分析書式（雛形）を適用したうえで、詳細分析と対策の検討も併せて実施

○基礎自治体レベルでのより精度の高い地域産業連関表の作成に係る手引き

　地域経済循環分析用データは、国民経済計算や都道府県のデータ等を基に作成したノン・サー

ベイのデータであるところ、基礎自治体（市町村）自らが、調達・販売・投資の域外との取引（移

輸出入）について事業者への調査を実施し、その結果を踏まえた、より精度の高い地域産業連

関表を作成しようとする際に、手引書として活用できるよう、手順等をマニュアル化

○ RESAS「地域経済循環マップ」のデータ更新について

　2017 年 7 月 26 日に 2013 年度のデータを新たに追加し、生産分析メニューの表示産業分類

を 22 分類から 39 分類へ細分化

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/information/bunsekijirei.html 参照）

青森県 八戸市、五所川原市 茨城県 日立市 新潟県 新潟市、十日町市、燕市

岩手県
盛岡市、一関市・平泉
町地域、金ケ崎町

栃木県 宇都宮市、大田原市 山梨県 大月市

宮城県 富谷市 群馬県 桐生市、太田市

長野県
長野市、飯田市、
駒ケ根市、軽井沢町、
山ノ内町、飯綱町

秋田県 由利本荘市 埼玉県 秩父市、越谷市

山形県 米沢市、庄内町 千葉県 香取市

福島県 郡山市 神奈川県 箱根町 静岡県 富士市
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信金中金だより 

信金中央金庫　地域・中小企業研究所活動記録（7月）

1．レポート等の発行
発行日 レポート分類 通巻 タ　　イ　　ト　　ル 執 筆 者

17.7.5 内外金利・為替見通し 29-4 物価の基調は依然として弱く、日銀は当面、現行の金融緩
和策を維持

角田　匠
奥津智彦

17.7.14 中小企業景況レポート 168 全国中小企業景気動向調査結果（2017年4～6月期） 
特別調査：中小企業の3～5年後の事業の見通しについて

 －

17.7.20 ニュース＆トピックス 29-41 底堅く推移する中国経済 
－内需の堅調に加え、輸出の回復が鮮明に－

黒岩達也

17.7.20 ニュース＆トピックス 29-42 中小企業の設備投資実施企業割合が11年ぶりの高水準に 
－潜在的な設備投資意欲は根強い－

市川将史

17.7.24 内外経済・金融動向 29-1 交通インフラ整備の地域経済への影響 
－関東地方の鉄道・高速道路網整備に伴う社会・産業構造の変化－

峯岸直輝

17.7.27 金融調査情報 29-7 信用金庫職員の活動力向上を目指した取組みについて 奥津智彦

17.7.28 産業企業情報 29-6 取引先中小企業の事業性を重視した経営支援への期待 
－本業支援での真の信頼構築が大きく左右する中小企業の
金融機関評価－

藤津勝一

17.7.28 産業企業情報 29-7 改正資金決済法施行で脚光浴びる仮想通貨 
－仮想通貨の普及に向けて－

藁品和寿

17.7.28 全国信用金庫概況・統計 2016年度 － －

2．講座・講演・放送等の実施
実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主催 講師等

17.7.4 講演 フィンテックの動向について、
到来するIoT社会と中小企業

IoT・フィンテックに関する勉強会 中国地区信用金庫協会 藁品和寿

17.7.8 講演 中小企業経営者へのアプロー
チを考える－全国中小企業景
気動向調査の活用など－

若手渉外担当者融資推進研修 東予信用金庫 鉢嶺　実

17.7.14 講座 信用金庫の役割と地域経済
活性化

小樽商科大学提供講義 
「地域市場システム論｣

小樽商科大学 
（札幌信用金庫提供講義）

松崎英一

17.7.14 講演 経済見通しについて 川口信金後援会 川口信用金庫 奥津智彦

17.7.18 講演 為替、金利、株式等の今後
の見通しについて

シグマバンク資金運用担当者会議 亀有信用金庫 角田　匠

17.7.19 講演 環境変化に挑む！中小企業
の経営事例

しののめしんきん経営者懇談会 
藤岡部会

しののめ信用金庫 鉢嶺　実
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実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主催 講師等

17.7.20 講演 日本経済の現状と今後の展望 
－福島市経済の状況－

福島市職員向け研修会 福島信用金庫 角田　匠

17.7.26 講演 日本経済の現状と金利・為
替見通し

長野県資金運用担当者勉強会 長野県信用金庫協会 角田　匠

17.7.28 講演 「フィンテック」の動向につ
いて

新任役員情報交換会 信金中央金庫 関東営業第
1 部・関東営業第2部

松崎英一

3．原稿掲載

発行日 タ　　イ　　ト　　ル 掲載紙 発　行 執筆者

17.7.1 景気ウォッチャー調査にみる最近の景況
感と注意すべき事象

バンクビジネス ㈱近代セールス社 奥津智彦

17.7.1 成績優秀営業マンが身に付けている「情報
営業力」

銀行実務 ㈱銀行研修社 刀禰和之

17.7.3 長寿企業の“継続力”を考える さわやかジャーナル
「aile（エール）」

㈱さわやかリサーチ 鉢嶺　実

17.7.20 業況堅調な小規模事業者の研究 日本中小企業学会論
集36「『地方創生』
と中小企業」

㈱同友館 鉢嶺　実

17.7.25 信用金庫中堅職員の活躍のために 月刊金融ジャーナル ㈱日本金融通信社 奥津智彦
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１．(1)    信用金庫の店舗数、合併等

信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移
（単位：店、人）

店　　　舗　　　数 常　勤　役　職　員　数

年 月 末 本  店 職　　　員
(信用金庫数) 男　子 女　子 計

会　員　数
支  店 出張所 合  計 常勤役員 合　計

1．信用金庫統計
（1）信用金庫の店舗数、合併等
（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
（3）信用金庫の預金者別預金
（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
（5）信用金庫の貸出先別貸出金
（6）信用金庫の余裕資金運用状況

2．金融機関業態別統計

					（1）業態別預貯金等						（2）業態別貸出金

統 計

（凡　例）
1．金額は、単位未満切捨てとした。
2．比率は、原則として小数点以下第1位までとし第2位以下切捨てとした。
3．記号・符号表示は次のとおり。
　　〔 0〕ゼロまたは単位未満の計数	 〔—〕該当計数なし	 〔△〕減少または負
　　〔…〕不詳または算出不能	 〔＊〕1,000%以上の増加率	 〔ｐ〕速報数字
　　〔ｒ〕訂正数字	 〔ｂ〕ｂ印までの数字と次期以降との数字は不連続
4．地区別統計における地区のうち、関東には山梨、長野、新潟を含む。東海は静岡、愛知、岐阜、三重の
4県、九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県、南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県である。

※　信金中金	地域・中小企業研究所のホームページ（http://www.scbri.jp/）よりExcel形式の統計資料をダウンロードすることができます。

統計資料の照会先：
信金中央金庫 地域・中小企業研究所
Tel	03‒5202‒7671　Fax	03‒3278‒7048

信用金庫の合併等
年　月　日 異　　　動　　　金　　　庫　　　名 新金庫名 金庫数 異動の種類

2009年10月13日 西中国 岩国 （下関市職員信組） 西中国 合併
2009年11月9日 八戸 あおもり 下北 青い森 合併
2009年11月24日 北見 紋別 北見 合併
2010年1月12日 山口 萩 萩山口 合併
2010年2月15日 杵島 西九州 九州ひぜん 合併
2011年2月14日 富山 上市 富山 合併
2012年11月26日 東山口 防府 東山口 合併
2013年11月5日 大阪市 大阪東 大福 大阪シティ 合併
2014年1月6日 三浦藤沢 かながわ 名称変更
2014年2月24日 十三 摂津水都 北おおさか 合併

2016年1月12日 大垣 西濃 大垣西濃 合併

2016年2月15日 福井 武生 福井 合併

2017年1月23日 江差 函館 道南うみ街 合併

1．（1）信用金庫の店舗数、合併等
信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移

信用金庫の合併等
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１．(2)  信用金庫の預金種類別預金・地区別預金

預金種類別預金 (単位:億円、％)

要求払 定期性  外貨預金等
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 2.5
△ 11.3

△ 25.3

△ 5.4
△ 15.7

△ 14.1
△ 5.4

△ 0.3 △ 7.7
△ 0.3
△ 0.4
△ 0.2

(備考) １. 預金計には譲渡性預金を含まない。
２. 実質預金は預金計から小切手･手形を差引いたもの

地区別預金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.8

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

全 国 計年 月 末

年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州

年 月 末
預金計  実質預金  譲渡性預金

北海道 東  北 東  京 関  東 北  陸 東  海

1．（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
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１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.4
△ 19.1
△ 30.4
△ 27.3
△ 14.8
△ 4.6

△ 0.5
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.8
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.3
△ 1.2
△ 0.9

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 3.5
△ 6.6

△ 13.0
△ 6.2

△ 14.3
△ 10.0
△ 9.4
△ 9.4

△ 12.7

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 8.8 △ 15.6
△ 100.0

･･･ △ 9.9
△ 33.3 △ 0.1
△ 30.4 △ 5.1
△ 51.5

△ 4.8 △ 99.9
△ 21.6 △ 99.9
△ 3.4 △ 99.9
△ 4.0 △ 99.9

△ 99.9
△ 1.2 △ 99.9
△ 1.3 △ 99.9

△ 100.0
△ 100.0
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0
△ 100.0
△ 100.0

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.4
△ 19.1
△ 30.4
△ 27.3
△ 14.8
△ 4.6

△ 0.5
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.8
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.3
△ 1.2
△ 0.9

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 3.5
△ 6.6

△ 13.0
△ 6.2

△ 14.3
△ 10.0
△ 9.4
△ 9.4

△ 12.7

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 8.8 △ 15.6
△ 100.0

･･･ △ 9.9
△ 33.3 △ 0.1
△ 30.4 △ 5.1
△ 51.5

△ 4.8 △ 99.9
△ 21.6 △ 99.9
△ 3.4 △ 99.9
△ 4.0 △ 99.9

△ 99.9
△ 1.2 △ 99.9
△ 1.3 △ 99.9

△ 100.0
△ 100.0
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0
△ 100.0
△ 100.0

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.4
△ 19.1
△ 30.4
△ 27.3
△ 14.8
△ 4.6

△ 0.5
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.8
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.3
△ 1.2
△ 0.9

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 3.5
△ 6.6

△ 13.0
△ 6.2

△ 14.3
△ 10.0
△ 9.4
△ 9.4

△ 12.7

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 8.8 △ 15.6
△ 100.0

･･･ △ 9.9
△ 33.3 △ 0.1
△ 30.4 △ 5.1
△ 51.5

△ 4.8 △ 99.9
△ 21.6 △ 99.9
△ 3.4 △ 99.9
△ 4.0 △ 99.9

△ 99.9
△ 1.2 △ 99.9
△ 1.3 △ 99.9

△ 100.0
△ 100.0
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0
△ 100.0
△ 100.0

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

1．（3）信用金庫の預金者別預金
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１．(4)  信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金

科目別貸出金 (単位:億円、％)

手形貸付 証書貸付 当座貸越
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1 △ 7.5 △ 0.0 △ 4.8 △ 0.8
△ 11.9 △ 2.3
△ 4.8 △ 2.9
△ 7.3 △ 3.1
△ 6.6 △ 3.5
△ 7.3 △ 4.1
△ 7.6 △ 2.7

△ 2.9
△ 8.9 △ 3.2
△ 8.6 △ 2.8

△ 19.3 △ 2.5
△ 10.3 △ 1.9
△ 10.5 △ 1.2
△ 20.2 △ 1.2
△ 10.3 △ 1.3
△ 8.5 △ 0.6
△ 7.9
△ 7.6
△ 6.7

地区別貸出金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.3 △ 0.9 △ 0.5 △ 0.2 △ 2.9
△ 0.1 △ 1.5

△ 0.5

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.4 △ 2.5 △ 1.2 △ 0.1
△ 1.7

△ 0.2
△ 0.4
△ 0.2

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

年 月 末

関  東 北  陸 東  海
年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州 全 国 計

貸出金計
割引手形 貸付金

年 月 末

北海道 東  北 東  京

1．（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
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1．（5）信用金庫の貸出先別貸出金
１．(5)  信用金庫の貸出先別貸出金

(単位:億円、％)

貸出金計 　企業向け計
年 月 末 製造業 建設業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1 △ 0.9 △ 4.3 △ 3.6
△ 3.6 △ 2.3
△ 1.6 △ 0.3
△ 1.4
△ 1.5
△ 1.3 △ 0.1
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.1
△ 1.1

年 月 末 卸売業 小売業 　不動産業
　個人による貸家業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 3.8 △ 3.7
△ 2.4 △ 2.6
△ 1.5 △ 1.1
△ 1.4 △ 1.5
△ 1.4 △ 1.8
△ 1.3 △ 1.7
△ 1.4 △ 1.4 △ 0.0
△ 1.2 △ 0.7 △ 0.2
△ 1.1 △ 0.4 △ 0.2
△ 1.1
△ 0.8

年 月 末 飲食業 宿泊業 　医療・福祉 　物品賃貸業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 5.3 △ 5.0 △ 3.1
△ 3.6 △ 4.1 △ 1.6
△ 3.1 △ 1.5
△ 2.3 △ 0.6
△ 1.7 △ 1.5 △ 0.1
△ 1.3 △ 1.9
△ 0.7 △ 0.9
△ 0.4 △ 0.5

△ 0.3
△ 0.4
△ 1.2

年 月 末 　住宅ローン

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

･･･
･･･

△ 2.7
△ 3.3

(備考) １．日本銀行「業種別貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(4)科目別・地区別貸出金の貸出金計とは一致しない。

　　　 ２．海外円借款、国内店名義現地貸を企業向け計の内訳として掲載

  地方公共団体 個  人 海外円借款、国内店名義現地貸
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1．（6）信用金庫の余裕資金運用状況１．(6)  信用金庫の余裕資金運用状況

(単位:億円、％)

コール 買 現 先 債券貸借取引 買入金銭 金 銭 の 商    品
現    金 買入手形 ローン 勘　　定 支払保証金 債    権 信    託 有価証券

公社公団債金 融 債 そ の 他

(△3.9)
(△2.2)
(△5.5) (△1.2)
(△4.4) (△0.9)
(△6.3) (△0.0)

(△0.8) (△14.8) (△2.1)
(△11.3) (△1.8)
(△9.5) (△1.7)
(△9.7) (△2.0)
(△8.2) (△2.6)
(△6.2) (△3.0)
(△5.7) (△3.3)
(△4.0) (△3.6)

(△0.0) (△5.0) (△4.0)
(△1.4) (△7.3) (△4.9)
(△1.0) (△7.5) (△4.6)
(△0.8) (△6.5) (△4.1)
(△0.0) (△4.8) (△3.4)

信金中金
その他の 利 用 額 預 貸 率 (Ａ)/預金預 証 率(Ｂ)/預金(Ｂ)/(Ａ)
証    券 （Ｂ）

(備考)1. (   )内は前年同月比増減率
預貸率＝貸出金/預金×100(%)、預証率＝有価証券/預金×100(%)（預金には譲渡性預金を含む。）
余資運用資産計は、現金、預け金、買入手形、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、
買入金銭債権、金銭の信託、商品有価証券、有価証券の合計

預 け 金年 月 末
うち信金中金預け金

有価証券年 月 末 国    債 地 方 債短期社債 社    債 株    式

余資運用資産計(A)年 月 末 貸付信託投資信託外国証券
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2．（1）業態別預貯金等２．(1)  業態別預貯金等

(単位:億円、％)

信用金庫 国内銀行 大手銀行 地方銀行

年 月 末 (債券､信託を含む) (債券､信託を含む) 　うち都市銀行

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

第二地銀 郵便貯金 預貯金等合計

年 月 末
前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.4
△ 0.3

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

(備考) 1. 日本銀行『金融経済統計月報』、ゆうちょ銀行ホームページ等より作成

大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

国内銀行･大手銀行には、全国内銀行の債券および信託勘定の金銭信託・貸付信託・年金信託・財産形成給付信託を含めた。

郵便貯金は2008年４月より四半期ベースで公表

預貯金等合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の預貯金等の残高の合計により算出

うち預金

２．(1)  業態別預貯金等

(単位:億円、％)

信用金庫 国内銀行 大手銀行 地方銀行

年 月 末 (債券､信託を含む) (債券､信託を含む) 　うち都市銀行

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

第二地銀 郵便貯金 預貯金等合計

年 月 末
前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.4
△ 0.3

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

(備考) 1. 日本銀行『金融経済統計月報』、ゆうちょ銀行ホームページ等より作成

大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

国内銀行･大手銀行には、全国内銀行の債券および信託勘定の金銭信託・貸付信託・年金信託・財産形成給付信託を含めた。

郵便貯金は2008年４月より四半期ベースで公表

預貯金等合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の預貯金等の残高の合計により算出

うち預金
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2．（2）業態別貸出金２．(2)  業態別貸出金

(単位:億円、％)

信用金庫 大手銀行 都市銀行 地方銀行 第二地銀 合  計

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1

△ 0.6

△ 0.6

△ 0.3

△ 0.4

△ 0.6

△ 0.3

△ 0.6

△ 0.1

△ 0.1

(備考) １．日本銀行『金融経済統計月報』等より作成

２．大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

３．合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の貸出金残高の合計により算出

年 月 末
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